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有毒ガス防護に係る適合性の確認方法及び結果について 

1. はじめに

再処理施設に対する有毒ガスの影響及び防護対策については，新規制基準適合性審

査にて確認を行い，事業変更許可（以下，「既許可」という）を頂いている。 

一方，規則改正により，事業指定基準規則※１第 20条（制御室等）及び第 26条（緊

急時対策所）において，有毒ガスが発生した場合に運転員及び緊急時対策所の指示要

員（以下，「運転員等」という）の対処能力が損なわれるおそれがある有毒ガスの発生

源に対し，有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検

出した場合に制御室及び緊急時対策所で自動的に警報するために装置（以下，「有毒

ガスの発生を検出する装置及び警報装置」という）の設置が追加で要求されている（参

考資料参照）。既許可では，この適合性について確認を行っていないため，当該追加要

求事項に対する適合性確認が必要である。 

また，技術的能力審査基準※2において，有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要

員の防護に関して，吸気中の有毒ガス濃度を基準値以下とするための手順と体制の整

備，予期せず発生する有毒ガスへの対策等の具体的要求事項が追加されている（参考

資料参照）。この適合性については，既許可で考慮している事項と考えているが，改め

て適合性確認が必要である。 

上記に関しては，規則改正にあわせて，有毒ガス防護に係る影響評価ガイド（以下

「影響評価ガイド」という）が策定されており，人体影響の観点から，有毒ガスが施

設の安全性を確保するために必要な要員の対処能力に影響を与えないことを評価す

るための方法やとるべき対策が具体化されている。このため，影響評価ガイドを参考

とし，既許可の防護対策に対し改めて考慮すべき事項の有無についての確認が必要で

あり，考慮すべき事項がある場合には，対策の追加が必要である。 

上記の確認事項について，確認方法及び結果について記載する。 

※1：再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

※2：使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力に係る審査基準

2. 有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置の設置についての要求事項に対する

確認

2-1. 確認方法

事業指定基準規則では，有毒ガスの発生時において制御室及び緊急時対策所（以下

「制御室等」という）の運転員等の対処能力が損なわれるおそれのある場合に，有毒

ガスの発生を検出する装置及び警報装置の設置が要求されている。なお，既許可では

当該装置の設置の要否について評価はしていない。 
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再処理施設においては，再処理事業所の敷地内外にある有毒ガスの発生源のうち，

敷地内の固定施設に対しては，運転員等の吸気中の有毒ガス濃度評価結果が有毒ガス

防護のための判断基準値を下回ることにより，運転員等を防護できる設計とする。ま

た，敷地内の可動施設等に対しては，換気設備の隔離等の対策により，運転員等を防

護できる設計とする。 

上記の設計方針に対し，適合性確認を行う。影響評価ガイドでは，実用発電炉にお

ける運転員等の対処能力が損なわれるおそれの有無を評価する方法を具体的に定め

ている。影響評価ガイドでは，有毒化学物質の全量流出を想定しているが，既許可で

は，化学物質を貯蔵する施設に対し化学物質が漏えいし難い設計とするとともに，地

震により破損が想定される機器については，耐震対策により化学薬品の漏えい源から

除外する設計としているため，全量流出は想定していない。再処理施設の評価にあた

っては，影響評価ガイドを参照してその考え方を踏襲する。具体的には，敷地内の固

定施設で貯蔵する有毒化学物質から発生する有毒ガスを特定し，有毒化学物質の全量

流出を想定した上で制御室等における有毒ガス濃度評価を行い，有毒ガス防護のため

の判断基準値を下回ることを確認する。 

換気設備の隔離等の対策により運転員等を防護できる設計とすることは，既許可で

考慮している事項であるため，内容について確認し，新たに考慮すべき事項の有無に

ついて確認する。当該要求事項に対する具体的な確認方法が影響評価ガイドに記載さ

れているため，新たに考慮すべき事項の有無の確認は，4.にあわせて行う。 

2-2. 確認結果

敷地内の固定施設からの有毒ガスの発生に対し，制御室等の外気取入口における有

毒ガス濃度が，各有毒ガス防護判断基準値を下回ること（ガスが複数の場合はその総

和が１を下回ること）を確認した。この結果より，敷地内の固定施設については，運

転員等の対処能力が損なわれるおそれのある濃度に達する有毒ガスの発生源はなく，

有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置の設置は不要であるため，設計方針に適

合していることを確認した。 

敷地内の可動施設等からの有毒ガスの発生に対し，4.のとおり確認を行った結果，

既許可において，有毒ガスの発生を検知した者からの連絡に用いる通信連絡設備及び

隔離により外気取入れを停止することが可能な換気設備を制御室等に設置する設計

としており，新たに考慮すべき事項はないことを確認した。 

当該確認結果は，有毒ガスに対する設計方針とともに，第 20条及び第 26条の整理

資料 本文及び補足説明資料に反映する（添付資料－１「有毒ガス防護に係る適合性

の確認結果のまとめ」参照）。 

3. 有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護に関する確認

3-1. 確認方法

技術的能力審査基準では，有毒ガスの発生時に，事故対策に必要な指示・操作を行

うことができるよう，運転員等の防護に必要な措置を講じることを定めることが要求

されている。 
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再処理施設においては，有毒ガス発生時に事故対策に必要な指示・操作を行うこと

ができるよう，運転員等の防護に対し，運転員等の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス

防護のための判断基準値以下とするための手順書及び体制，予期せず発生する有毒ガ

スに対し防護具等により運転員等を防護する手順書，有毒ガスの発生による異常を検

知した場合に通信連絡設備により運転員等に周知する手順書を整備する。 

上記の対応方針に対し，適合性確認を行う。技術的能力審査基準における具体的要

求事項の追加であるが，既許可で考慮している事項であるため，内容について確認し，

新たに考慮すべき事項の有無について確認する。当該要求事項に対する具体的な確認

方法が影響評価ガイドに記載されているため，新たに考慮すべき事項の有無の確認は，

4.にあわせて行う。 

 

3-2. 確認結果 

 有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護に関して，4.のとおり確認を行

った結果，既許可で以下の通り考慮しており，新たに考慮すべき事項はないことを確

認した。 

（１）吸気中の有毒ガス濃度を基準値以下とするための手順と体制の整備 

・ 有毒ガスに対し，制御室等について，換気設備の外気との連絡口の遮断（取入

れの停止）により運転員等を防護できる。 

・ 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処する要員に対し，想定される作業

環境に応じて適切な防護具の配備等で防護できる。 

・ 非常時対策組織等の体制が既に整備されているほか，上記の防護に係る各手順

についても整備することとしている。 

（２）予期せず発生する有毒ガスへの対策 

・ 予期せず発生する有毒ガスに対し，制御室等について，換気設備の外気との連

絡口の遮断（取入れの停止）により運転員等を防護できる。 

・ 重大事故等時において，屋外及び屋内で対処する要員に対し，再処理施設内に

配備している酸素呼吸器等を用いることにより防護できる。 

（３）通信連絡設備による伝達 

・ 再処理事業所内の従事者に対して，既許可の通信連絡設備もしくは立会人によ

る直接伝達により有毒ガスの発生について連絡できる。 

当該確認結果は，有毒ガスに対する対応方針とともに，技術的能力 1.0の整理資料 

本文及び補足説明資料に反映する（添付資料－１「有毒ガス防護に係る適合性の確認

結果のまとめ」参照）。 

 

4. 影響評価ガイドを参考とし，既許可の防護対策に対し改めて考慮すべき事項の有

無の確認 

4-1. 確認方法 

影響評価ガイドに照らして，その内容が既許可で考慮されているか否かを確認し，

新たに考慮すべき事項がある場合には対策の追加を行う。確認方法は以下の通り。 
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（１）有毒ガスに関係する記載箇所の抽出 

既許可の申請書について，有毒ガスに関係する事象及び防護対策に係る箇所

を抽出し，規則条文毎に整理する。抽出方法及び抽出結果を別紙 1-1「有毒ガス

防護に係る申請書項目の抽出の作業方針」及び別紙 1-2「有毒ガス防護に係る申

請書項目の抽出結果」に示す。なお，既許可における防護対策の整合性を確認

するため，有毒ガスと同様の防護対策を講じる「大気（作業環境）の汚染事象」

も抽出対象とする。 

（２）既許可の有毒ガスの発生源と防護対策の確認 

別紙 1-2で抽出した条文毎に，「大気（作業環境）の汚染事象」に対する既許

可の対応について，影響評価ガイドの項目（発生源，防護対象者，検知手段及

び防護対策）で整理し，「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を作成する。

その上で，影響評価ガイドに示される有毒ガス防護のための対応と比較し，有

毒ガスに対する既許可の対応について，新たに考慮すべき事項があるか確認す

る。 

 

4-2. 確認結果 

影響評価ガイドの項目（発生源，防護対象者，検知手段及び防護対策）で既許可の

対応を確認した結果，有毒ガスに対する既許可の対応は，影響評価ガイドの考え方に

沿っていることから，新たに考慮すべき事項はないことを確認した。 

当該確認結果は，各条文の整理資料に反映する（添付資料－１「有毒ガス防護に係

る適合性の確認結果のまとめ」参照）。 

 

5. 整理資料への反映について 

有毒ガス防護について条文毎に確認した結果を，添付資料－１「有毒ガス防護に係

る適合性の確認結果のまとめ」に示す。また，有毒ガス防護に係る既許可，追加要求

事項，影響評価ガイドの関係を添付資料－２「有毒ガス防護に係る体系の概要（既許

可，追加要求事項，影響評価ガイドの関係）」に示す。 

有毒ガス防護に係る適合性の確認結果より，以下の項目について，整理資料に反映

する（添付資料－３「整理資料への反映方針」参照）。 

（１）有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置の設置についての要求事項 

有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置の設置についての要求事項は，

規則改正により適合性確認が必要な項目であることから，要求事項に対する設

計方針を第 20 条及び第 26 条の整理資料 本文に反映する。また，評価の詳細

は，第 20条 整理資料 補足説明資料２－８「有毒ガスの発生を検出する装置及

び警報装置の設置を必要とする有毒ガスの発生源について」及び第 26 条 整理

資料 補足説明資料２－５「有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置の設置

を必要とする有毒ガスの発生源について」に示す。なお、評価対象とする固定

施設等について影響評価ガイドを参考に整理した結果は，後述のとおり第９条

（その他外部衝撃）整理資料 補足説明資料５－９「人体に影響を与える有毒ガ

スについて」で明確化する。 
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（２）有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護 

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護は，技術的能力審査基準

改正により適合性確認が必要な項目であることから，既許可で考慮済みである

が，要求事項に対する対応方針を技術的能力 1.0 の整理資料 本文に反映する。 

（３）影響評価ガイドを参考とし，既許可の防護対策に対し改めて考慮すべき事項 

影響評価ガイドを参考とし，既許可の防護対策に対し改めて考慮すべき事項

の有無を確認した「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」は，各条文の整

理資料に補足説明資料として添付する。 

また，以下の内容については，既許可で考慮済みであるが，影響評価ガイド

の要求に照らし，各整理資料での記載の明確化及び補足説明の追加を行う。 

・ 人体に影響を与える有毒ガスの定義及び再処理事業所の敷地内外において

有毒ガスの発生源となるおそれのある固定施設及び可動施設は，第９条（そ

の他外部衝撃）整理資料 補足説明資料５－10「人体に影響を与える有毒ガ

スについて」を追加することにより，明確化する。 

・ 敷地内の可動施設及び敷地外の固定施設からの有毒ガスに対し，通信連絡設

備により検知し，換気設備の隔離により運転員等を防護するための体制及び

手順は，第 20 条 整理資料 補足説明資料２－９「通信連絡による有毒ガス

の発生の検出及び制御室の防護に係る実施体制及び手順」及び第 26条 整理

資料 補足説明資料２－５「通信連絡による有毒ガスの発生の検出及び緊急

時対策所の防護に係る実施体制及び手順」を追加することにより，明確化す

る。 

・ 第 20条 整理資料では，火災及び爆発により発生する有毒ガスに対し換気設

備の隔離その他の措置により制御室の居住性を確保する設計としているが，

当該記載については，「火災及び爆発により発生する」との記載を削除する

ことにより，有毒ガス全般に対して実施するものであることを明確化する。 

・ 敷地内可動源からの有毒ガスの終息活動は，第 12 条 整理資料 補足説明資

料 5-3「その他の漏えい事象に対する確認について」に，終息活動の具体的

な体制及び手順を追加することにより，明確化する。 

・ 重大事故等対処時における有毒ガスに対する薬品防護具による防護対策は，

技術的能力 整理資料 補足説明資料 1.0－６「非常時対策組織要員の作業時

における装備について」に，薬品防護具の配備状況等を追加することにより，

明確化する。 

 

 

以 上 
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参考資料－１ 
条文 規則もしくは解釈における追加要求事項 

第二十条 

「 制 御 室

等」 

１～２ （略） 

３ 設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく制御室

に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の

区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。 

一 制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び

当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御室において自動的に警報するための装置 

二 （略） 

【解釈】 

４ 第３項に規定する「従事者が支障なく制御室に入り、又は一定期間とどまり」とは，事故発生後、事故対策操作を

すべき従事者が制御室に接近できるよう通路が確保されていること及び従事者が制御室に適切な期間滞在できること

並びに従事者が交替のため接近する場合においては、放射線レベルの減衰及び時間経過とともに可能となる被ばく防

護策を採り得ることをいう。「当該措置をとるための操作を行うことができる」には、有毒ガスの発生に関して、有毒

ガスが制御室の運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれるこ

とがないよう、有毒ガスの発生時において、制御室の運転員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基

準値以下とすることを含む。 

５ 第３項第１号に規定する「有毒ガスの発生源」とは、有毒ガスの発生時において、運転員の対処能力が損なわれる

おそれがあるものをいう。「工場等内における有毒ガスの発生」とは、有毒ガスの発生源から有毒ガスが発生すること

をいう。「工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制

御室において自動的に警報するための装置」については「有毒ガスの発生を検出し警報するための装置に関する要求

事項（別記４）」によること。 

（別記４） 

有毒ガスの発生を検出し警報するための装置に関する要求事項再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

第 20 条第３項及び第 26 条第２項の規定に対応する工場等内における有毒ガスの発生 1を検出するための装置及び当

該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警報するための装置に関する要求事項については、以下のとおり

とする。なお、同規則の規定と当該要求事項との対応関係は別表に掲げるところによる。 

（１）工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置 

① 工場等内における有毒ガスの発生源（固定されているものに限る。）の近傍に、有毒ガスの発生又は発生の兆候を

検出する検出装置を設置すること。 

② 有毒ガスの到達を検出するために、制御室近傍に検出装置を設置すること。 

③ 有毒ガスの到達を検出するために、緊急時対策所近傍に検出装置を設置すること。 

（２）当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に自動的に警報するための装置 

① 制御室には、（１）①から③に掲げる検出装置からの信号を受信して制御室で自動的に警報する警報装置を設置す

ること。 

② 緊急時対策所には、（１）③に掲げる検出装置からの信号を受信して緊急時対策所で自動的に警報する警報装置を

設置すること。 
1 有毒ガスの発生時において制御室及び緊急時対策所の指示要員の対処能力が損なわれるおそれがあるものに限る。 

第二十六条 

「緊急時対

策所」 

１ （略）   

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるた

め、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時

対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。 

使用済燃料

の再処理の

事業に係る

再処理事業

者の重大事

故の発生及

び拡大の防

止に必要な

措置を実施

するために

必要な技術

的能力に係

る審査基準 

１．０ 共通事項 

（１）～（３） （略） 

（４）手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

【要求事項】 （略） 

【解釈】 

１ 手順書の整備は、以下によること。 

ａ）～ｆ） （略） 

ｇ）有毒ガス発生時の制御室の運転員、緊急時対策所において重大事故等に対処するために必要な要員及び重大事故

等対処上特に重要な操作（常設設備と接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対処設備（再処理施設の外から水

又は電力を供給するものに限る。）の接続をいう。）を行う要員（以下「運転・対処要員」という。）の防護に関し、次

の①から③に掲げる措置を講じることが定められていること。 

① 運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順と体制を整備す

ること。 

② 予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、制御室の運転員及び緊急時対策所における重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員のうち初動対応を行う者に対する防護具の配備、着用等運用面の対策を行うこと。 

③ 事業指定基準規則第 47 条等に規定する通信連絡設備により、有毒ガスの発生を制御室の運転員から、当該運転員

以外の運転・対処要員に知らせること。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出の作業方針 

 

有毒ガス防護措置が既許可に適切に反映されていることを確認するため，事

業指定申請書から有毒ガス防護に係る項目を抽出する。抽出結果を，別紙 1-2に

一覧としてまとめる。 

抽出は，下記【別紙 1-2 作業手順】に従い実施する。抽出された項目に従い

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」（以下「整理表」という）に展開し，

既許可の内容を整理する。 

 

【別紙 1-2作業手順】 

① 事業指定申請書を確認し，下記【事業指定申請書から抽出する項目】に該当

する項目を抽出する。 

② 上記①で抽出された項目から，整理表に展開する項目を抽出する（整理表へ

展開しない項目は，下記【整理表への展開から除外する項目】に該当する項

目とする）。 

③ なお，題目のみで文章がない項目は，事業指定申請書から抽出する項目に該

当しないとして整理する。 

 

【別紙 1-2の整理方法（凡例）】 

○：有毒ガス防護措置に関係し，整理表に展開する項目 

△：有毒ガス防護措置に関係するが，整理表に展開不要とした項目 

×：有毒ガス防護措置に関係しないため，整理表に展開しない項目 

―：題目のみで文章がない項目 
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【事業指定申請書申請書から抽出する項目】 

Ⅰ．有毒ガスの発生源となる事象が記載されている項目 

有毒ガスの発生源となる事象を前広に確認するため，作業員に影響を及ぼす

大気（作業環境）の汚染事象である以下の a. ～f．が記載されている項目を抽

出する。 

a. 有毒ガス 

b. 化学物質（化学薬品）の漏えいにより発生する有毒ガス 

c. 火災の二次的影響であるばい煙及び有毒ガス 

d. 毒性ガス（自然現象） 

e. 降下火砕物（大気汚染に関わるものに限る） 

f. その他の大気汚染物質（気体廃棄物中の NOx等） 

 

Ⅱ．有毒ガス防護対策が記載されている項目 

上記Ⅰ．の大気の汚染事象に対する防護対策として，以下の a. ～i．が記載

されている項目を抽出する。また，防護対策を前広に確認するため，大気の汚染

事象以外で同様の対策を取っている場合も，合わせて抽出する。 

a. 敷地内の可動施設（タンクローリ等）への立会 

b. 敷地内での異常時の通信連絡設備を用いた中央制御室への連絡 

c. 敷地外での異常時の通信連絡設備を用いた外部機関からの連絡 

d. 異常発生時の通信連絡設備を用いた中央制御室から各場所への連絡 

e. 大気の汚染事象に対する検知 

f. 大気の汚染事象に対する換気設備の隔離措置及び防護具の配備 

g. 外部からの必要物資の供給 

h. その他の防護対策（化学薬品の漏えい防止対策等） 

i. 上記 a.～h.に対する体制及び手順 
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【整理表への展開から除外する項目】 

Ⅰ．大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 

整理表では，人体に対する有毒ガス防護対策が，既許可に適切に反映されてい

ることを確認する。このため，大気の汚染事象に係る記載があるが，設備の防護

にのみ関係し人体への影響に言及していない記載，又は設備の説明のために大

気の汚染事象に触れている記載については，整理表への展開から除外する（具体

的には，以下に示す内容）。 

a. ＜設備名＞は，＜外部からの衝撃，溢水，化学薬品漏えい，火災，内部発

生飛散物，内的事象の配管の全周破断＞に対し，健全性を確保する設計

とする。／可能な限り位置的分散を図る。／それぞれ互いに異なる複数

の場所に設置する設計とする。／代替設備により必要な機能を確保する。

／安全上支障のない期間での修理の対応を行う。／関連する工程を停止

する。／これらを適切に組み合わせる。／再処理施設の安全性を損なわ

ないように設計する。／予想される自然条件のうち最も過酷と考えられ

る条件を適切に考慮した設計とする。 

b. ＜設備名＞は，＜外部からの衝撃＞に対して，健全性を確保する設計と

する。／外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管す

る。／外部からの衝撃による損傷を防止できる＜設置場所名＞に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

c. ＜設備名＞は，想定する溢水量及び化学薬品漏えいに対して機能を損な

わない高さへの設置，被水防護及び被液防護を行うことにより，＜機能

名＞を損なわない設計とする。／影響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。 

d. ＜設備名＞は，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響に対し，防

火ダンパを設ける設計とする。／悪影響を及ぼさない設計とする。 

e. 消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対

処設備に及ばないよう適切に配置する設計とする。 

f. ＜設備名＞は，配管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。 

g. 飛来物防護板及び飛来物防護ネットは，地震，火山の影響及び外部火災

により竜巻防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。 

h. 制御建屋中央制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び外部火災によ

り発生する有毒ガスに対して，運転員その他の従事者を防護する設備で

ある。 

i. さらに，二次的影響として，火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガスを

抽出し，その上で，安全機能を有する施設のうち，外気を取り込むこと

により，外部火災防護対象施設の安全機能が損なわれるおそれがある設
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備を以下のとおり選定する。 

j. 想定する事故時の環境条件は，「温度」，「圧力」，「湿度」，「放射線」，「物

質（水素，蒸気，煤煙，放射性物質，その他）及びエネルギの発生」，「転

倒又は落下による荷重」及び「腐食環境」を考慮する。／想定される事

故時環境において，臨界事故の発生を仮定する機器に接続する安全機能

を有する機器が，損傷又は機能喪失することはない。 

k. 有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施設で発生する可能性のあ

る有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウ

ランが加水分解して発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素を考慮する

が，重大事故等対処設備が有毒ガスにより影響を受けることはない。 

l. 化学物質の漏えいについては，再処理事業所内で運搬する硝酸及び液体

二酸化窒素の屋外での運搬又は受入れ時の漏えいを考慮するが，重大事

故等対処設備が化学物質により影響を受けることはないが，屋外の重大

事故等対処設備は保管に際して漏えいに対する高さを考慮する。 

 

Ⅱ．大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの発生防止

にのみ関係する項目 

整理表では，有毒ガスの発生を前提とした有毒ガス防護対策が，既許可に適切

に反映されていることを確認する。このため，大気の汚染事象に対する防護対策

に係る記載があるが，有毒ガスの発生防止にのみ関係する記載ついては，整理表

への展開から除外する（具体的には，以下に示す内容）。 

a. 使用する化学薬品等を考慮し，腐食し難い材料を使用するとともに，腐

食しろを確保する設計とする。 

b. 可燃性物質の漏えい防止対策 

c. 水素に対する換気，漏えい検出対策 

d. ＜設備名＞は，化学薬品を内包するため，化学薬品の漏えい源とならな

いよう設計することとし，具体的には適切な材料の選定，耐震性の確保

及び誤操作による漏えいを防止する。 

e. NOx吸収塔，NOx廃ガス洗浄塔及び吸収塔での NOxの回収 

f. 地震を起因とする溢水及び化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定す

る機器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地

震力に対して耐震性を確保する。 

g. 地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機材の固縛，

転倒防止対策及び火災の発生防止対策を実施する。 

 

 

 

10



Ⅲ．大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等対処の手

順を図示等した項目 

重大事故等対処では，大気の汚染事象に対する防護対策の手順は共通事項（技

術的能力 1.0）あるいは居住性に係る個別の事項（技術的能力 1.11，1.13）とし

て，手順が記載されている。手順は，タイムチャート等により図示しているが，

防護対策に係る対応は上記項目に包絡されることから，重大事故等対処の手順

を図示等した項目については抽出しない（具体的には，以下に示す内容。なお，

技術的能力 1.0, 1.11, 1.13での防護対策を抽出することにより，以下に該当

する項目も抽出できる）。 

a. 重大事故等対策における操作の成立性 

b. 重大事故等対策におけるタイムチャート 

c. アクセスルート図 

 

Ⅳ．大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評価の評価条

件として記載している項目 

整理表では，重大事故等対処時に想定する大気の汚染事象に対する防護対策

が，既許可に適切に反映されていることを確認する。重大事故等対処の有効性評

価の項目では，評価条件として大気の汚染事象に係る記載があるが，その防護対

策についての記載はないことから，整理表への展開から除外する（具体的には，

以下に示す内容）。 

a. 火山の影響により降下火砕物の発生を想定する。 

b. 外的事象の「地震」とは異なる特徴を有する外的事象の「火山の影響」

を要因とした場合に有効性評価へ与える影響を分析した。 

c. ＜重大事故対策＞において，外的事象の「地震」を要因とした場合の＜

重大事故＞に必要な要員は○人である。外的事象の「地震」とは異なる

環境条件をもたらす可能性のある外的事象の「火山の影響」を要因とし

た場合の＜重大事故＞に必要な要員は○人である。また，内的事象の「長

時間の全交流動力電源の喪失」及び「動的機器の多重故障」を要因とし

た場合は，外的事象の「地震」を要因とした場合に想定される環境条件

より悪化することが想定されず，重大事故等対策の内容にも違いがない

ことから，必要な要員は合計 141 人以内である。以上より，＜重大事故

対策＞に必要な要員は，最大でも○人であるが，事業所内に常駐してい

る実施組織要員は○人であり，必要な作業が可能である。 

d. 外的事象の「地震」又は「火山の影響」の想定によらず，合計約○ｍ３の

＜資源＞が必要である。 
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Ⅳ．引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項目 

引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある箇所は，引

用元の項目で合わせて整理するため，整理表への展開から除外する（具体的には、

以下に示す内容）。 

a. ＜内容＞については，「＜引用元の項目＞」に示す。 

 

【その他の別紙 1-2作成方針】 

・ 「○」又は「△」とした項目には，関係条文を記載する。 

・ 「×」とした項目の関係条文欄は「－」で統一する。 

・ 「△」とした項目の備考欄には，除外するⅠ．～Ⅳ．に照らし，その理由を

記載する。 

・ 整理表に展開する項目には，整理表のページ番号を記載し，整理表との紐付

けを行う。 

 

 

以上 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 本文

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け

一、 名称及び住所並びに代表者の氏名 × - -

二、 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 × - -

三、 再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力 - - -

Ａ． 再処理を行う使用済燃料の種類 × - -

ａ． 濃縮度 × - -

ｂ．
使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時からの期間（以下「冷却期
間」という。）

× - -

ｃ． 使用済燃料集合体最高燃焼度 × - -

ｄ． 使用済燃料集合体の照射前の構造 × - -

(a) ＢＷＲ燃料集合体 × - -

(b) ＰＷＲ燃料集合体 × - -

Ｂ． 再処理能力 × - -

四、 再処理施設の位置，構造及び設備並びに再処理の方法 - - -

Ａ． 再処理施設の位置，構造及び設備 - - -

イ． 再処理施設の位置 - - -

(１) 敷地の面積及び形状 × - -

(２) 敷地内における主要な再処理施設の位置 × - -

ロ． 再処理施設の一般構造 × - -

(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 × - -

(ⅰ) 単一ユニットの臨界安全設計 × - -

(ⅱ) 複数ユニットの臨界安全設計 × - -

(ⅲ) その他の臨界安全設計 × - -

(２) 放射線の遮蔽に関する構造 × - -

(３) 使用済燃料等の閉じ込めに関する構造 △ 4条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有
毒ガスの発生防止にのみ関係する項目

-

(４) 火災及び爆発の防止に関する構造 - - -

(ｉ) 安全機能を有する施設の火災及び爆発の防止 ○ 5条 補2-8-添2-1

(ａ) 基本事項 - - -

(イ) 安全上重要な施設 × - -

(ロ) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物 系統及び機器 × - -

(ハ) その他の安全機能を有する施設 × - -

(ニ) 火災区域及び火災区画の設定 × - -

(ホ) 火災防護上の最重要設備 × - -

(ヘ) 火災防護計画 ○ 5条 補2-8-添2-3

(ｂ) 火災及び爆発の発生防止 - - -

(イ) 再処理施設内の火災及び爆発の発生防止 △ 5条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有
毒ガスの発生防止にのみ関係する項目

-

(ロ) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 × - -

(ハ) 落雷 地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 × - -

(ｃ) 火災の感知 消火 - - -

(イ) 早期の火災感知及び消火 × - -

１） 火災感知設備 ○ 5条 補2-8-添2-7

２） 消火設備 ○ 5条 補2-8-添2-8

(ｄ) 火災及び爆発の影響軽減 ○ 5条 補2-8-添2-11

(ｅ) 火災影響評価 × - -

(ｆ) その他 ○ 5条 補2-8-添2-13

(ⅱ) 重大事故等対処施設の火災及び爆発の防止 ○ 29条 補3-2-添2-1

(ａ) 基本事項 - - -

(イ) 火災区域及び火災区画の設定 × - -

(ロ) 火災防護計画 △ 29条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載
がある項目（引用元：「(ｉ)(a)(ヘ) 火災防護計画」）

-

(ｂ) 火災及び爆発の発生防止 △ 29条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有
毒ガスの発生防止にのみ関係する項目

-

(イ) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 × - -

(ロ) 落雷 地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 × - -

(ｃ) 火災の感知 消火 - - -

(イ) 早期の火災感知及び消火 × - -

１） 火災感知設備 ○ 29条 補3-2-添2-5

２） 消火設備 ○ 29条 補3-2-添2-6

(ｄ) その他 ○ 29条 補3-2-添2-8

(５) 耐震構造 × - -

(ⅰ) 安全機能を有する施設の耐震設計 × - -

(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計 × - -

(６) 耐津波構造 × - -

(７) その他の主要な構造 × - -

(ⅰ) 安全機能を有する施設 × - -

(ａ) 外部からの衝撃による損傷の防止 ○ 9条
火山  補10-3-別2-1

外部火災  補8-4-別2-1
その他  補5-10-別2-1

(イ) 竜 巻 × - -

(ロ) 外部火災 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-8

(ハ) 航空機落下 × - -

(ニ) 落雷 × - -

(ホ) 火山の影響 ○ 9条 火山  補10-3-別2-8

(ヘ) 竜巻，落雷，森林火災及び火山の影響以外の自然現象 - - -

１） 風（台風） × - -

２） 凍結 × - -

３） 高温 × - -

４） 降水 × - -

５） 積雪 × - -

６） 生物学的事象 × - -

７） 塩害 × - -

(ト) 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事故の組合せ × - -

(チ) 航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為による事象 - - -

１） 有毒ガス ○ 9条 その他  補5-10-別2-8

２） 電磁的障害 × - -

３） 再処理事業所内における化学物質の漏えい ○ 9条 その他  補5-10-別2-11

(ｂ) 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 × - -

(ｃ) 溢水による損傷の防止 × - -

(ｄ) 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 ○ 12条 補11-4-14

(ｅ) 誤操作の防止 × - -

(ｆ) 安全避難通路等 × - -

(ｇ) 安全機能を有する施設 - - -

(イ) 安全機能を有する施設の設計方針 × - -

(ｈ) 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止 × - -

(ｉ) 使用済燃料の貯蔵施設等 × - -

(ｊ) 計測制御系統施設 × - -

(ｋ) 安全保護回路 × - -

(ｌ) 制御室等 ○
20条
44条

補2-7-別2-1
補2-13-添2-1

(ｍ) 廃棄施設 × - -

(イ) 気体廃棄物の廃棄施設 × - -

(ロ) 液体廃棄物の廃棄施設 × - -

(ｎ) 保管廃棄施設 × - -

(ｏ) 放射線管理施設 × - -

(ｐ) 監視設備 × - -

(ｑ) 保安電源設備 × - -

(ｒ) 緊急時対策所 ○
26条
46条

補2-4-別2-1
補2-10-添2-3

(s) 通信連絡設備 ○
27条
47条

補2-16-別2-2
補2-14-別2-1

(ⅱ) 重大事故等対処施設 ○ 33条 補2-30-別2-1

(ａ) 重大事故等の拡大の防止等 × - -

(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 本文

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

(イ) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 - - -

１） 多様性，位置的分散 ○ 33条 補2-30-別2-4

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 △ 33条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する
項目，引用のみの項目（引用元：「ロ．（４） (ⅱ) 重大事故等対
処施設の火災及び爆発防止」）

-

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 △ 33条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

ⅲ） 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口 △ 33条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する
項目，引用のみの項目（引用元：「ロ．（４） (ⅱ) 重大事故等対
処施設の火災及び爆発防止」）

-

２） 悪影響防止 × - -

(ロ) 個数及び容量 - - -

１） 常設重大事故等対処設備 × - -

２） 可搬型重大事故等対処設備 × - -

(ハ) 環境条件等 - - -

１） 環境条件 ○ 33条 補2-30-別2-7

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 △ 33条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する
項目，引用のみの項目（引用元：「ロ．（４） (ⅱ) 重大事故等対
処施設の火災及び爆発防止」）

-

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 △ 33条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

２） 重大事故等対処設備の設置場所 × - -

３） 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 × - -

(ニ) 操作性及び試験・検査性 - - -

１） 操作性の確保 - - -

ⅰ） 操作の確実性 × - -

ⅱ） 系統の切替性 × - -

ⅲ） 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 × - -

ⅳ） 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 ○ 33条 補2-30-別2-11

２） 試験・検査性 × - -

(ホ) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 × - -

(ヘ) 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針 × - -

１） 可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 × - -

２） 不燃性又は難燃性材料の使用 × - -

３） 落雷 地震等の自然現象による火災の発生防止 × - -

４） 早期の火災感知及び消火 △ 29条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

５） 火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮 × - -

(ｃ) 臨界事故の拡大を防止するための設備 × - -

(ｄ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 × - -

(ｅ) 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 × - -

(ｆ) 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 × - -

(ｇ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 × - -

(ｈ) 放射性物質の漏えいに対処するための設備 × - -

(ｉ) 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 × - -

(ｊ) 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 × - -

(ｋ) 電源設備 × - -

(ｌ) 計装設備 × - -

(ⅲ) その他 × - -

ハ． 使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設の構造及び設備 - - -

(１) 構造 × - -

(ⅰ) 設計基準対象の施設 × - -

(ａ) 使用済燃料の受入れ施設 × - -

(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 × - -

(ⅱ) 重大事故等対処設備 - - -

(ａ) 代替注水設備 × - -

(ｂ) スプレイ設備 × - -

(ｃ) 漏えい抑制設備 × - -

(ｄ) 臨界防止設備 × - -

(ｅ) 監視設備 × - -

(２) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ⅰ) 設計基準対象の施設 - - -

(ａ) 使用済燃料受入れ設備 × - -

(ｂ) 使用済燃料貯蔵設備 × - -

(ⅱ) 重大事故等対処設備 - - -

(ａ) 代替注水設備 × - -

(ｂ) スプレイ設備 × - -

(ｃ) 漏えい抑制設備 × - -

(ｄ) 臨界防止設備 × - -

(ｅ) 監視設備 × - -

(３)
受け入れ，又は貯蔵する使用済燃料の種類並びにその種類ごとの最
大受入能力及び最大貯蔵能力

- - -

(ⅰ) 受け入れ 又は貯蔵する使用済燃料の種類 × - -

(ａ) 濃縮度 × - -

(ｂ) 再処理施設に受け入れるまでの冷却期間：４年以上 × - -

(ｃ) 使用済燃料集合体最高燃焼度 ：55,000ＭＷｄ／ｔ･ＵＰｒ × - -

(ｄ) 使用済燃料集合体の照射前の構造 × - -

(ⅱ) 最大受入能力及び最大貯蔵能力 - - -

(ａ) 最大受入能力 × - -

(ｂ) 最大貯蔵能力 × - -

(４) 主要な核的制限値 - - -

(ⅰ) 単一ユニット - - -

(ａ) 燃料取出し装置及び燃料取扱装置 × - -

(ⅱ) 複数ユニット - - -

(ａ) 燃料取出し装置及び燃料取扱装置 × - -

(ｂ) 燃料仮置きラックのラック格子中心間最小距離 × - -

(ｃ) 燃料貯蔵ラックのラック格子中心間最小距離 × - -

(ｄ) バスケットの格子中心間最小距離 × - -

ニ． 再処理設備本体の構造及び設備 - - -

(１) せん断処理施設 - - -

(ⅰ) 構造 × - -

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 燃料供給設備 × - -

(ｂ) せん断処理設備 × - -

(ⅲ)
せん断処理する使用済燃料の種類及びその種類ごとの最大処理能
力

- - -

(ａ) せん断処理する使用済燃料の種類 × - -
(ｂ) 最大処理能力 - - -

(イ) ＢＷＲ使用済燃料集合体処理時 × - -
(ロ) ＰＷＲ使用済燃料集合体処理時 × - -

(ⅳ) 主要な核的制限値 - - -
(ａ) 単一ユニット × - -
(ｂ) 複数ユニット × - -

(２) 溶解施設 - - -
(ⅰ) 構造 - - -

(ａ) 設計基準対象の施設 × - -
(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

(イ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 △ 34条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する
項目，大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載がある
が 有毒ガスの発生防止にのみ関係する項目

-

(ロ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 △ 34条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する
項目，大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載がある
が 有毒ガスの発生防止にのみ関係する項目

-

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 設計基準対象の施設 - - -

(イ) 溶解設備 × - -

(ロ) 清澄・計量設備 × - -

(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

(イ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 本文

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

(ロ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 × - -

(ⅲ) 溶解する使用済燃料の種類及びその種類ごとの最大溶解能力 - - -

(ａ) 溶解する使用済燃料の種類 × - -

(ｂ) 最大溶解能力 - - -

(イ) ＢＷＲ使用済燃料集合体処理時 × - -

(ロ) ＰＷＲ使用済燃料集合体処理時 × - -

(ⅳ) 主要な核的，熱的及び化学的制限値 - - -

(ａ) 主要な核的制限値 - - -

(イ) 単一ユニット × - -

(ロ) 複数ユニット × - -

(ｂ) 主要な熱的制限値 × - -

(ｃ) 主要な化学的制限値 × - -

(３) 分離施設 - - -

(ⅰ) 構造 × - -

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 分離設備 × - -

(ｂ) 分配設備 × - -

(ｃ) 分離建屋一時貯留処理設備 × - -

(ⅲ)
分離する核燃料物質その他の有用物質の種類及びその種類ごとの
最大分離能力

- - -

(ａ) 分離する核燃料物質その他の有用物質の種類 - - -

(イ) ウラン × - -

(ロ) プルトニウム × - -

(ｂ) 最大分離能力 - - -

(イ) ウラン × - -

(ロ) プルトニウム × - -

(ⅳ) 主要な核的及び化学的制限値 - - -

(ａ) 主要な核的制限値 - - -

(イ) 単一ユニット × - -

(ロ) 複数ユニット × - -

(ｂ) 主要な化学的制限値 × - -

(４) 精製施設 - - -

(ⅰ) 構造 - - -

(ａ) 設計基準対象の施設 × - -

(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

(イ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 △ 34条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ロ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 △ 37条 大気の汚染事象に係る記載があるが 設備にのみ関係する項目 -

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 設計基準対象の施設 - - -

(イ) ウラン精製設備 × - -

(ロ) プルトニウム精製設備 × - -

(ハ) 精製建屋一時貯留処理設備 × - -

(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

(イ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 × - -

(ロ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 × - -

(ⅲ) 
精製する核燃料物質その他の有用物質の種類及びその種類ごとの
最大精製能力

- - -

(ａ) 精製する核燃料物質その他の有用物質の種類 - - -

(イ) ウラン × - -

(ロ) プルトニウム × - -

(ｂ) 最大精製能力 - - -

(イ) ウラン × - -

(ロ) プルトニウム × - -

(ⅳ) 主要な核的 熱的及び化学的制限値 - - -

(ａ) 主要な核的制限値 - - -

(イ) 単一ユニット × - -

(ロ) 複数ユニット × - -

(ｂ) 主要な熱的制限値 × - -

(ｃ) 主要な化学的制限値 × - -

(５) 脱硝施設 - - -

(ⅰ) 構造 × - -

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) ウラン脱硝設備 × - -

(ｂ) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 × - -

(ⅲ) 
脱硝する核燃料物質その他の有用物質の種類及びその種類ごとの
最大脱硝能力

- - -

(ａ) 脱硝する核燃料物質その他の有用物質の種類 × - -

(イ) ウラン（ウラン－235濃縮度1 6ｗｔ％以下） × - -

(ロ) ウランとプルトニウムの混合物（ウランとプルトニウムの重量混 × - -

(ｂ) 最大脱硝能力 - - -

(イ) ウラン × - -

(ロ)
ウランとプルトニウムの混合物（ウランとプルトニウムの重量混合比は
１対１）

× - -

(ⅳ) 主要な核的 熱的及び化学的制限値 - - -
(ａ) 主要な核的制限値 - - -

(イ) 単一ユニット × - -
(ロ) 複数ユニット × - -

(ｂ) 主要な熱的制限値 × - -
(ｃ) 主要な化学的制限値 × - -

(６) 酸及び溶媒の回収施設 - - -
(ⅰ) 構造 × - -
(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 酸回収設備 × - -
(ｂ) 溶媒回収設備 × - -

(ⅲ) 回収する酸及び溶媒の種類及びその種類ごとの最大回収能力 - - -
(ａ) 回収する酸及び溶媒の種類 × - -
(ｂ) 最大回収能力 × - -

(ⅳ) 主要な熱的及び化学的制限値 - - -
(ａ) 主要な熱的制限値 × - -
(ｂ) 主要な化学的制限値 × - -

ホ 製品貯蔵施設の構造及び設備 - - -
(１) 構造 × - -
(２) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ⅰ) ウラン酸化物貯蔵設備 × - -
(ⅱ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 × - -

(３) 貯蔵する製品の種類及びその種類ごとの最大貯蔵能力 - - -
(ⅰ) 貯蔵する製品の種類 × - -
(ⅱ) 最大貯蔵能力 - - -

(ａ) ウラン × - -

(ｂ)
ウランとプルトニウムの混合物（ウランとプルトニウムの重量混合比は
１対１）

× - -

(４) 主要な核的制限値 - - -

(ⅰ) 単一ユニット × - -

(ⅱ) 複数ユニット × - -

ヘ． 計測制御系統施設の設備 - - -

(１) 核計装設備の種類 × - -

(２) 主要な安全保護回路の種類 - - -

(ⅰ) 設計基準対象の施設 × - -

(ⅱ) 重大事故等対処設備 - - -

(ａ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 △ 34条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ｂ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 △ 34条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ｃ) 重大事故時供給停止回路 △ 37条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(３) 主要な工程計装設備の種類 - - -

(ⅰ) 設計基準対象の施設 × - -

(ⅱ) 重大事故等対処設備 - - -

(ａ) 計装設備 △ 43条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(４) その他の主要な事項 - - -

(ⅰ) 制御室等 ○
20条
44条

補2-7-別2-5
補2-13-添2-5

(ａ) 計測制御装置 △ 20条 44条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 本文

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

(ｂ) 制御室換気設備 ○
20条
44条

補2-7-別2-19
補2-13-添2-8

(ｃ) 制御室照明設備 △ 20条 44条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ｄ) 制御室遮蔽設備 × - -

(ｅ) 制御室環境測定設備 ○ 44条 補2-13-添2-14

(ｆ) 制御室放射線計測設備 △ 20条 44条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

ト． 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 - - -

(１) 気体廃棄物の廃棄施設 - - -

(ⅰ) 構造 - - -

(ａ) 設計基準対象の施設 × - -

(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

(イ) 代替換気設備 △ 35条,36条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ロ) 廃ガス貯留設備 △ 34条,37条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 設計基準対象の施設 - - -

(イ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備 × - -

(ロ) 塔槽類廃ガス処理設備 × - -

１） 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -

２） 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -

３） 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -

４） ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -

５） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -

６） 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -

７） 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -

８） 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -

９）
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備

× - -

10） ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -

11） 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -

(ハ) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 × - -

(ニ) 換気設備 × - -

１） 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 × - -

２） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 × - -

３） 前処理建屋換気設備 × - -

４） 分離建屋換気設備 × - -

５） 精製建屋換気設備 × - -

６） ウラン脱硝建屋換気設備 × - -

７） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 × - -

８） ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 × - -

９） 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 × - -

10） 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 × - -

11） 低レベル廃液処理建屋換気設備 × - -

12） 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 × - -

13） ハル・エンド ピース貯蔵建屋換気設備 × - -

14） チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備 × - -

15） 分析建屋換気設備 × - -

16） 北換気筒 × - -

17） 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 × - -

(ホ) 主排気筒 × - -

(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

(イ) 代替換気設備 × - -

(ロ) 廃ガス貯留設備 × - -

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 - - -

(ａ) 主排気筒 × - -

(ｂ) 北換気筒 × - -

(ｃ) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 × - -

(ⅳ) 廃棄槽の最大保管廃棄能力 × - -

(ⅴ) 排気口の位置 × - -

(ａ) 主排気筒 × - -

(ｂ)
北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体
貯蔵建屋換気筒）

× - -

(ｃ) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 × - -

(２) 液体廃棄物の廃棄施設 - - -

(ⅰ) 構造 × - -

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 高レベル廃液処理設備 × - -

(ｂ) 低レベル廃液処理設備 × - -

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 × - -

(ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 × - -

(ⅴ) 海洋放出口の位置 × - -

(３) 固体廃棄物の廃棄施設 - - -

(ⅰ) 構造 × - -

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 高レベル廃液ガラス固化設備 × - -

(ｂ) ガラス固化体貯蔵設備 × - -

(ｃ) 低レベル固体廃棄物処理設備 × - -

(ｄ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 × - -

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 × - -

(ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 - - -

(ａ) ガラス固化体貯蔵設備 × - -

(ｂ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 × - -

チ 放射線管理施設の設備 × - -

(１) 屋内管理用の主要な設備の種類 - - -

(ⅰ) 出入管理関係設備 × - -

(ⅱ) 試料分析関係設備 × - -

(ⅲ) 放射線監視設備 × - -

(ⅳ) 個人管理用設備 × - -

(２) 屋外管理用の主要な設備の種類 - - -

(ⅰ) 試料分析関係設備 △ 45条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ⅱ) 放射線監視設備 △ 45条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ⅲ) 環境管理設備 △ 45条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ⅳ) 環境モニタリング用代替電源設備 △ 45条 大気の汚染事象に係る記載があるが 設備にのみ関係する項目 -
リ その他再処理設備の附属施設の構造及び設備 - - -

(１) 動力装置及び非常用動力装置の構造及び設備 - - -
(ⅰ) 電気設備 - - -

(ａ) 構造 - - -
(イ) 設計基準対象の施設 × - -
(ロ) 重大事故等対処設備 × - -

１）
全交流動力電源喪失を要因として発生する重大事故等に対処するた
めの電力を確保するための設備

△ 42条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

２）
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備

△ 42条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ｂ) 主要な設備 - - -

(イ) 設計基準対象の施設 - - -

１） 受電開閉設備（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） × - -

２） 受電変圧器（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） × - -

３） 第１非常用ディーゼル発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） × - -

４） 第２非常用ディーゼル発電機 × - -

５） 重油タンク（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） × - -

６） 燃料油貯蔵タンク × - -

７） 第１非常用蓄電池 × - -

８） 第２非常用蓄電池 × - -

(ロ) 重大事故等対処設備 - - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 本文

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

１） 代替電源設備 × - -

２） 代替所内電気設備 × - -

３） 受電開閉設備 × - -

４） 所内高圧系統 × - -

５） 所内低圧系統 × - -

６） 直流電源設備 × - -

７） 計測制御用交流電源設備 × - -

(ⅱ) 圧縮空気設備 - - -

(ａ) 構造 - - -

(イ) 設計基準対象の施設 × - -

(ロ) 重大事故等対処設備 - - -

１） 代替安全圧縮空気系 △ 36条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

２） 臨界事故時水素掃気系 △ 34条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ｂ) 主要な設備 - - -

(イ) 設計基準対象の施設 × - -

(ロ) 重大事故等対処設備 - - -

１） 代替安全圧縮空気系 - - -

ⅰ） 水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備 × - -

ⅱ） 水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備 × - -

２） 臨界事故時水素掃気系 - - -

ⅰ） 臨界事故時水素掃気系 × - -

ⅱ） 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -

(２) 給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設備 - - -

(ⅰ) 給水施設 - - -

(ａ) 構造 - - -

(イ) 設計基準対象の施設 × - -

(ロ) 重大事故等対処設備 - - -

１） 水供給設備 △ 41条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

２） 代替安全冷却水系 △ 41条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ｂ) 主要な設備 - - -

(イ) 設計基準対象の施設 - - -

１） 給水処理設備 - - -

ⅰ） 純水装置 × - -

２） 冷却水設備 - - -

ⅰ） 安全冷却水系 × - -

(ロ) 重大事故等対処設備 - - -

１） 水供給設備 × - -

２） 代替安全冷却水系 × - -

(ⅱ) 蒸気供給施設（蒸気供給設備） - - -

(ａ) 構造 × - -

(ｂ) 主要な設備 - - -

１） 安全蒸気ボイラ × - -

(３) 主要な試験施設の構造及び設備 × - -

(４) その他の主要な事項 × - -

(ⅰ) 分析設備 × - -

(ⅱ) 化学薬品貯蔵供給設備 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
12条 補11-4-30

(ⅲ) 火災防護設備 ○
5条
29条

補2-8-添2-5
補3-2-添2-4

(ⅳ) 竜巻防護対策設備 × - -

(ａ) 構造 △ 9条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ｂ) 主要な設備の種類 × - -

(ⅴ) 溢水防護設備 × - -

(ⅵ) 化学薬品防護設備 ○ 12条 補11-4-15

(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備 × - -

(ａ) 重大事故等対処設備の補機駆動用燃料補給設備 - - -

(イ) 補機駆動用燃料補給設備 △ 42条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ⅷ) 放出抑制設備 - - -

(ａ) 放水設備 × - -

(ｂ) 注水設備 × - -

(ｃ) 抑制設備 △ 40条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ⅸ) 緊急時対策所 ○
26条
46条

補2-4-別2-2
補2-10-添2-6

(ａ) 緊急時対策建屋の遮蔽設備 × - -

(ｂ) 緊急時対策建屋換気設備 ○ 46条 補2-10-添2-8

(ｃ) 緊急時対策建屋環境測定設備 ○ 46条 補2-10-添2-14

(ｄ) 緊急時対策建屋放射線計測設備 △ 46条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ｅ) 緊急時対策建屋情報把握設備 △ 46条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ｆ) 通信連絡設備 ○ 46条 補2-10-添2-17

(ｇ) 緊急時対策建屋電源設備 △ 46条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

(ⅹ) 通信連絡設備 ○
27条
47条

補2-16-別2-4
補2-14-別2-4

(ａ) 所内通信連絡設備 ○
27条
47条

補2-16-別2-6
補2-14-別2-7

(ｂ) 所内データ伝送設備 × - -

(ｃ) 所外通信連絡設備 ○
27条
47条

補2-16-別2-8
補2-14-別2-10

(ｄ) 所外データ伝送設備 × - -
(ｅ) 代替通信連絡設備 ○ 47条 補2-14-別2-14

Ｂ． 再処理の方法 - - -
イ 再処理の方法の概要 - - -

(１) 再処理の方法 × - -
(２) 再処理の概要 - - -

(ⅰ) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵 × - -
(ⅱ) せん断処理 × - -
(ⅲ) 溶解 × - -
(ⅳ) 分離 - - -

(ａ) 分離 × - -
(ｂ) 分配 × - -
(ｃ) 分離建屋一時貯留処理 × - -

(ⅴ) 精製 - - -
(ａ) ウラン精製 × - -
(ｂ) プルトニウム精製 × - -
(ｃ) 精製建屋一時貯留処理 × - -

(ⅵ) 脱硝 - - -
(ａ) ウラン脱硝 × - -
(ｂ) ウラン・プルトニウム混合脱硝 × - -

(ⅶ) 酸及び溶媒の回収 - - -
(ａ) 酸回収 × - -
(ｂ) 溶媒回収 × - -

(ⅷ) 製品貯蔵 - - -
(ａ) ウラン酸化物貯蔵 × - -
(ｂ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵 × - -

(ⅸ) 放射性廃棄物の廃棄 - - -

(ａ) 気体廃棄物の廃棄 △ 21条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有
毒ガスの発生防止にのみ関係する項目

-

(ｂ) 液体廃棄物の廃棄 × - -
(ｃ) 固体廃棄物の廃棄 × - -

(３) そ の 他 × - -
(ⅰ) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵 × - -
(ⅱ) 放射性廃棄物の廃棄 - - -

(ａ) 気体廃棄物の廃棄 × - -
(ｂ) 液体廃棄物の廃棄 × - -
(ｃ) 固体廃棄物の廃棄 × - -

(ⅲ) 計測制御等 × - -
ロ 再処理工程図 × - -
ハ 再処理工程における核燃料物質収支図 × - -

五、 再処理施設の工事計画 × - -
六、 使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法 × - -
七、 再処理施設における放射線の管理に関する事項 - - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 本文

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

イ．
核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ば
くの管理の方法

- - -

(１) 放射線防護に関する基本方針・具体的方法 × - -
(２) 管理区域及び周辺監視区域の設定 - - -

(ⅰ) 管理区域 × - -
(ⅱ) 周辺監視区域 × - -

(３) 管理区域の管理 × - -
(４) 周辺監視区域の管理 × - -
(５) 個人被ばく管理 × - -
(６) 放射性廃棄物の放出管理 × - -
(７) 周辺監視区域境界付近及び周辺地域の放射線監視 × - -

(ⅰ) 空間線量等の監視 × - -
(ⅱ) 環境試料の放射能監視 × - -
(ⅲ) 異常時における測定 × - -

ロ 放射性廃棄物の廃棄に関する事項 - - -
(１) 放射性廃棄物の廃棄に関する基本的考え方 × - -
(２) 放射性気体廃棄物 - - -

(ⅰ) 放射性気体廃棄物の発生源 × - -
(ⅱ) 放射性気体廃棄物の放出管理目標値 × - -

(３) 放射性液体廃棄物 - - -
(ⅰ) 放射性液体廃棄物の発生源 × - -
(ⅱ) 放射性液体廃棄物の放出管理目標値 × - -

(４) 放射性固体廃棄物 - - -
(ⅰ) 放射性固体廃棄物の種類 × - -
(ⅱ) 放射性固体廃棄物の保管廃棄 × - -

ハ 周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果 - - -
(１) 評価の基本方針・基本的考え方 × - -
(２) 実効線量の評価条件 - - -

(ⅰ) 気体廃棄物中の放射性物質による実効線量 - - -
(ａ) 年間放出量 × - -
(ｂ) 気象条件 × - -
(ｃ) 計算地点 × - -

(ⅱ) 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量 - - -
(ａ) 年間放出量 × - -
(ｂ) 海水中における放射性物質の濃度 × - -
(ｃ) 評価地点 × - -

(ⅲ) 施設からの放射線による実効線量 - - -
(ａ) 線 源 × - -
(ｂ) 計算地点 × - -

(３) 実効線量の評価結果 × - -

八、
再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故
が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び
体制の整備に関する事項

- - -

イ．
運転時の異常な過渡変化 事故に対処するために必要な施設並びに
発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定
した条件及びその評価の結果

- - -

(１) 基本方針 - - -
(ⅰ) 事故等の評価 - - -

(ａ) 評価方針 × - -
(ｂ) 事故等の選定 × - -

(ⅱ) 運転時の異常な過渡変化の評価事象 × - -
(ⅲ) 判断基準 × - -

(２) 運転時の異常な過渡変化の評価 - - -
(ⅰ) プルトニウム精製設備の逆抽出塔での有機溶媒の温度異常上昇 - - -

(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅱ) 高レベル廃液濃縮缶における加熱蒸気の温度異常上昇 - - -
(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅲ)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉での還元ガス中の水素濃
度異常上昇

- - -

(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅳ) 分配設備のプルトニウム洗浄器におけるプルトニウム濃度異常上昇 - - -
(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅴ)
高レベル廃液濃縮缶凝縮器での冷却能力の低下による廃ガス中蒸気
量の増大

- - -

(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅵ) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉の温度異常上昇 - - -
(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅶ) 外部電源喪失 - - -
(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

ロ．
設計基準事故 事故に対処するために必要な施設並びに発生すると
想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及
びその評価の結果

- - -

(１) 基本方針 - - -
(ⅰ) 事故等の評価 × - -
(ⅱ) 設計基準事故の評価事象 × - -
(ⅲ) 判断基準 × - -

(２) 設計基準事故の評価 - - -
(ⅰ) プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災 - - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(イ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ハ) 放射性物質の排気機能 × - -
(ニ) 安全機能確保のための支援機能 × - -

(ｂ) 評価条件 - - -
(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
(ⅱ) プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 × - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(イ) 放射性物質の保持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ハ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ニ) 放射性物質の排気機能 × - -
(ホ) 安全機能確保のための支援機能 × - -

(ｂ) 評価条件 × - -
(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
(ⅲ) 溶解槽における臨界 × - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(イ) 放射性物質の保持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ハ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ニ) 放射性物質の排気機能 × - -
(ホ) ソースターム制限機能 × - -
(ヘ) 安全機能確保のための支援機能 × - -

(ｂ) 評価条件 × - -
(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
(ⅳ) 高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい - - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(イ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ハ) 放射性物質の排気機能 × - -
(ニ) ソースターム制限機能 × - -
(ホ) 安全機能確保のための支援機能 × - -

(ｂ) 評価条件 - - -
(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
(ⅴ) 高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏えい - - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(イ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ハ) 放射性物質の排気機能 × - -
(ニ) ソースターム制限機能 × - -
(ホ) 安全機能確保のための支援機能 × - -

(ｂ) 評価条件 × - -
(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 本文

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

(ⅵ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済燃料集合体落下 × - -
(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -

(イ) プール水の保持機能 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -

(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
(ⅶ) 短時間の全交流動力電源の喪失 × - -

(イ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ハ) 放射性物質の排気機能 × - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -

(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -

ハ．

重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設
計基準事故を除く。）又は重大事故に対処するために必要な施設及び
体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行う
ために設定した条件及びその評価の結果

- - -

(１) 基本方針 × - -

(２)
重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必
要な技術的能力

○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-1

(ⅰ) 重大事故等対策 - - -

(ａ) 重大事故等対処設備に係る事項 - - -
(イ) 切替えの容易性 × - -
(ロ) アクセスルートの確保 ○ 技術的能力1 0 補1 0-11-別2-6

１） 屋外のアクセスルート ○ 技術的能力1 0 補1 0-11-別2-7
２） 屋内のアクセスルート ○ 技術的能力1 0 補1 0-11-別2-8

(ｂ) 復旧作業に係る事項 - - -
(イ) 予備品等の確保 × - -
(ロ) 保管場所の確保 × - -

(ハ) 復旧作業に係るアクセスルートの確保 △ 技術的能力1.0
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載
がある項目（引用元：「(2)(ⅰ)(a)(ロ) アクセスルートの確保」）

-

(ｃ) 支援に係る事項 - - -
(イ) 概要 ○ 技術的能力1 0 補1 0-11-別2-11

(ｄ) 手順書の整備 訓練の実施及び体制の整備 ○ 技術的能力1 0 補1 0-11-別2-13
(イ) 手順書の整備 ○ 技術的能力1 0 補1 0-11-別2-18
(ロ) 教育及び訓練の実施 ○ 技術的能力1 0 補1 0-11-別2-21
(ハ) 体制の整備 ○ 技術的能力1 0 補1 0-11-別2-23

(ⅱ)
大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムへの対応における事項

○ 技術的能力2. 補2.-8-別2-1

(ａ) 大規模損壊発生時に係る手順書の整備 ○ 技術的能力2 補2 -8-別2-4
(イ) 大規模な自然災害への対応における考慮 × - -

(ロ)
故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における
考慮

× - -

(ハ) 大規模損壊発生時の対応手順 × - -
１） 再処理施設の状態把握 × - -

ⅰ）
制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視機能が
維持され かつ 現場確認が可能な場合

× - -

ⅱ）
制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視機能の
一部又はすべてが機能喪失しているが 現場確認が可能な場合

× - -

ⅲ）
大規模損壊によって制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時
対策所の監視機能の一部又はすべてが機能喪失しており，現場確認
が不可能な場合

× - -

２） 実施すべき対策の判断 × - -
ⅰ） 大規模な火災が発生した場合における消火活動 × - -

ⅱ）
燃料貯蔵プール等の水位を確保するための対策及び使用済燃料の
著しい損傷を緩和するための対策

× - -

ⅲ） 放射性物質及び放射線の放出を低減するための対策 × - -
ⅳ） その他の対策 × - -

(ニ) 大規模損壊への対応を行うために必要な手順 × - -
１） ３つの活動を行うための手順 × - -

ⅰ） 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順等 × - -

ⅱ）
燃料貯蔵プール等の水位を確保するための対策及び使用済燃料の
著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等

× - -

ⅲ） 放射性物質及び放射線の放出を低減するための対策に関する手順 × - -
ａ） 臨界事故の拡大を防止するための手順等 × - -
ｂ） 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 × - -
ｃ） 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 × - -
ｄ） 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 × - -
ｅ） 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 × - -
ｆ） 放出事象への対処に必要となる水の供給手順等 × - -
ｇ） 電源の確保に関する手順等 × - -
ｈ） 可搬型設備等による対応手順等 × - -

(ｂ) 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 △ 技術的能力2.
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載
がある項目（引用元：「(2)(ⅰ)(d) 手順書の整備，訓練の実施
及び体制の整備」）

-

(イ) 大規模損壊発生時の体制 △ 技術的能力2.
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載
がある項目（引用元：「(2)(ⅰ)(d) 手順書の整備，訓練の実施
及び体制の整備」）

-

(ロ) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練 × - -

(ハ)
大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令系統の
確立の基本的な考え方

× - -

(ニ) 大規模損壊発生時の活動拠点 ○ 技術的能力2 補2 -8-別2-7

(ホ) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 △ 技術的能力2.
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載
がある項目（引用元：「(2)(ⅰ)(d) 手順書の整備，訓練の実施
及び体制の整備」）

-

(ｃ) 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 ○ 技術的能力2 補2 -8-別2-9

(イ)
大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムへの対応に必要な設備の配備及び当該設備の防護の基本的な
考え方

× - -

(ロ) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 ○ 技術的能力2 補2 -8-別2-9
(３) 有効性評価 - - -

(ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 ○ 28条 補3-31-添2-4

(ａ)
重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を
仮定する機器の特定

- - -

(イ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方 ○ 28条 補3-31-添2-5
(ロ) 個々の重大事故の発生の仮定 × - -
(ハ) 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 - - -

１） 臨界事故 × - -
ⅰ） 外的事象発生時 - - -

ａ） 地震 ○ 28条 補3-31-添2-17
ｂ） 火山の影響 ○ 28条 補3-31-添2-17

ⅱ） 内的事象発生時 - - -
ａ） 配管の全周破断 × - -
ｂ） 動的機器の多重故障 × - -
ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × - -

２） 冷却機能の喪失による蒸発乾固 × - -
ⅰ） 外的事象発生時 - - -

ａ） 地震 ○ 28条 補3-31-添2-18
ｂ） 火山の影響 ○ 28条 補3-31-添2-18

ⅱ） 内的事象発生時 - - -
ａ） 配管の全周破断 × - -
ｂ） 動的機器の多重故障 × - -
ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × - -

３） 放射線分解により発生する水素による爆発 × - -
ⅰ） 外的事象発生時 - - -

ａ） 地震 ○ 28条 補3-31-添2-20
ｂ） 火山の影響 ○ 28条 補3-31-添2-20

ⅱ） 内的事象発生時 - - -
ａ） 配管の全周破断 × - -
ｂ） 動的機器の多重故障 × - -
ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × - -

４） 有機溶媒等による火災又は爆発 × - -
ⅰ） 外的事象発生時 - - -

ａ） 地震 ○ 28条 補3-31-添2-22
ｂ） 火山の影響 ○ 28条 補3-31-添2-22

ⅱ） 内的事象発生時 - - -
ａ） 配管の全周破断 × - -
ｂ） 動的機器の多重故障 × - -
ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × - -

５） 使用済燃料の著しい損傷 - - -
ⅰ） 想定事故１ - - -

ａ） 外的事象発生時 - - -
イ） 地震 ○ 28条 補3-31-添2-24
ロ） 火山の影響 ○ 28条 補3-31-添2-24

ｂ） 内的事象発生時 - - -
イ） 配管の全周破断 × - -
ロ） 動的機器の多重故障 × - -
ハ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × - -

ⅱ） 想定事故２ - - -
ａ） 外的事象発生時 - - -

イ） 地震 ○ 28条 補3-31-添2-26
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2
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ロ） 火山の影響 ○ 28条 補3-31-添2-26
ｂ） 内的事象発生時 - - -

イ） 配管の全周破断 × - -
ロ） 動的機器の多重故障 × - -
ハ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × - -

６） 放射性物質の漏えい ○ 28条 補3-31-添2-27
７） 同時発生又は連鎖を仮定する重大事故 × - -

ⅰ） 外的事象発生時 - - -
ａ） 地震 ○ 28条 補3-31-添2-29
ｂ） 火山の影響 ○ 28条 補3-31-添2-29

ⅱ） 内的事象発生時 - - -
ａ） 動的機器の多重故障 × - -
ｂ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × - -

(ｂ) 概要 × - -
(ｃ) 評価対象の整理及び評価項目の設定 × - -
(ｄ) 評価に当たって考慮する事項 × - -
(ｅ) 有効性評価に使用する計算プログラム × - -
(ｆ) 有効性評価における評価の条件設定 × - -
(ｇ) 評価の実施 × - -
(ｈ) 解析コード及び評価条件の不確かさの影響評価 × - -
(ｉ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
(ｊ) 必要な要員及び資源の評価 - - -

(ⅱ) 重大事故等に対する対策の有効性評価 - - -
(ａ) 臨界事故への対処 - - -

(イ) 事故の特徴 × - -
(ロ) 対処の基本方針 × - -
(ハ) 具体的対策 × - -
(ニ) 有効性評価 - - -

１) 代表事例 × - -
２) 代表事例の選定理由 × - -
３) 有効性評価の考え方 × - -
４) 機能喪失の条件 × - -
５) 事故の条件及び機器の条件 × - -
６) 操作の条件 × - -
７) 放出量評価に関連する事故 機器及び操作の条件の具体的な展開 × - -
８) 判断基準 × - -

(ホ) 有効性評価の結果 × - -
１) 拡大防止対策 × - -
２) 不確かさの影響評価 × - -

ⅰ) 解析コードの不確かさの影響 × - -
ⅱ) 事象 事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 × - -
ⅲ) 操作の条件の不確かさの影響 × - -

(ヘ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
１) 重大事故等の事象進展 事故規模の分析 × - -
２) 重大事故等の同時発生 × - -
３) 重大事故等の連鎖 × - -

ⅰ) 蒸発乾固への連鎖 × - -
ⅱ) 放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 × - -

ⅲ)
有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）
への連鎖

× - -

ⅳ) 有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火災）への連鎖 × - -
ⅴ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 × - -
ⅵ) 放射性物質の漏えいへの連鎖 × - -

(ト) 必要な要員及び資源 - - -
１) 要員 × - -
２) 資源 × - -

ⅰ) 可溶性中性子吸収材 × - -
ⅱ) 圧縮空気 × - -
ⅲ) 電源 × - -
ⅳ) 冷却水 × - -

(ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処 - - -
(イ) 事故の特徴 × - -
(ロ) 対処の基本方針 × - -
(ハ) 具体的対策 - - -

１) 発生防止対策 × - -
２) 拡大防止対策 × - -

(ニ) 有効性評価 - - -

１) 代表事例 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

２) 代表事例の選定理由 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

３) 有効性評価の考え方 × - -
４) 機能喪失の条件 × - -
５) 事故の条件及び機器の条件 × - -
６) 操作の条件 × - -
７) 放出量評価に関連する事故 機器及び操作の条件の具体的な展開 × - -
８) 判断基準 × - -

(ホ) 有効性評価の結果 × - -
１) 発生防止対策 × - -
２) 拡大防止対策 × - -
３) 不確かさの影響評価 × - -

ⅰ) 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

ⅱ) 操作の条件の不確かさの影響 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

(へ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 - - -
１) 重大事故等の事象進展 事故規模の分析 × - -
２) 重大事故等の同時発生 × - -
３) 重大事故等の連鎖 - - -

ⅰ) 臨界事故への連鎖 × - -
ⅱ) 放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 × - -

ⅲ)
有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）
への連鎖

× - -

ⅳ) 有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火災）への連鎖 × - -
ⅴ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 × - -
ⅵ） 放射性物質の漏えいへの連鎖 × - -

(ト) 必要な要員及び資源 × - -

１) 要員 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

２) 資源 - - -
ⅰ) 水源 × - -
ⅱ) 電源 × - -
ⅲ) 燃料 × - -

(ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発への対処 - - -
(イ) 事故の特徴 × - -
(ロ) 対処の基本方針 × - -
(ハ) 具体的対策 - - -

１） 発生防止対策 × - -
２） 拡大防止対策 × - -

(ニ) 有効性評価 - - -

１） 代表事例 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

２） 代表事例の選定理由 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

３） 有効性評価の考え方 × - -
４） 機能喪失の条件 × - -
５） 事故の条件及び機器の条件 × - -
６） 操作の条件 × - -
７） 放出量評価に関連する事故 機器及び操作の条件の具体的な展開 × - -
８） 判断基準 × - -

(ホ) 有効性評価の結果 - - -
１） 発生防止対策 × - -
２） 拡大防止対策 × - -
３） 不確かさの影響評価 - - -

ⅰ） 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

ⅱ） 操作の条件の不確かさの影響 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

(ヘ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 - - -
１） 重大事故等の事象進展 事故規模の分析 × - -
２） 重大事故等の同時発生 × - -
３） 重大事故等の連鎖 - - -

ⅰ) 臨界事故への連鎖 × - -
ⅱ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への連鎖 × - -

ⅲ)
有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）
への連鎖

× - -

ⅳ) 有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火災）への連鎖 × - -
ⅴ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 × - -
ⅵ） 放射性物質の漏えいへの連鎖 × - -

(ト) 必要な要員及び資源 × - -

１） 要員 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

２） 資源 - - -
ⅰ） 電源 × - -
ⅱ） 燃料 × - -
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(ｄ)
有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）
への対処

- - -

(イ) 事象の特徴 × - -
(ロ) 対処の基本方針 × - -
(ハ) 具体的対策 × - -
(ニ) 有効性評価 - - -

１) 代表事例 × - -
２) 代表事例の選定理由 × - -
３) 有効性評価の考え方 × - -
４) 機能喪失の条件 × - -
５) 事故の条件及び機器の条件 × - -
６) 操作の条件 × - -
７) 放出量評価に関連する事故 機器及び操作の条件の具体的な展開 × - -

ⅰ) セル排気系からの放射性物質の放出量評価 × - -
ⅱ) 塔槽類廃ガス処理設備からの放射性物質の放出量評価 × - -

８) 判断基準 × - -
(ホ) 有効性評価の結果 - - -

１) 拡大防止対策 × - -
２) 不確かさの影響評価 - - -

ⅰ) 解析コードの不確かさの影響 × - -
ⅱ) 事象 事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 × - -
ⅲ) 操作の条件の不確かさの影響 × - -

(ヘ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 - - -
１) 重大事故等の事象進展 事故規模の分析 × - -
２) 重大事故等の同時発生 × - -
３) 重大事故等の連鎖 - - -

ⅰ) 臨界事故への連鎖 × - -
ⅱ) 蒸発乾固への連鎖 × - -
ⅲ) 放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 × - -
ⅳ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 × - -
ⅴ) 放射性物質の漏えいへの連鎖 × - -

(ト) 必要な要員及び資源 - - -
１) 要員 × - -
２) 資源 × - -

ⅰ) 電 源 × - -
ⅱ) 圧縮空気 × - -
ⅲ) 冷却水 × - -

(ｅ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処 - - -
(イ) 事故の特徴 × - -
(ロ) 対処の基本方針 × - -
(ハ) 具体的対策 - - -

１） 燃料損傷防止対策 × - -
(ニ) 有効性評価 - - -

１） 代表事例 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

２） 代表事例の選定理由 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

３） 有効性評価の考え方 × - -
４） 機能喪失の条件 × - -
５） 事故の条件及び機器の条件 - - -

ⅰ） 想定事故１の事故の条件及び機器の条件 × - -
ⅱ） 想定事故２の機器の条件 × - -

６） 操作の条件 × - -
７） 判断基準 × - -

(ホ) 有効性評価の結果 - - -
１） 燃料損傷防止対策 - - -

ⅰ） 想定事故１の燃料損傷防止対策 × - -
ⅱ） 想定事故２の燃料損傷防止対策 × - -

２） 不確かさの影響評価 - - -
ⅰ） 事象 事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 - - -

ａ） 想定事故１ △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

ｂ） 想定事故２ △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

ⅱ） 操作の条件の不確かさの影響 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

(へ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 - - -
１） 重大事故等の事象進展 事故規模の分析 × - -
２） 重大事故等の同時発生 × - -
３） 重大事故等の連鎖 × - -

ⅰ) 臨界事故への連鎖 × - -
ⅱ) 蒸発乾固への連鎖 × - -
ⅲ) 放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 × - -
ⅳ) 有機溶媒等による火災又は爆発への連鎖 × - -
ⅴ) 放射性物質の漏えいへの連鎖 × - -

(ト) 必要な要員及び資源 - - -

１） 要員 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

２） 資源 - - -
ⅰ) 水源 × - -
ⅱ) 電源 × - -
ⅲ) 燃料 × - -

(ｆ) 放射性物質の漏えいへの対処 × - -
(ｇ) 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処 - - -

(イ) 同種の重大事故等の同時発生 △ 28条

引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載
がある項目（引用元：「ハ．(3)(ⅱ)(b) 冷却機能の喪失による蒸
発乾固への対処」，「ハ．(3)(ⅱ)(c) 放射線分解により発生する
水素による爆発への対処」，「ハ．(3)(ⅱ)(e) 使用済燃料貯蔵
槽における燃料損傷防止に係る対処」）

-

(ロ) 異種の重大事故等の同時発生 - - -

１） 同時発生を仮定する重大事故等の種類と想定する条件 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

２） 重大事故等が同時発生した場合の重大事故等対策 × - -
３） 有効性評価 × - -

ⅰ） 有効性評価の考え方 - - -
ⅱ） 機能喪失の条件 × - -
ⅲ） 事故の条件及び機器の条件 × - -
ⅳ） 操作の条件 × - -
ⅴ） 放出量評価に関連する事故 機器及び操作の条件の具体的な展開 × - -
ⅵ） 判断基準 × - -

４） 有効性評価の結果 - - -

ⅰ）
「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生防止対策及び拡
大防止対策

× - -

ⅱ） 大気中への放射性物質の放出量 × - -
ⅲ） 不確かさの影響評価 - - -

事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 △ 28条

引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載
がある項目（引用元：「ハ．(3)(ⅱ)(b)(ホ)3)ⅰ) 事象，事故の条
件及び機器の条件の不確かさの影響」，「ハ．(3)(ⅱ)(c)(ホ)3)
ⅰ) 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響」，
「ハ (3)(ⅱ)(e)(ホ)2)ⅰ)b)  想定事故２」）

-

操作の条件の不確かさの影響 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

５） 必要な要員及び資源 △ 28条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載
がある項目（引用元：「ハ．(3)(ⅱ)(h) 必要な要員及び資源の
評価」）

-

(ロ) 重大事故等の連鎖 △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
１） 臨界事故 △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが 設備にのみ関係する項目 -
２） 冷却機能の喪失による蒸発乾固 △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが 設備にのみ関係する項目 -
３） 放射線分解により発生する水素による爆発 △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが 設備にのみ関係する項目 -
４） 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応） △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが 設備にのみ関係する項目 -
５） 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷 △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
６） 分析結果 △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが 設備にのみ関係する項目 -

(ｈ) 必要な要員及び資源の評価 - - -

(イ) 必要な要員及び資源の評価の条件 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

(ロ) 重大事故等の同時発生時に必要な要員の評価 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有
効性評価の条件としてのみ記載している項目

-

(ハ) 重大事故等の同時発生時に必要な水源の評価 × - -
(ニ) 重大事故等の同時発生時に必要な燃料の評価 × - -
(ホ) 重大事故等の同時発生時に必要な電源の評価 × - -

九、
再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整
備に関する事項

× - -

第１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの種類 × - -
第２表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -
第３表(1) 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定する機器 × - -
第３表(2) セル導出設備の設計基準対象の施設と兼用一覧 × - -
第３表(3) 代替セル排気系の設計基準対象の施設と兼用一覧 × - -

第３表(4)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の設計基準対
象の施設と兼用一覧

× - -

第３表(5)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の設計基準対象の施設と兼用
一覧

× - -

第３表(6)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の設計基準
対象の施設と兼用一覧

× - -

第３表(7)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の設計基準対象の施設と兼用
一覧

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 本文

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

第４表(1) 放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定する機器 × - -
第４表(2) 代替安全圧縮空気系の設計基準対象の施設と兼用一覧 × - -
第５表 重大事故等対処における手順の概要（1／15） ○ 技術的能力1 0 補1 0-11-別2-5
第５表 重大事故等対処における手順の概要（2／15） ○ 技術的能力1 1 補1 1-7-別2-1
第５表 重大事故等対処における手順の概要（3／15） ○ 技術的能力1 2 補1 2-6-別2-1
第５表 重大事故等対処における手順の概要（4／15） ○ 技術的能力1 3 補1 3-5-別2-1
第５表 重大事故等対処における手順の概要（5／15） ○ 技術的能力1 4 補1 4-6-別2-1
第５表 重大事故等対処における手順の概要（6／15） ○ 技術的能力1 5 補1 5-9-別2-1
第５表 重大事故等対処における手順の概要（7／15） × - -

第５表 重大事故等対処における手順の概要（8／15） ○ 技術的能力1.7 補1.7-別2-1

第５表 重大事故等対処における手順の概要（9／15） ○ 技術的能力1.8 補1.8-2-別2-1

第５表 重大事故等対処における手順の概要（10／15） ○ 技術的能力1 9 補1 9-8別2-1
第５表 重大事故等対処における手順の概要（11／15） ○ 技術的能力1 10 補1 10-11-別2-1
第５表 重大事故等対処における手順の概要（12／15） ○ 技術的能力1 11 補1 11-12-別2-1
第５表 重大事故等対処における手順の概要（13／15） ○ 技術的能力1 12 補1 12 27-別2-1

第５表 重大事故等対処における手順の概要（14／15） ○ 技術的能力1.13 補1.13-11-別2-1

第５表 重大事故等対処における手順の概要（15／15） ○ 技術的能力1 14 補1 14 9-別2-1

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（1／14） △ 技術的能力1.1
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（2／14） △ 技術的能力1 2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（3／14） △ 技術的能力1.3
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（4／14） △ 技術的能力1.4
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（5／14） △ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（6／14） △ 技術的能力1.6
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（7／14） △ 技術的能力1.7
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（8／14） △ 技術的能力1.8
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（9／14） △ 技術的能力1.9
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（10／14） △ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（11／14） ○ 技術的能力1 11 補1 11-12-別2-8

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（12／14） △ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（13／14） ○ 技術的能力1.13 補1.13-11-別2-11

第６表 重大事故等対策における操作の成立性（14／14） △ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，個
別の重大事故等対処の手順に関わる項目

-

第７表
事故対処するために必要な設備（1／16） 「前処理建屋における臨界
事故の可溶性中性子吸収材の自動供給」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（2／16） 「精製建屋における臨界事
故の可溶性中性子吸収材の自動供給」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（3／16） 「前処理建屋における臨界
事故の放射線分解水素の掃気」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（4／16） 「精製建屋における臨界事
故の放射線分解水素の掃気」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（5／16） 「前処理建屋における臨界
事故の廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（6／16） 「精製建屋における臨界事
故の廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留」

× - -

第７表 事故対処するために必要な設備（7／16） 「内部ループへの通水」 × - -
第７表 事故対処するために必要な設備（8／16） 「貯槽等への注水」 × - -
第７表 事故対処するために必要な設備（9／16） 「冷却コイル等への通水」 × - -

第７表
事故対処するために必要な設備（10／16） 「セルへの導出経路の構
築及び代替セル排気系による対応」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（11／16） 「水素爆発を未然に防止
するための空気の供給」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（12／16） 「水素爆発の再発を防止
するための空気の供給」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（13／16） 「セルへの導出経路の構
築及び代替セル排気系による対応」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（14／16） 「プルトニウム濃縮缶への
供給液の供給停止及びプルトニウム濃縮缶の加熱の停止」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（15／16） 「廃ガス貯留設備による放
射性物質の貯留」

× - -

第７表 事故対処するために必要な設備（16／16） 「燃料損傷防止対策」 × - -
第１図 敷地付近概要図 × - -
第２図 再処理施設一般配置図（その１） × - -
第３図 再処理施設一般配置図（その2) × - -
第４図 再処理施設一般配置図（その3) × - -
第５図 (１) 基準地震動の応答スペクトル（水平方向） × - -
第５図 (２) 基準地震動の応答スペクトル（鉛直方向） × - -
第６図 (１) 基準地震動Ｓｓ－Ａの設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (２) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (３) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (４) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (５) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (６) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (７) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (８) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (９) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (10) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 × - -
第７図 主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所 × - -
第８図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設系統概要図 × - -
第９図 せん断処理施設系統概要図 × - -
第１０図 溶解施設系統概要図 × - -
第１１図 分離設備及び分配設備系統概要図 × - -
第１２図 分離建屋一時貯留処理設備系統概要図 × - -
第１３図 ウラン精製設備系統概要図 × - -
第１４図 プルトニウム精製設備系統概要図 × - -
第１５図 精製建屋一時貯留処理設備系統概要図 × - -
第１６図 ウラン脱硝設備系統概要図 × - -
第１７図 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備系統概要図 × - -
第１８図 酸回収設備系統概要図 × - -
第１９図 溶媒回収設備系統概要図 × - -

第２０図
液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶 加熱蒸気温度高に
よる加熱停止回路系統概要図

× - -

第２１図
溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断
処理施設のせん断機のせん断停止回路系統概要図

× - -

第２２図 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路系統概要図 × - -

第２３図
分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路系統
概要図

× - -

第２４図
精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路
系統概要図

× - -

第２５図
酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高に
よる加熱停止回路系統概要図

× - -

第２６図
脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路
系統概要図

× - -

第２７図
分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路
系統概要図

× - -

第２８図
液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度
高による加熱停止回路系統概要図

× - -

第２９図 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路系統概要図 × - -
第３０図 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路系統概要図 × - -

第３１図
気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ
の閉止回路系統概要図（分離建屋）

× - -

第３２図
気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ
の閉止回路系統概要図（精製建屋）

× - -

第３３図
固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラス
流下停止回路系統概要図

× - -

第３４図
気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダン
パの閉止回路系統概要図

× - -

第３５図 せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第３６図 塔槽類廃ガス処理設備系統概要図（その１） × - -
第３７図 塔槽類廃ガス処理設備系統概要図（その２） × - -
第３８図 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第３９図 換気設備排気系系統概要図（その１） × - -
第４０図 換気設備排気系系統概要図（その２） × - -
第４１図 高レベル廃液濃縮設備系統概要図 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 本文

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

第４２図 高レベル廃液貯蔵設備系統概要図 × - -
第４３図 低レベル廃液処理設備系統概要図 × - -
第４４図 高レベル廃液ガラス固化設備系統概要図 × - -
第４５図 低レベル固体廃棄物処理設備系統概要図 × - -

第４６図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ
基礎 機器配置概要図（地下２階）

× - -

第４７図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第４８図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第４９図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第５０図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第５１図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置概要図（断面） × - -
第５２図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（ 地下３ 階） × - -
第５３図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第５４図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第５５図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第５６図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第５７図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第５８図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（断面） × - -
第５９図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第６０図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第６１図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第６２図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -

第６３図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（地上２階） × - -

第６４図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（断面） × - -
第６５図 前処理建屋機器配置概要図（地下４階） × - -
第６６図 前処理建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第６７図 前処理建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第６８図 前処理建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第６９図 前処理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第７０図 前処理建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第７１図 前処理建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第７２図 前処理建屋機器配置概要図（地上４階） × - -
第７３図 前処理建屋機器配置概要図（地上５階） × - -
第７４図 前処理建屋機器配置概要図（断面） × - -
第７５図 分離建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第７６図 分離建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第７７図 分離建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第７８図 分離建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第７９図 分離建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第８０図 分離建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第８１図 分離建屋機器配置概要図（地上４階） × - -
第８２図 分離建屋機器配置概要図（Ａ－Ａ断面） × - -
第８３図 分離建屋機器配置概要図（Ｂ－Ｂ断面） × - -
第８４図 分離建屋機器配置概要図（Ｃ－Ｃ断面） × - -
第８５図 精製建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第８６図 精製建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第８７図 精製建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第８８図 精製建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第８９図 精製建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第９０図 精製建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第９１図 精製建屋機器配置概要図（地上４階） × - -
第９２図 精製建屋機器配置概要図（地上５階） × - -
第９３図 精製建屋機器配置概要図（地上６階） × - -
第９４図 精製建屋機器配置概要図（Ａ－Ａ断面） × - -
第９５図 精製建屋機器配置概要図（Ｂ－Ｂ断面） × - -
第９６図 精製建屋機器配置概要図（Ｃ－Ｃ断面） × - -
第９７図 精製建屋機器配置概要図（Ｄ－Ｄ断面） × - -
第９８図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第９９図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１００図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１０１図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第１０２図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地上４階） × - -
第１０３図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地上５階） × - -
第１０４図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１０５図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１０６図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１０７図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１０８図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１０９図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１１０図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１１１図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１１２図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１１３図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１１４図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１１５図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下４階） × - -
第１１６図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第１１７図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１１８図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１１９図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１２０図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１２１図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地下４階） × - -
第１２２図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第１２３図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１２４図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１２５図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１２６図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１２７図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（Ａ－Ａ断面） × - -
第１２８図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（Ｂ-Ｂ断面） × - -
第１２９図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（Ｃ-Ｃ断面） × - -
第１３０図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１３１図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１３２図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１３３図 第１ ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概要図（ 断面） × - -
第１３４図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（地下2 階） × - -
第１３５図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１３６図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１３７図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１３８図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第１３９図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１４０図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１４１図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１４２図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１４３図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１４４図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第１４５図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地上４階） × - -
第１４６図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（断面） × - -

第１４７図
チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋機器配置概要図
（地下１階）

× - -

第１４８図
チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋機器配置概要図
（地上１階）

× - -

第１４９図
チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋機器配置概要図
（地上２階）

× - -

第１５０図
チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋機器配置概要図
（断面）

× - -

第１５１図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地下４階） × - -
第１５２図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第１５３図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１５４図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１５５図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１５６図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１５７図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１５８図 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１５９図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第１６０図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１６１図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１６２図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１６３図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１６４図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１６５図 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１６６図 制御建屋機器配置概要図（地下２階） × - -

第１６７図 制御建屋機器配置概要図（地下１階） × - -

第１６８図 制御建屋機器配置概要図（地上１階） × - -

第１６９図 制御建屋機器配置概要図（地上２階） × - -

第１７０図 制御建屋機器配置概要図（地上３階） × - -

第１７１図 制御建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１７２図 分析建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第１７３図 分析建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１７４図 分析建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１７５図 分析建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１７６図 分析建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 本文

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

第１７７図 分析建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第１７８図 分析建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１７９図 非常用電源建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１８０図 非常用電源建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１８１図 非常用電源建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１８２図 非常用電源建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１８３図 主排気筒管理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -

第１８４図 緊急時対策建屋機器配置概要図（地下１階） × - -

第１８５図 緊急時対策建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１８６図 第１保管庫・貯水所機器配置概要図（地下） × - -
第１８７図 第１保管庫・貯水所機器配置概要図（地上１階） × - -
第１８８図 第１保管庫・貯水所機器配置概要図（地上２階） × - -
第１８９図 第１保管庫・貯水所機器配置概要図（断面） × - -
第１９０図 第２保管庫・貯水所機器配置概要図（地下） × - -
第１９１図 第２保管庫・貯水所機器配置概要図（地上１階） × - -
第１９２図 第２保管庫・貯水所機器配置概要図（地上２階） × - -
第１９３図 第２保管庫・貯水所機器配置概要図（断面） × - -
第１９４図 主要パラメータの計測概要図（エアパージ式） × - -
第１９５図 主要パラメータの計測概要図（熱電対／測温抵抗体） × - -
第１９６図 主要パラメータの計測概要図（水素濃度） × - -
第１９７図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等に使用する設備の系統概要図 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類六

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け

1. 安全設計 - - -
1.1 安全設計の基本方針 - - -
1.1.1 安全機能を有する施設に関する基本方針 × - -
1.1.2 重大事故等の拡大の防止等に関する基本方針 × - -
1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 × - -
1.3 放射線の遮蔽に関する設計 × - -
1.3.1 遮蔽設計の基本方針 × - -
1.3.2 遮蔽設計区分 × - -
1.3.3 遮蔽の分類 × - -
1.3.4 遮蔽設計に用いる線源 × - -
第1.3－１表 遮蔽の主要設備の仕様 × - -
第1.3－２表 核種組成表 × - -
第1.3－１図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－２図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－３図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－４図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－５図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－６図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－７図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－８図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－９図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－10図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－11図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－12図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－13図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－14図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－15図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－16図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下４階） × - -
第1.3－17図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－18図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－19図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－20図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－21図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－22図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－23図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上４階） × - -
第1.3－24図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上５階） × - -
第1.3－25図 分離建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－26図 分離建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－27図 分離建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－28図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－29図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－30図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－31図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上４階） × - -
第1.3－32図 精製建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－33図 精製建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－34図 精製建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－35図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－36図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－37図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－38図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上４階） × - -
第1.3－39図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上５階） × - -
第1.3－40図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上６階） × - -
第1.3－41図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－42図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－43図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－44図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－45図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上４階） × - -
第1.3－46図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上５階） × - -
第1.3－47図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－48図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－49図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－50図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－51図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－52図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－53図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－54図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3-55図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下4階） × - -
第1.3-56図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下3階） × - -
第1.3－57図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－58図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－59図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－60図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下４階） × - -
第1.3－61図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－62図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－63図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－64図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－65図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－66図 第１ガラス固化体貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－67図 第１ガラス固化体貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－68図 第１ガラス固化体貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－69図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－70図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－71図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－72図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－73図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－74図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（屋上階） × - -
第1.3－75図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－76図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－77図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－78図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－79図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－80図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上４階） × - -

第1.3－81図
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋遮蔽設計区分図（地
下１階）

× - -

第1.3－82図
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋遮蔽設計区分図（地
上１階）

× - -

第1.3－83図
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋遮蔽設計区分図（地
上２階）

× - -

第1.3－84図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下４階） × - -
第1.3－85図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－86図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－87図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -

第1.3－88図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -

第1.3－89図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－90図 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－91図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－92図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－93図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－94図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－95図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－96図 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－97図 分析建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－98図 分析建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－99図 分析建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－100図 分析建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－101図 分析建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－102図 分析建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－103図 核種組成領域図 × - -

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 △ 4条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類六

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

1.5 火災及び爆発の防止に関する設計 × - -
1.5.1 安全機能を有する施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計 - - -

1.5.1.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針 ○ 5条
補2-8-添2-1
補2-8-添2-3

1.5.1.2 火災及び爆発の発生防止 - - -

1.5.1.2.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止 △ 5条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

1.5.1.2.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止 △ 5条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

1.5.1.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用 × - -
1.5.1.2.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 × - -

1.5.1.3 火災の感知，消火 × - -

1.5.1.3.1 火災感知設備 ○ 5条 補2-8-添2-7

1.5.1.3.2 消火設備 ○ 5条 補2-8-添2-8

1.5.1.3.3 自然現象の考慮 × - -
1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能への影響 × - -
1.5.1.4 火災及び爆発の影響軽減 - - -
1.5.1.4.1 火災及び爆発の影響軽減 ○ 5条 補2-8-添2-11
1.5.1.4.2 火災影響評価 × - -

1.5.1.5 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 ○ 5条 補2-8-添2-13

1.5.1.6 体制 × - -
1.5.1.7 手順 ○ 5条 補2-8-添2-4
1.5.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計 - - -
1.5.2.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針 ○ 29条 補3-2-添2-1
1.5.2.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の発生防止 - - -

1.5.2.2.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止 △ 29条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

1.5.2.2.2 重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止 △ 29条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

1.5.2.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用 × - -
1.5.2.2.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 × - -
1.5.2.3 火災の感知，消火 × - -

1.5.2.3.1 火災感知設備 ○ 29条 補3-2-添2-5

1.5.2.3.2 消火設備 ○ 29条 補3-2-添2-6
1.5.2.3.3 自然現象の考慮 × - -

1.5.2.3.4
消火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への
影響

× - -

1.5.2.4 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 ○ 29条 補3-2-添2-8
1.5.2.5 体制 × - -

1.5.2.6 手順 ○ 29条 補3-2-添2-3

第1.5－1表 火災及び爆発の観点で考慮する事象の例 × - -
第1.5－１図 自衛消防隊組織図 × - -
1.6 耐震設計 × - -
1.6.1 安全機能を有する施設の耐震設計 - - -
1.6.1.1 安全機能を有する施設の耐震設計の基本方針 × - -
1.6.1.2 耐震設計上の重要度分類 × - -
1.6.1.3 基礎地盤の支持性能 × - -
1.6.1.4 地震力の算定方法 × - -
1.6.1.4.1 静的地震力 × - -
1.6.1.4.2 動的地震力 × - -
1.6.1.5 荷重の組合せと許容限界 × - -
1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態 × - -
1.6.1.5.2 荷重の種類 × - -
1.6.1.5.3 荷重の組合せ × - -
1.6.1.5.4 許容限界 × - -
1.6.1.6 設計における留意事項 - - -
1.6.1.6.1 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 × - -
1.6.1.6.2 波及的影響 × - -
1.6.1.6.3 一関東評価用地震動（鉛直） × - -
1.6.1.7 耐震重要施設の周辺斜面 × - -
1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計 - - -
1.6.2.1 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 × - -
1.6.2.2 重大事故等対処施設の設備分類 × - -
1.6.2.3 地震力の算定方法 × - -
1.6.2.3.1 静的地震力 × - -
1.6.2.3.2 動的地震力 × - -
1.6.2.4 荷重の組合せと許容限界 × - -
1.6.2.4.1 耐震設計上考慮する状態 × - -
1.6.2.4.2 荷重の種類 × - -
1.6.2.4.3 荷重の組合せ × - -
1.6.2.4.4 許容限界 × - -
1.6.2.5 重大事故等対処施設の周辺斜面 × - -
1.6.2.6 緊急時対策所の耐震設計 × - -
1.6.3 主要施設の耐震構造 - - -
1.6.3.1 使用済燃料輸送容器管理建屋 × - -
1.6.3.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 × - -
1.6.3.3 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 × - -
1.6.3.4 前処理建屋 × - -
1.6.3.5 分離建屋 × - -
1.6.3.6 精製建屋 × - -
1.6.3.7 ウラン脱硝建屋 × - -
1.6.3.8 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
1.6.3.9 ウラン酸化物貯蔵建屋 × - -
1.6.3.10 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 × - -
1.6.3.11 高レベル廃液ガラス固化建屋 × - -
1.6.3.12 第１ガラス固化体貯蔵建屋 × - -
1.6.3.13 低レベル廃液処理建屋 × - -
1.6.3.14 低レベル廃棄物処理建屋 × - -
1.6.3.15 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 × - -
1.6.3.16 ハル・エンドピース貯蔵建屋 × - -
1.6.3.17 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
1.6.3.18 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
1.6.3.19 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
1.6.3.20 制御建屋 × - -
1.6.3.21 分析建屋 × - -
1.6.3.22 非常用電源建屋 × - -
1.6.3.23 緊急時対策建屋 × - -
1.6.3.24 第１保管庫・貯水所 × - -
1.6.3.25 第２保管庫・貯水所 × - -
1.6.3.26 溶解槽（連続式） × - -
1.6.3.27 清澄機（遠心式） × - -
1.6.3.28 環状形パルスカラム × - -
1.6.3.29 円筒形パルスカラム × - -
1.6.3.30 その他 × - -
第1.6－１表 クラス別施設 × - -
第1.6－２表 耐震重要度に応じて定める静的地震力 × - -
第1.6－３表 耐震重要度に応じて定める動的地震力 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類六

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第1.6－４表 弾性設計用地震動の最大加速度 × - -
第1.6－５表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類 × - -
第1.6－１図(１) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＮＳ方向） × - -
第1.6－１図(２) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＥＷ方向） × - -
第1.6－１図(３) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＵＤ方向） × - -
第1.6－１図(４) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（水平方向） × - -
第1.6－１図(５) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（鉛直方向） × - -

第1.6－２図(１)
弾性設計用地震動Ｓｄ－ＡＨ，Ｓｄ－ＡＶの設計用模擬地震波の加速度
時刻歴波形

× - -

第1.6－２図(２) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(３) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(４) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(５) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(６) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(７) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(８) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(９) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(10) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－３図 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａと基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの比較 × - -

第1.6－４図(１)
弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５）と一様ハザードスペ
クトルの比較（水平方向）

× - -

第1.6－４図(２)
弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５）と一様ハザードスペ
クトルの比較（鉛直方向）

× - -

第1.6－４図(３)
弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ４）と一様ハザードスペクトルの比
較（水平方向）

× - -

第1.6－４図(４)
弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ３）と一様ハザードスペクトルの比
較（鉛直方向）

× - -

第1.6－５図 一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトル × - -
第1.6－６図 一関東評価用地震動（鉛直）の加速度時刻歴波形 × - -
1.7 その他の設計方針 - - -
1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 × - -
1.7.2 品質保証 × - -
第1.7.2－1表 各施設における設計上考慮する試験，検査，保守等の概要 × - -
1.7.3 航空機に対する防護設計 - - -
1.7.3.1 防護設計の基本方針 × - -
1.7.3.2 防護対象施設 × - -
1.7.3.3 防護設計条件の設定 × - -
1.7.3.4 建物・構築物の防護設計 × - -
1.7.3.5 航空機落下確率評価 × - -
第1.7.3－１表 防護設計を行う建物・構築物及び防護方法 × - -

第1.7.3－２表
安全上重要な施設を収納する建屋及び安全機能の維持に必要な施設
並びに標的面積

× - -

第1.7.3－３表 工程単位の航空機落下確率 × - -
第1.7.3－１図 Ｆ－16の出現頻度 × - -
第1.7.3－２図 衝撃荷重曲線 × - -
第1.7.3－３図 Ｆ－４ＥＪ改の出現頻度（Ｆ－１の観測結果に基づき算定） × - -
1.7.4 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の使用に対する考慮 × - -
1.7.4.1 安全設計の方針 × - -
1.7.4.2 主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 × - -
第1.7.4－１表 主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 × - -
1.7.5 セル及びグローブボックスに関する設計 × - -
第1.7.5－１表 セル及びグローブボックス × - -
第1.7.5－２表 臨界安全管理の対象となる漏えい液受皿を設けるセル × - -
第1.7.5－３表 予備セル × - -
1.7.6 放射性物質の移動に関する設計 × - -
1.7.6.1 配管及びダクトによる移送に関する設計 × - -
1.7.6.2 容器による移送に関する設計 × - -
1.7.6.3 落下防止に関する設計 × - -
1.7.7 安全機能を有する施設の設計 - - -
1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計方針 × - -
1.7.7.2 安全上重要な施設の分類 × - -
1.7.7.3 安全機能を有する施設の選定 × - -
1.7.7.4 内部発生飛散物による損傷の防止に関する設計方針 × - -
1.7.7.4.1 内部発生飛散物の発生要因の選定 × - -
1.7.7.4.2 内部発生飛散物防護対象設備の選定 × - -
1.7.7.4.3 内部発生飛散物に係る評価と設計 × - -
1.7.7.4.4 内部発生飛散物に係るその他の設計 × - -
第1.7.7－１表 安全上重要な施設 × - -
第1.7.7－２表 安全上重要な施設に係る安全機能の分類 × - -
第1.7.7－３表 安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設に係る施設の管理 × - -
第1.7.7－４表(1) 内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（1/3） × - -
第1.7.7－４表(2) 内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（2/3） × - -
第1.7.7－４表(3) 内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（3/3） × - -

第1.7.7－４表(4)
内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設用安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎

× - -

第1.7.7－４表(5) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（1/7） × - -
第1.7.7－４表(6) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（2/7） × - -
第1.7.7－４表(7) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（3/7） × - -
第1.7.7－４表(8) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（4/7） × - -
第1.7.7－４表(9) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（5/7） × - -
第1.7.7－４表(10) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（6/7） × - -
第1.7.7－４表(11) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（7/7） × - -
第1.7.7－４表(12) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（1/5） × - -
第1.7.7－４表(13) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（2/5） × - -
第1.7.7－４表(14) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（3/5） × - -
第1.7.7－４表(15) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（4/5） × - -
第1.7.7－４表(16) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（5/5） × - -
第1.7.7－４表(17) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（1/6） × - -
第1.7.7－４表(18) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（2/6） × - -
第1.7.7－４表(19) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（3/6） × - -
第1.7.7－４表(20) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（4/6） × - -
第1.7.7－４表(21) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（5/6） × - -
第1.7.7－４表(22) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（6/6） × - -
第1.7.7－４表(23) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(24) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(25) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(26) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(27) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(28) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(29) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -

第1.7.7－４表(30)
内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋（1/2）

× - -

第1.7.7－４表(31)
内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋（2/2）

× - -

第1.7.7－４表(32) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（1/8） × - -
第1.7.7－４表(33) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（2/8） × - -
第1.7.7－４表(34) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（3/8） × - -
第1.7.7－４表(35) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（4/8） × - -
第1.7.7－４表(36) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（5/8） × - -
第1.7.7－４表(37) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（6/8） × - -
第1.7.7－４表(38) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（7/8） × - -
第1.7.7－４表(39) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（8/8） × - -
第1.7.7－４表(40) 内部発生飛散物防護対象設備第１ガラス固化体貯蔵建屋 × - -
第1.7.7－４表(41) 内部発生飛散物防護対象設備制御建屋 × - -
第1.7.7－４表(42) 内部発生飛散物防護対象設備非常用電源建屋 × - -

第1.7.7－１図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（地下３階）

× - -

第1.7.7－２図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（地下２階）

× - -

第1.7.7－３図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（地上１階）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2
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第1.7.7－４図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（地上２階）

× - -

第1.7.7－５図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（地上３階）

× - -

第1.7.7－６図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎（地下２階）

× - -

第1.7.7－７図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下４階） × - -
第1.7.7－８図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下３階） × - -
第1.7.7－９図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下２階） × - -
第1.7.7－10図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－11図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上１階） × - -
第1.7.7－12図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上２階） × - -
第1.7.7－13図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上３階） × - -
第1.7.7－14図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上４階） × - -
第1.7.7－15図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地下３階） × - -
第1.7.7－16図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地下２階） × - -
第1.7.7－17図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－18図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上１階） × - -
第1.7.7－19図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上２階） × - -
第1.7.7－20図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上３階） × - -
第1.7.7－21図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上４階） × - -
第1.7.7－22図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地下３階） × - -
第1.7.7－23図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地下２階） × - -
第1.7.7－24図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－25図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上１階） × - -
第1.7.7－26図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上２階） × - -
第1.7.7－27図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上３階） × - -
第1.7.7－28図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上４階） × - -
第1.7.7－29図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上５階） × - -
第1.7.7－30図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン脱硝建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－31図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン脱硝建屋（地上２階） × - -

第1.7.7－32図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋（地下２階）

× - -

第1.7.7－33図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋（地下１階）

× - -

第1.7.7－34図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋（地上１階）

× - -

第1.7.7－35図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋（地上２階）

× - -

第1.7.7－36図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合酸化物
貯蔵建屋（地下４階）

× - -

第1.7.7－37図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合酸化物
貯蔵建屋（地下３階）

× - -

第1.7.7－38図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合酸化物
貯蔵建屋（地下２階）

× - -

第1.7.7－39図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合酸化物
貯蔵建屋（地下１階）

× - -

第1.7.7－40図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合酸化物
貯蔵建屋（地上１階）

× - -

第1.7.7－41図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地下４階）

× - -

第1.7.7－42図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地下３階）

× - -

第1.7.7－43図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地下２階）

× - -

第1.7.7－44図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地下１階）

× - -

第1.7.7－45図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地上１階）

× - -

第1.7.7－46図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地上２階）

× - -

第1.7.7－47図
内部発生飛散物防護対象設備配置図第１ガラス固化体貯蔵建屋（地
下２階）

× - -

第1.7.7－48図
内部発生飛散物防護対象設備配置図第１ガラス固化体貯蔵建屋（地
下１階）

× - -

第1.7.7－49図
内部発生飛散物防護対象設備配置図第１ガラス固化体貯蔵建屋（地
上１階）

× - -

第1.7.7－50図 内部発生飛散物防護対象設備配置図制御建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－51図 内部発生飛散物防護対象設備配置図非常用電源建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－52図 内部発生飛散物防護対象設備配置図非常用電源建屋（地上１階） × - -
1.7.8 安全設計用の使用済燃料の仕様 × - -
第1.7.8-1表 主な設計用の使用済燃料の仕様 × - -
1.7.9 その他外部からの衝撃に対する考慮 × - -

1.7.9.1 自然現象の抽出 ○ 9条
火山  10-3-2-1

外部火災  補8-4-別2-1
その他  補5-10-別2-1

1.7.9.2 竜巻，落雷，森林火災及び火山の影響以外の自然現象に対する設計 × - -
1.7.9.3 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事故の組合せ × - -

1.7.9.4 人為事象の抽出 ○ 9条
火山  10-3-2-2

外部火災  補8-4-別2-2
その他  補5-10-別2-2

1.7.9.5
航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為による事象に対
する設計方針

○ 9条 その他  補5-10-別2-8、11

1.7.9.6 手順等 ○ 9条 その他  補5-10-別2-9

第1.7.9－１表 事象（自然現象）の抽出及び検討結果 ○ 9条
火山  10-3-2-3

外部火災  補8-4-別2-3
その他  補5-10-別2-3

第1.7.9－２表 事象（人為による事象）の抽出及び検討結果 ○ 9条
火山  10-3-2-6

外部火災  補8-4-別2-6
その他  補5-10-別2-6

第1.7.9－３表 重畳を想定する自然現象の組合せの検討結果 × - -
1.7.10 竜巻防護に関する設計 - - -
1.7.10.1 竜巻防護に関する設計方針 × - -
1.7.10.2 設計対処施設 × - -
1.7.10.3 設計荷重（竜巻）の設定 - - -
1.7.10.3.1 設計竜巻の設定 × - -
1.7.10.3.2 設計飛来物の設定 × - -
1.7.10.3.3 荷重の組合せと許容限界 × - -
1.7.10.4 竜巻防護設計 × - -
1.7.10.4.1 屋外の竜巻防護対象施設 × - -
1.7.10.4.2 竜巻防護対象施設を収納する建屋 × - -
1.7.10.4.3 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 × - -

1.7.10.4.4 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 △ 9条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

1.7.10.4.5 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 × - -

1.7.10.5 竜巻随伴事象に対する設計 × - -

1.7.10.6 手順等 × - -
第1.7.10－１表 設計竜巻の特性値 × - -
第1.7.10－２表 再処理施設における設計飛来物 × - -
第1.7.10－３表 竜巻防護対象施設及び防護対策等 × - -
第1.7.10－４表 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設及び防護対策等 × - -
第1.7.10－５表 竜巻防護対象施設を収納する建屋及び防護対策等 × - -
第1.7.10－６表 現地調査にて抽出した車両の諸元及び最大飛来距離 × - -
第1.7.10－１図 風圧力に対する設計対処施設の選定フロー × - -
第1.7.10－２図 気圧差に対する設計対処施設の選定フロー × - -
第1.7.10－３図 飛来物に対する設計対処施設の選定フロー × - -
第1.7.10－４図 建屋の耐力に関する設計対処施設の選定フロー × - -
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第1.7.10－５図 開口部に対する設計対処施設の選定フロー × - -
第1.7.10－６図 車両に対する離隔対象施設及び飛来対策区域 × - -
1.7.11 外部火災防護に関する設計 - - -
1.7.11.1 外部火災防護に関する設計方針 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-9
1.7.11.2 設計対処施設 △ 9条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
1.7.11.3 森林火災の想定 - - -
1.7.11.3.1 概要 × - -
1.7.11.3.2 森林火災の想定 × - -
1.7.11.3.3 評価対象範囲 × - -
1.7.11.3.4 入力データ × - -
1.7.11.3.5 延焼速度及び火線強度の算出 × - -
1.7.11.3.6 火炎到達時間による消火活動 × - -
1.7.11.3.7 防火帯幅の設定 × - -
1.7.11.3.8 危険距離の確保及び熱影響評価について × - -
1.7.11.3.9 異種の自然現象の重畳及び設計基準事故との組合せ × - -
1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆発 - - -

1.7.11.4.1 概要 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-10

1.7.11.4.2 石油備蓄基地火災 × - -
1.7.11.4.3 近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳評価 × - -
1.7.11.4.4 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発 × - -
1.7.11.5 航空機墜落による火災 - - -
1.7.11.5.1 概要 × - -
1.7.11.5.2 航空機墜落による火災の想定 × - -
1.7.11.5.3 墜落による火災を想定する航空機の選定 × - -
1.7.11.5.4 航空機墜落地点の設定 × - -
1.7.11.5.5 設計対処施設への熱影響評価について × - -

1.7.11.5.6
航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発
の重畳について

× - -

1.7.11.6 危険物貯蔵施設等への影響 - - -
1.7.11.6.1 概要 × - -
1.7.11.6.2 熱影響の評価対象 × - -
1.7.11.6.3 熱影響について × - -
1.7.11.6.4 近隣の産業施設の爆発の影響について × - -
1.7.11.7 二次的影響評価 - - -
1.7.11.7.1 概要 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-10
1.7.11.7.2 ばい煙の影響 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-10
1.7.11.7.3 有毒ガスの影響 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-11
1.7.11.8 消火体制 × - -

1.7.11.9 火災防護計画を策定するための方針 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-11

1.7.11.10 手順等 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-11

第1.7.11－1表 外部火災にて想定する火災及び爆発 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-12
第1.7.11－2表 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-13
第1.7.11－3表 設計対処施設 × - -
第1.7.11－4表 外部火災防護対象施設を収納する建屋の熱影響評価で考慮する壁厚 × - -
第1.7.11－5表 火災源及び爆発源として考慮する危険物貯蔵施設等 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-13
第1.7.11－6表 危険物貯蔵施設等の火災の影響評価の対象となる設計対処施設 × - -

第1.7.11－7表
森林火災及び近隣の産業施設の火災における影響評価の対象となる
危険物貯蔵施設等

× -  9-12

第1.7.11－8表 ばい煙及び有毒ガスによる影響評価の対象となる設備 △ 9条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

第1.7.11－1図 防火帯，設計対処施設，危険物貯蔵施設等の配置図 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-14
第1.7.11－２図 発火点位置図 × - -
第1.7.11－３図 石油コンビナート等特別防災区域内の配置概要図 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-14
第1.7.11－４図 石油備蓄基地以外の産業施設の配置概要図 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-15
第1.7.11－５図 高圧ガス貯蔵施設の配置概要図 ○ 9条 外部火災  補8-4-別2-16
第1.7.11－６図 自衛消防隊組織図 × - -
1.7.12 落雷に関する設計 × - -
1.7.12.1 落雷に関する設計方針 × - -
1.7.12.1.1 落雷の特徴 × - -
1.7.12.1.2 耐雷設計上考慮する再処理施設の特徴 × - -
1.7.12.2 設計対処施設 - - -
1.7.12.2.1 直撃雷により影響を受ける施設 × - -
1.7.12.2.2 間接雷により影響を受ける施設 × - -
1.7.12.3 耐雷設計 - - -
1.7.12.3.1 想定する落雷の規模 × - -
1.7.12.3.2 異種の自然現象の重畳及び設計基準事故との組合せ × - -
1.7.12.3.3 直撃雷の防止設計 × - -
1.7.12.3.4 間接雷による雷サージ抑制設計 × - -
第1.7.12－１表 直撃雷に対する設計対処施設一覧 × - -
第1.7.12－２表 間接雷に対する設計対処施設一覧 × - -
第1.7.12－３表 避雷設備の設置対象一覧 × - -
第1.7.12－１図 直撃雷に対する設計対処施設の選定フロー × - -
第1.7.12－２図 主排気筒による150ｋＡの落雷の捕捉範囲の想定 × - -
1.7.13 火山事象に関する設計 × - -

1.7.13.1 火山事象に関する設計方針 × - -

1.7.13.2 設計対処施設の選定 × - -
1.7.13.3 設計条件 - - -
1.7.13.3.1 降下火砕物の設計条件及び特徴 ○ 9条 火山 10-3-2-9
1.7.13.3.2 降下火砕物で考慮する影響 ○ 9条 火山 10-3-2-9
1.7.13.4 設計対処施設に影響を与える可能性のある影響因子 - - -
1.7.13.4.1 直接的影響因子 ○ 9条 火山 10-3-2-9
1.7.13.4.2 間接的影響因子 × - -
1.7.13.5 設計対処施設の設計方針 × - -
1.7.13.5.1 直接的影響に対する設計方針 ○ 9条 火山 10-3-2-9
1.7.13.5.2 間接的影響に対する設計方針 × - -

1.7.13.6
火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体
制の整備の方針

× - -

1.7.13.7 実施する主な手順 ○ 9条 火山 10-3-2-10
1.7.13.8 火山の状態に応じた対処方針 ○ 9条 火山 10-3-2-11
1.7.14 再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する設計 × - -
1.7.14.1 安全設計 × - -
1.7.14.2 体制 × - -
1.7.14.3 手順等 × - -
第1.7.14－１図 核物質防護に関する緊急時の組織体制図 × - -
1.7.15 溢水防護に関する設計 - - -
1.7.15.1 溢水防護に関する設計方針 × - -
1.7.15.2 溢水防護対象設備を抽出するための方針 × - -
1.7.15.3 考慮すべき溢水事象 × - -
1.7.15.4 溢水源及び溢水量の想定 - - -
1.7.15.4.1 想定破損による溢水 × - -
1.7.15.4.2 消火水等の放水による溢水 × - -
1.7.15.4.3 地震起因による溢水 × - -
1.7.15.4.4 その他の溢水 × - -
1.7.15.5 溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 × - -
1.7.15.6 溢水防護対象設備を防護するための設計方針 × - -
1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方針 × - -
1.7.15.6.2 被水の影響に対する設計方針 × - -
1.7.15.6.3 蒸気放出の影響に対する設計方針 × - -
1.7.15.6.4 その他の溢水に対する設計方針 × - -
1.7.15.6.5 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する設計方 × - -
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1.7.15.6.6 溢水防護区画を有する建屋外からの流入防止に関する設計方針 × - -
1.7.15.6.7 溢水影響評価 × - -
1.7.15.6.8 手順等 × - -
第1.7.15－1表 溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方 × - -
第1.7.15－2表 蒸気影響における配管の想定破損評価の条件 × - -
1.7.16 化学薬品の漏えい防護に関する設計 - - -
1.7.16.1 化学薬品の漏えい防護に関する設計方針 × - -

1.7.16.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針 ○ 12条 補11-4-19

1.7.16.3
化学薬品防護対象設備の抽出及び設計上考慮すべき化学薬品の設
定のための方針

- - -

1.7.16.3.1 化学薬品防護対象設備を抽出するための方針 × - -
1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針 × - -
1.7.16.3.2.1 漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出 △ 12条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

1.7.16.3.2.2
検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏まえた設計上考慮
すべき化学薬品の設定

△ 12条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象 ○ 12条 補11-4-22
1.7.16.5 化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の想定 - - -
1.7.16.5.1 想定破損による化学薬品の漏えい × - -
1.7.16.5.2 消火剤の放出による化学薬品の漏えい × - -
1.7.16.5.3 地震起因による化学薬品の漏えい × - -

1.7.16.5.4 その他の化学薬品の漏えい ○ 12条 補11-4-22

1.7.16.5.5 洞道内で発生する化学薬品の漏えい × - -
1.7.16.6 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路を設定するための方針 ○ 12条 補11-4-22

1.7.16.7 化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針 ○ 12条 補11-4-23

1.7.16.7.1 没液の影響に対する設計方針 ○ 12条 補11-4-23
1.7.16.7.2 被液の影響に対する設計方針 ○ 12条 補11-4-24
1.7.16.7.3 腐食性ガスの影響に対する設計方針 ○ 12条 補11-4-25
1.7.16.7.4 その他の化学薬品の漏えいに対する設計方針 ○ 12条 補11-4-26

1.7.16.7.5 洞道内の化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針 △ 12条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

1.7.16.7.6 化学薬品防護区画を有する建屋外からの流入防止に関する設計方針 ○ 12条 補11-4-26
1.7.16.7.7 化学薬品の漏えい影響評価 × - -

1.7.16.7.8 手順等 ○ 12条 補11-4-28

第1.7.16－１表 再処理プロセスで使用する化学薬品 ○ 12条 補11-4-20

第1.7.16－２表
設計上考慮すべき化学薬品と化学薬品防護対象設備の主要な構成部
材の組合せ

△ 12条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

1.7.17 誤操作の防止に関する設計 - - -
1.7.17.1 誤操作の防止に関する設計方針 × - -
1.7.17.2 事故等時における容易な操作に関する設計方針 × - -

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 ○ 33条

補2-30-別2-2
補2-30-別2-4
補2-30-別2-8
補2-30-別2-12

第1.7.18－１表 主要な重大事故等対処設備の設備分類 × - -
第33条 重大事故等対処設備 × - -
第34条 臨界事故の拡大を防止するための設備 × - -
第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 × - -
第36条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 × - -
第37条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 × - -
第38条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 × - -
第40条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 × - -
第41条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 × - -
第42条 電源設備 × - -
第43条 計装設備 × - -
第44条 制御室 × - -
第45条 監視測定設備 × - -
第46条 緊急時対策所 × - -
第47条 通信連絡を行うために必要な設備 × - -

その他の設備（使用済燃料受入れ･貯蔵建屋） × - -
その他の設備（前処理建屋） × - -
その他の設備（分離建屋） × - -
その他の設備（精製建屋） × - -
その他の設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋） × - -
その他の設備（高レベル廃液ガラス固化建屋） × - -

第1.7.18－２表 重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度及び放射線 × - -
第1.7.18－３表 安全機能に対する設備の耐震設計 × - -
第1.7.18－１図 主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所 × - -
1.7.19 準拠規格及び基準 ○ 12条他 補11-4-21
1.8 耐津波設計 × - -

1.9
再処理施設に関する「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関
する規則」への適合性

- - -

1.9.1 概要 × - -
1.9.2 核燃料物質の臨界防止 × - -
1.9.3 遮蔽等 × - -

1.9.4 閉じ込めの機能 △ 4条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

1.9.5 火災等による損傷の防止 △ 5条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
1.9.6 安全機能を有する施設の地盤 × - -
1.9.7 地震による損傷の防止 × - -
1.9.8 津波による損傷の防止 × - -

1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 ○ 9条
火山  10-3-2-11

外部火災  補8-4-別2-16
その他  補5-10-別2-9、12

1.9.10 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 × - -
1.9.11 溢水による損傷の防止 × - -

1.9.12 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 × - -

1.9.13 誤操作の防止 × - -
1.9.14 安全避難通路等 × - -
1.9.15 安全機能を有する施設 × - -
1.9.16 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止 × - -
1.9.17 使用済燃料の貯蔵施設等 × - -

1.9.18 計測制御系統施設 × - -

1.9.19 安全保護回路 × - -

1.9.20 制御室等 ○ 20条 補2-7-別2-2

1.9.21 廃棄施設 △ 21条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

1.9.22 保管廃棄施設 × - -
1.9.23 放射線管理施設 × - -
1.9.24 監視設備 × - -
1.9.25 保安電源設備 × - -

1.9.26 緊急時対策所 ○ 26条 補2-4-別2-1

1.9.27 通信連絡設備 ○ 27条 補2-16-別2-2
1.9.28 重大事故等の拡大の防止等 × - -

1.9.29 火災等による損傷の防止 × - -

1.9.30 重大事故等対処施設の地盤 × - -
1.9.31 地震による損傷の防止 × - -
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1.9.32 津波による損傷の防止 × - -

1.9.33 重大事故等対処設備 ○ 33条
補2-30-別2-5
補2-30-別2-10
補2-30-別2-14

1.9.34 臨界事故の拡大を防止するための設備 × - -
1.9.35 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 × - -
1.9.36 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 × - -
1.9.37 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 × - -
1.9.38 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 × - -
1.9.39 放射性物質の漏えいに対処するための設備 × - -
1.9.40 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 × - -
1.9.41 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 × - -
1.9.42 電源設備 × - -
1.9.43 計装設備 × - -

1.9.44 中央制御室 ○ 44条 補2-13-添2-1

1.9.45 監視測定設備 × - -
1.9.46 緊急時対策所 ○ 46条 補2-10-添2-3
1.9.47 通信連絡を行うために必要な設備 ○ 47条 補2-14-別2-1
1.10 参考文献一覧 × - -
2. 施設配置 - - -
2.1 概要 × - -
2.2 全体配置 - - -
2.2.1 設計方針 × - -
2.2.2 全体配置 × - -
2.2.3 評価 × - -
第2.2-1図(1) 再処理施設一般配置図 × - -
第2.2-1図(2) 再処理施設一般配置図 × - -
第2.2-1図(3) 再処理施設一般配置図 × - -
2.3 建物及び構築物 - - -
2.3.1 設計方針 △ - 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
2.3.2 建物及び構築物 △ - 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
2.3.3 使用済燃料輸送容器管理建屋 × - -
2.3.4 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 × - -
2.3.5 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 × - -
2.3.6 前処理建屋 × - -
2.3.7 分離建屋 × - -
2.3.8 精製建屋 × - -
2.3.9 ウラン脱硝建屋 × - -
2.3.10 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
2.3.11 ウラン酸化物貯蔵建屋 × - -
2.3.12 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 × - -
2.3.13 高レベル廃液ガラス固化建屋 × - -
2.3.14 第１ガラス固化体貯蔵建屋 × - -
2.3.15 低レベル廃液処理建屋 × - -
2.3.16 低レベル廃棄物処理建屋 × - -
2.3.17 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 × - -
2.3.18 ハル・エンドピース貯蔵建屋 × - -
2.3.19 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
2.3.20 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
2.3.21 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
2.3.22 主排気筒 × - -
2.3.23 海洋放出管 × - -
2.3.24 制御建屋 × - -
2.3.25 分析建屋 × - -
2.3.26 非常用電源建屋 × - -
2.3.27 主排気筒管理建屋 × - -
2.3.28 緊急時対策建屋 × - -
2.3.29 第１保管庫・貯水所 × - -
2.3.30 第２保管庫・貯水所 × - -
2.3.31 その他 × - -
第2.3－1図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－2図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－3図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－4図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－5図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－6図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－7図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－8図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－9図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－10図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－11図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－12図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－13図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－14図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－15図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－16図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－17図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－18図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－19図 前処理建屋機器配置図（地下４階） × - -
第2.3－20図 前処理建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－21図 前処理建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－22図 前処理建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－23図 前処理建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－24図 前処理建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－25図 前処理建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－26図 前処理建屋機器配置図（地上４階） × - -
第2.3－27図 前処理建屋機器配置図（地上５階） × - -
第2.3－28図 前処理建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－29図 分離建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－30図 分離建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－31図 分離建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－32図 分離建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－33図 分離建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－34図 分離建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－35図 分離建屋機器配置図（地上４階） × - -
第2.3－36図 分離建屋機器配置図（Ａ－Ａ断面） × - -
第2.3－37図 分離建屋機器配置図（Ｂ－Ｂ断面） × - -
第2.3－38図 分離建屋機器配置図（Ｃ－Ｃ断面） × - -
第2.3－39図 精製建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－40図 精製建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－41図 精製建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－42図 精製建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－43図 精製建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－44図 精製建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－45図 精製建屋機器配置図（地上４階） × - -
第2.3－46図 精製建屋機器配置図（地上５階） × - -
第2.3－47図 精製建屋機器配置図（地上６階） × - -
第2.3－48図 精製建屋機器配置図（Ａ－Ａ断面） × - -
第2.3－49図 精製建屋機器配置図（Ｂ－Ｂ断面） × - -
第2.3－50図 精製建屋機器配置図（Ｃ－Ｃ断面） × - -
第2.3－51図 精製建屋機器配置図（Ｄ－Ｄ断面） × - -
第2.3－52図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－53図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－54図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－55図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－56図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上４階） × - -
第2.3－57図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上５階） × - -
第2.3－58図 ウラン脱硝建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－59図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地下２階） × - -
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第2.3－60図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－61図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－62図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－63図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－64図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－65図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－66図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図(地上１階) × - -
第2.3－67図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図(地上２階) × - -
第2.3－68図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図(断面) × - -
第2.3－69図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下４階） × - -
第2.3－70図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－71図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－72図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－73図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－74図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－75図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下４階） × - -
第2.3－76図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－77図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－78図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－79図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－80図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－81図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（Ａ－Ａ断面） × - -
第2.3－82図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（Ｂ－Ｂ断面） × - -
第2.3－83図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（Ｃ－Ｃ断面） × - -
第2.3－84図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－85図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－86図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－87図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－88図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(地下２階) × - -
第2.3－89図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(地下１階) × - -
第2.3－90図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(地上１階) × - -
第2.3－91図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(地上２階) × - -
第2.3－92図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(地上３階) × - -
第2.3－93図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(断面) × - -
第2.3－94図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地下２階) × - -
第2.3－95図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地下１階) × - -
第2.3－96図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地上１階) × - -
第2.3－97図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地上２階) × - -
第2.3－98図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地上３階) × - -
第2.3－99図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地上４階) × - -
第2.3－100図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(断面) × - -
第2.3－101図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器配置図（地下１ × - -
第2.3－102図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器配置図(地上１ × - -
第2.3－103図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器配置図(地上２ × - -
第2.3－104図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器配置図(断面) × - -
第2.3－105図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下４階） × - -
第2.3－106図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－107図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－108図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－109図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－110図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－111図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－112図 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地上１階) × - -
第2.3－113図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地下３階) × - -
第2.3－114図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地下２階) × - -
第2.3－115図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地下１階) × - -
第2.3－116図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地上１階) × - -
第2.3－117図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地上２階) × - -
第2.3－118図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－119図 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－120図 制御建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－121図 制御建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－122図 制御建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－123図 制御建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－124図 制御建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－125図 制御建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－126図 分析建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－127図 分析建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－128図 分析建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－129図 分析建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－130図 分析建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－131図 分析建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－132図 分析建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－133図 非常用電源建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－134図 非常用電源建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－135図 非常用電源建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－136図 非常用電源建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－137図 主排気筒管理建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－138図 緊急時対策建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－139図 緊急時対策建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－140図 第１保管庫・貯水所機器配置図（地下） × - -
第2.3－141図 第１保管庫・貯水所機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－142図 第１保管庫・貯水所機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－143図 第１保管庫・貯水所機器配置図（断面） × - -
第2.3－144図 第２保管庫・貯水所機器配置図（地下） × - -
第2.3－145図 第２保管庫・貯水所機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－146図 第２保管庫・貯水所機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－147図 第２保管庫・貯水所機器配置図（断面） × - -
3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 - - -
3.1 設計基準対象の施設 - - -
3.1.1 概要 × - -
3.1.2 設計方針 × - -
3.1.3 主要設備の仕様 × - -
3.1.4 系統構成及び主要設備 - - -
3.1.4.1 使用済燃料受入れ設備 × - -
3.1.4.2 使用済燃料貯蔵設備 × - -
3.1.5 試験・検査 × - -
3.1.6 評価 × - -
3.2 重大事故等対処設備 - - -
3.2.1 代替注水設備 - - -
3.2.1.1 概要 × - -
3.2.1.2 系統構成及び主要設備 × - -

3.2.1.3 設計方針 △ 38条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び「1.7.18(4)a.」）

-

3.2.1.4 主要設備及び仕様 × - -
3.2.1.5 試験・検査 × - -
3.2.2 スプレイ設備 - - -
3.2.2.1 概要 × - -
3.2.2.2 系統構成及び主要設備 × - -

3.2.2.3 設計方針 △ 38条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び「1.7.18(4)a.」）

-

3.2.2.4 主要設備及び仕様 × - -
3.2.2.5 試験・検査 × - -
3.2.3 漏えい抑制設備 - - -
3.2.3.1 概要 × - -
3.2.3.2 系統構成及び主要設備 × - -

3.2.3.3 設計方針 △ 38条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」及び「1.7.18(3)a.」）

-

3.2.3.4 主要設備及び仕様 × - -
3.2.3.5 試験・検査 × - -
3.2.4 臨界防止設備 - - -
3.2.4.1 概要 × - -
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有毒ガス防護に係る項目

3.2.4.2 系統構成及び主要設備 × - -

3.2.4.3 設計方針 △ 38条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」及び「1.7.18(3)a.」）

-

3.2.4.4 主要設備及び仕様 × - -
3.2.4.5 試験・検査 × - -
3.2.5 監視設備 - - -
3.2.5.1 概要 × - -
3.2.5.2 系統構成及び主要設備 × - -
3.2.5.3 設計方針 × - -
3.2.5.4 主要設備及び仕様 × - -
3.2.5.5 試験・検査 × - -
3.3 参考文献一覧 × - -
第3－1表 使用済燃料受入れ設備の主要設備の仕様 × - -
第3－2表 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第3－3表 使用済燃料受入れ設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第3－4表 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第3－5表(1) 代替注水設備の主要設備の仕様 × - -
第3－5表(2) 代替注水設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第3－5表(3) 代替注水設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第3－5表(4) 代替注水設備に関連する水供給設備の概略仕様 × - -

第3－5表(5)
代替注水設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の
概略仕様 × - -

第3－6表(1) スプレイ設備の主要設備の仕様 × - -
第3－6表(2) スプレイ設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第3－6表(3) スプレイ設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第3－6表(4) スプレイ設備に関連する水供給設備の概略仕様 × - -

第3－6表(5)
スプレイ設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の
概略仕様 × - -

第3－6表(6) スプレイ設備に関連する注水設備の概略仕様 × - -
第3－7表 漏えい抑制設備の主要設備の仕様 × - -
第3－8表 臨界防止設備の主要設備の仕様 × - -
第3－9表(1) 監視設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第3－9表(2) 監視設備に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第3－9表(3) 監視設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第3－9表(4) 監視設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第3－1図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設系統概要図 × - -
第3－2図 燃料仮置きラック概要図 × - -
第3－3図 使用済燃料輸送容器移送台車概要図 × - -
第3－4図 燃料貯蔵プール概要図 × - -
第3－5図 低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック概要図 × - -
第3－6図 低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック概要図 × - -
第3－7図 高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック概要図 × - -
第3－8図 高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック概要図 × - -
第3－9図 ＢＷＲ燃料用バスケット概要図 × - -
第3－10図 ＰＷＲ燃料用バスケット概要図 × - -
第3－11図 燃料移送水中台車概要図 × - -
第3－12図 プール水浄化・冷却設備系統概要図 × - -
第3－13図 補給水設備系統概要図 × - -
第3－14図 代替注水設備による注水 系統概要図 × - -
第3－15図 スプレイ設備による水のスプレイ 系統概要図 × - -
第3－16図 燃料貯蔵プール等の監視 系統概要図 × - -
4. 再処理設備本体 - - -
4.1 概要 × - -
4.2 せん断処理施設 × - -
4.2.1 概要 × - -
4.2.2 設計方針 × - -
4.2.3 主要設備の仕様 × - -
4.2.4 系統構成及び主要設備 - - -
4.2.4.1 燃料供給設備 × - -
4.2.4.2 せん断処理設備 × - -
4.2.5 試験・検査 × - -
4.2.6 評価 × - -
第4.2－１表 燃料供給設備の主要設備の仕様 × - -
第4.2－２表 せん断処理設備の主要設備の仕様 × - -
第4.2－３表 燃料供給設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.2－４表 せん断処理設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.2－１図 せん断処理施設系統概要図 × - -
第4.2－２図 燃料横転クレーン概要図 × - -
第4.2－３図 せん断機概要図 × - -
4.3 溶解施設 - - -
4.3.1 設計基準対象の施設 × - -
4.3.1.1 概要 × - -
4.3.1.2 設計方針 × - -
4.3.1.3 主要設備の仕様 × - -
4.3.1.4 系統構成及び主要設備 - - -
4.3.1.4.1 溶解設備 × - -
4.3.1.4.2 清澄・計量設備 × - -
4.3.1.5 試験・検査 × - -
4.3.1.6 評価 × - -
4.3.2 重大事故等対処設備 - - -
4.3.2.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 - - -
4.3.2.1.1 概要 × - -

4.3.2.1.2 系統構成及び主要設備 △ 34条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

4.3.2.1.3 設計方針 △ 34条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

4.3.2.1.4 主要設備の仕様 × - -
4.3.2.1.5 試験・検査 × - -
4.3.2.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 - - -
4.3.2.2.1 概要 × - -
4.3.2.2.2 系統構成及び主要設備 △ 34条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

4.3.2.2.3 設計方針 △ 34条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

4.3.2.2.4 主要設備の仕様 × - -
4.3.2.2.5 試験・検査 × - -
第4.3－１表 溶解設備の主要設備の仕様 × - -
第4.3－２表 清澄・計量設備の主要設備の仕様 × - -
第4.3－３表 溶解設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.3－４表 清澄・計量設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.3－５表(１) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要設備の仕様 × - -

第4.3－５表(２)
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系に関連する計装設備の概略仕
様 × - -

第4.3－５表(３)
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系に関連する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給回路の概略仕様

× - -

第4.3－５表(４)
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系に関連する電気設備の概略仕
様 × - -

第4.3－５表(５)
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系に関連する圧縮空気設備の概
略仕様

× - -

第4.3－６表(１) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要設備の仕様 × - -
第4.3－６表(２) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する計装設備の概略 × - -

第4.3－６表(３)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の概略仕様

× - -

第4.3－６表(４) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する電気設備の概略 × - -

第4.3－６表(５)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する圧縮空気設備の
概略仕様

× - -

第4.3－７表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -
第4.3－１図 溶解施設系統概要図 × - -
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第4.3－２図 溶解槽概要図 × - -
第4.3－３図 清澄機概要図 × - -
第4.3－４図 ガドリニウムを使用する使用済燃料集合体の燃焼度の境界線の例 × - -
第4.3－５図 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統概要図 × - -
第4.3－６図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統概要図 × - -

第4.3－７図
溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（前処理建屋 地
下２階）

× - -

第4.3－８図
溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（前処理建屋 地
下１階）

× - -

第4.3－９図
溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（前処理建屋 地
上１階）

× - -

第4.3－10図
溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（前処理建屋 地
上３階）

× - -

第4.3－11図
溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（前処理建屋 地
上４階）

× - -

4.4 分離施設 - - -
4.4.1 概要 × - -
4.4.2 設計方針 × - -
4.4.3 主要設備の仕様 × - -
4.4.4 系統構成及び主要設備 - - -
4.4.4.1 分離設備 × - -
4.4.4.2 分配設備 × - -
4.4.4.3 分離建屋一時貯留処理設備 × - -
4.4.5 試験・検査 × - -
4.4.6 評価 × - -
第4.4－１表 分離設備の主要設備の仕様 × - -
第4.4－２表 分配設備の主要設備の仕様 × - -
第4.4－３表 分離建屋一時貯留処理設備の主要設備の仕様 × - -
第4.4－４表 分離設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.4－５表 分配設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.4－６表 分離建屋一時貯留処理設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.4－１図 分離設備及び分配設備系統概要図 × - -
第4.4－２図 分離建屋一時貯留処理設備系統概要図 × - -
第4.4－３図 環状形パルスカラム概要図 × - -
第4.4－４図 環状形槽概要図 × - -
4.5 精製施設 - - -
4.5.1 設計基準対象の施設 - - -
4.5.1.1 概要 × - -
4.5.1.2 ウラン精製設備 - - -
4.5.1.2.1 概要 × - -
4.5.1.2.2 設計方針 × - -
4.5.1.2.3 主要設備の仕様 × - -
4.5.1.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.5.1.2.5 試験・検査 × - -
4.5.1.2.6 評価 × - -
4.5.1.3 プルトニウム精製設備 - - -
4.5.1.3.1 概要 × - -
4.5.1.3.2 設計方針 × - -
4.5.1.3.3 主要設備の仕様 × - -
4.5.1.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.5.1.3.5 試験・検査 × - -
4.5.1.3.6 評価 × - -
4.5.1.4 精製建屋一時貯留処理設備 - - -
4.5.1.4.1 概要 × - -
4.5.1.4.2 設計方針 × - -
4.5.1.4.3 主要設備の仕様 × - -
4.5.1.4.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.5.1.4.5 試験・検査 × - -
4.5.1.4.6 評価 × - -
4.5.2 重大事故等対処設備 - - -
4.5.2.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 - - -
4.5.2.1.1 概要 × - -

4.5.2.1.2 系統構成及び主要設備 △ 34条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

4.5.2.1.3 設計方針 △ 34条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

4.5.2.1.4 主要設備の仕様 × - -
4.5.2.1.5 試験・検査 × - -
4.5.2.2 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 - - -
4.5.2.2.1 概要 × - -
4.5.2.2.2 系統構成及び主要設備 × - -

4.5.2.2.3 設計方針 △ 37条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

4.5.2.2.4 主要設備の仕様 × - -
4.5.2.2.5 試験・検査 × - -
第4.5－１表 ウラン精製設備の主要設備の仕様 × - -
第4.5－２表 プルトニウム精製設備の主要設備の仕様 × - -
第4.5－３表 精製建屋一時貯留処理設備の主要設備の仕様 × - -
第4.5－4表(1) プルトニウム精製設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.5－4表(2) プルトニウム精製設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.5－5表 精製建屋一時貯留処理設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.5－6表(1) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要設備の仕様 × - -
第4.5－6表(2) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する計装設備の概略 × - -

第4.5－6表(3)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の概略仕様

× - -

第4.5－6表(4) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する電気設備の概略 × - -

第4.5－6表(5)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する圧縮空気設備の
概略仕様

× - -

第4.5－７表(1) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の主要設備の仕様 × - -

第4.5－７表(2)
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に関連する計装設備の
概略仕様

× - -

第4.5－７表(3)
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に関連する重大事故時
供給停止回路の概略仕様

× - -

第4.5－７表(4)
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に関連する電気設備の
概略仕様

× - -

第4.5－8表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -
第4.5－1図 ウラン精製設備系統概要図 × - -
第4.5－2図 ミキサ・セトラ概要図 × - -
第4.5－3図 プルトニウム精製設備系統概要図 × - -
第4.5－4図 円筒形パルスカラム概要図 × - -
第4.5－5図 プルトニウム濃縮缶概要図 × - -
第4.5－6図 環状形槽概要図 × - -
第4.5－7図 精製建屋一時貯留処理設備系統概要図 × - -
第4.5－8図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統概要図 × - -
第4.5－9図 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の系統概要図 × - -
第4.5－10図 精製施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（精製建屋 地下 × - -
第4.5－11図 精製施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（精製建屋 地下 × - -
第4.5－12図 精製施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（精製建屋 地上 × - -
第4.5－13図 精製施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（精製建屋 地上 × - -
4.6 脱硝施設 - - -
4.6.1 概要 × - -
4.6.2 ウラン脱硝設備 - - -
4.6.2.1 概要 × - -
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4.6.2.2 設計方針 × - -
4.6.2.3 主要設備の仕様 × - -
4.6.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.6.2.5 試験・検査 × - -
4.6.2.6 評価 × - -
4.6.3 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 - - -
4.6.3.1 概要 × - -
4.6.3.2 設計方針 × - -
4.6.3.3 主要設備の仕様 × - -
4.6.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.6.3.5 試験・検査 × - -
4.6.3.6 評価 × - -
第4.6－１表 ウラン脱硝設備の主要設備の仕様 × - -
第4.6－2表 ウラン脱硝設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.6－３表 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設備の仕様 × - -
第4.6－4表(1) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.6－4表(2) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.6－1図 ウラン脱硝設備系統概要図 × - -
第4.6－2図 脱硝塔概要図 × - -
第4.6－3図 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備系統概要図 × - -
第4.6－4図 脱硝装置概要図 × - -
第4.6－5図 還元炉概要図 × - -
第4.6－6図 混合機概要図 × - -
4.7 酸及び溶媒の回収施設 - - -
4.7.1 概要 × - -
4.7.2 酸回収設備 - - -
4.7.2.1 概要 × - -
4.7.2.2 設計方針 × - -
4.7.2.3 主要設備の仕様 × - -
4.7.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.7.2.5 試験・検査 × - -
4.7.2.6 評価 × - -
4.7.3 溶媒回収設備 - - -
4.7.3.1 概要 × - -
4.7.3.2 設計方針 × - -
4.7.3.3 主要設備の仕様 × - -
4.7.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.7.3.5 試験・検査 × - -
4.7.3.6 評価 × - -
第4.7－１表 酸回収設備の主要設備の仕様 × - -
第4.7－２表 溶媒回収設備の主要設備の仕様 × - -
第4.7－１図 酸回収設備系統概要図 × - -
第4.7－2図 蒸発缶（熱サイホン式）概要図 × - -
第4.7－3図 溶媒回収設備系統概要図 × - -
4.8 参考文献一覧 × - -
5. 製品貯蔵施設 - - -
5.1 概要 × - -
5.2 ウラン酸化物貯蔵設備 - - -
5.2.1 概要 × - -
5.2.2 設計方針 × - -
5.2.3 主要設備の仕様 × - -
5.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
5.2.5 試験・検査 × - -
5.2.6 評価 × - -
第5.2－１表 ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第5.2－２表 ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第5.2－１図 貯蔵バスケット概要図 × - -
5.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 - - -
5.3.1 概要 × - -
5.3.2 設計方針 × - -
5.3.3 主要設備の仕様 × - -
5.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
5.3.5 試験・検査 × - -
5.3.6 評価 × - -
第5.3－１表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第5.3－２表 ＭＯＸ燃料加工施設の主要設備の仕様（再処理施設と共用） × - -
第5.3－３表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管理 × - -
第5.3－４表 試験結果のまとめ × - -
第5.3－1図 貯蔵ホール概要図 × - -
第5.3－2図 混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さ計画値 × - -
5.4 参考文献一覧 × - -
6. 計測制御系統施設 - - -
6.1 設計基準対象の施設 - - -
6.1.1 概要 × - -
6.1.2 計測制御設備 - - -
6.1.2.1 概要 × - -
6.1.2.2 設計方針 × - -
6.1.2.3 主要設備の仕様 × - -
6.1.2.4 主要設備 × - -
6.1.2.5 試験・検査 × - -
6.1.2.6 評価 × - -
第6.1.2－１表(1) 主要な計測制御系の核計装 × - -
第6.1.2－１表(2) 主要な計測制御系の核計装 × - -
第6.1.2－１表(3) 主要な計測制御系の核計装 × - -
第6.1.2－２表(1) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(2) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(3) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(4) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(5) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(6) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(7) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(8) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(9) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(10) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(11) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(12) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(13) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(14) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(15) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(16) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(17) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(18) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(19) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(20) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(21) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－３表 計測制御系の主要な設定値一覧表 × - -

第6.1.2－１図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の主要な計測制御系の系統
概要図

× - -

第6.1.2－２図
せん断処理施設の主要な計測制御系の系統概要図（せん断処理施設
のせん断機）

× - -

第6.1.2－３図
溶解施設の主要な計測制御系の系統概要図（溶解設備の溶解槽及び
硝酸供給槽）

× - -

第6.1.2－４図
分離施設の主要な計測制御系の系統概要図（抽出塔，第１洗浄塔，第
２洗浄塔及び補助抽出器）

× - -

第6.1.2－５図
分離施設の主要な計測制御系の系統概要図（分配設備のプルトニウ
ム分配塔及びプルトニウム洗浄器）

× - -

第6.1.2－６図 分離施設の主要な計測制御系の系統概要図（分配設備のウラン濃縮 × - -

第6.1.2－７図
精製施設の主要な計測制御系の系統概要図（プルトニウム精製設備
の逆抽出塔及びプルトニウム洗浄器）

× - -

第6.1.2－８図
精製施設の主要な計測制御系の系統概要図（プルトニウム精製設備
のプルトニウム濃縮缶及び注水槽）

× - -

第6.1.2－９図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン脱硝設備の脱硝 × - -
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第6.1.2－１０図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン脱硝設備内に置く
ウラン酸化物貯蔵容器）

× - -

第6.1.2－１１図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備）

× - -

第6.1.2－１２図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備）

× - -

第6.1.2－１３図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備）

× - -

第6.1.2－１４図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備）

× - -

第6.1.2－１５図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備）

× - -

第6.1.2－１６図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（秤量器による粉末払出
装置の起動回路)

× - -

第6.1.2－１７図
酸及び溶媒の回収施設の主要な計測制御系の系統概要図（酸回収設
備の第２酸回収系の蒸発缶）

× - -

第6.1.2－１８図
酸及び溶媒の回収施設の主要な計測制御系の系統概要図（溶媒回収
設備の第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔)

× - -

第6.1.2－１９図
気体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図（せん断処
理・溶解廃ガス処理設備）

× - -

第6.1.2－２０図
気体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図（分離建屋
塔槽類廃ガス処理設備）

× - -

第6.1.2－２１図
液体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図（高レベル
廃液濃縮缶）

× - -

第6.1.2－２２図
高レベル濃縮廃液貯槽に係る安全冷却水系及び安全圧縮空気系の系
統概要図（高レベル廃液処理設備の高レベル濃縮廃液貯槽）

× - -

第6.1.2－２３図
固体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図（高レベル
廃液ガラス固化設備）

× - -

6.1.3 安全保護回路 - - -
6.1.3.1 概要 × - -
6.1.3.2 設計方針 × - -
6.1.3.3 主要設備の仕様 × - -
6.1.3.4 主要設備 × - -
6.1.3.5 試験・検査 × - -
6.1.3.6 評価 × - -
第6.1.3－１表(1) 安全保護回路一覧表 × - -
第6.1.3－１表(2) 安全保護回路一覧表 × - -

第6.1.3－１図
液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による
加熱停止回路

× - -

第6.1.3－２図
溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断
処理施設のせん断機のせん断停止回路

× - -

第6.1.3－３図 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 × - -
第6.1.3－４図 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 × - -
第6.1.3－５図 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱温度高による加熱停止回路 × - -

第6.1.3－６図
酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高によ
る加熱停止回路

× - -

第6.1.3－７図 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 × - -
第6.1.3－８図 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 × - -

第6.1.3－９図
液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度
高による加熱停止回路

× - -

第6.1.3－１０図 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 × - -
第6.1.3－１１図 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 × - -

第6.1.3－１２図
気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの
閉止回路（分離建屋）

× - -

第6.1.3－１３図
気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの
閉止回路（精製建屋）

× - -

第6.1.3－１４図
固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラス
流下停止回路

× - -

第6.1.3－１５図
気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパ
の閉止回路

× - -

6.1.4 制御室 - - -

6.1.4.1 概要 ○ 20条 補2-7-別2-6

6.1.4.2 設計方針 ○ 20条 補2-7-別2-7

6.1.4.3 主要設備の仕様 △ 20条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「第6.1.4-１表」）

-

6.1.4.4 主要設備 - - -

6.1.4.4.1 中央制御室 ○ 20条 補2-7-別2-11

6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 ○ 20条 補2-7-別2-15

6.1.4.5 試験・検査 × - -
6.1.4.6 評価 ○ 20条 補2-7-別2-9
第6.1.4－１表 制御室の主要設備の仕様 ○ 20条 補2-7-別2-8
6.1.5 制御室換気設備 - - -
6.1.5.1 概要 ○ 20条 補2-7-別2-20

6.1.5.2 設計方針 ○ 20条 補2-7-別2-20

6.1.5.3 主要設備の仕様 × - -

6.1.5.4 主要設備 ○ 20条 補2-7-別2-20

6.1.5.5 試験・検査 × - -
6.1.5.6 評価 ○ 20条 補2-7-別2-22
第6.1.5－１表 制御建屋中央制御室換気設備の主要設備の仕様 ○ 20条 補2-7-別2-22
第6.1.5－２表 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の主要設備の仕様 ○ 20条 補2-7-別2-23
第6.1.5－１図 制御建屋中央制御室換気設備系統概要図 ○ 20条 補2-7-別2-23
第6.1.5－２図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要図 ○ 20条 補2-7-別2-24
6.2 重大事故等対処設備 - - -
6.2.1 計装設備 - - -
6.2.1.1 概要 × - -

6.2.1.2 設計方針 △ 43条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

6.2.1.3 主要設備及び仕様 × - -
6.2.1.4 系統構成及び主要設備 × - -
6.2.1.5 試験・検査 × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（1/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（2/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（3/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（4/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（5/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（6/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（7/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（8/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（9/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（10/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（11/16） × - -
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第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（12/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（13/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（14/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（15/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（16/16） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（1/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（2/12) × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（3/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（4/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（5/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（6/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（7/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（8/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（9/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（10/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（11/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（12/12） × - -
第6.2.1－３表 補助パラメータ（重大事故等対処設備）（1/3） × - -
第6.2.1－３表 補助パラメータ（重大事故等対処設備）（2/3） × - -
第6.2.1－３表 補助パラメータ（重大事故等対処設備）（3/3） × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(1/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(2/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(3/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(4/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(5/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(6/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(7/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(8/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(9/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(10/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(11/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(12/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(13/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(14/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(15/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(16/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(17/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(18/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(19/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(20/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(21/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(22/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(23/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(24/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(25/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(26/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(27/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(28/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(29/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(30/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(31/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(32/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(33/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(34/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(35/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(36/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(37/37) × - -
第6.2.1－４表(2) 計装設備に関連する電気設備の概略仕様(１／２) × - -
第6.2.1－４表(2) 計装設備に関連する電気設備の概略仕様(２／２) × - -
第6.2.1－４表(3) 計装設備に関連する電気設備の概略仕様(１／３) × - -
第6.2.1－４表(3) 計装設備に関連する電気設備の概略仕様(２／３) × - -
第6.2.1－４表(3) 計装設備に関連する電気設備の概略仕様(３／３) × - -
第6.2.1－４表(4) 計装設備に関連する圧縮空気設備の概略仕様 × - -
第6.2.1－４表(5) 計装設備に関連する圧縮空気設備の概略仕様 × - -
第6.2.1－1図 主要パラメータを計測する設備の計測概要図（エアパージ式） × - -
第6.2.1－2図 主要パラメータを計測する設備の計測概要図（熱電対／測温抵抗体） × - -
第6.2.1－3図 主要パラメータを計測する設備の計測概要図（水素濃度計） × - -

第6.2.1－4図
主要パラメータを計測する設備の計測概要図（使用済燃料貯蔵槽の冷
却等のために必要な計装設備）

× - -

第6.2.1－5図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（前
処理建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－6図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（前
処理建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－7図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（前
処理建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－8図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（前
処理建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－9図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（前
処理建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－10図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（精
製建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－11図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（精
製建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－12図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（精
製建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－13図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（精
製建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－14図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（精
製建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－15図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（制
御建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－16図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（制
御建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－17図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地下４階）

× - -

第6.2.1－18図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－19図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－20図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－21図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－22図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－23図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－24図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－25図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－26図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－27図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－28図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－29図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－30図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地下２階）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類六

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第6.2.1－31図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－32図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－33図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－34図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－35図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－36図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－37図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－38図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－39図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－40図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－41図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－42図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－43図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－44図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－45図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（前処理建屋 地下４階）

× - -

第6.2.1－46図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（前処理建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－47図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（前処理建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－48図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（前処理建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－49図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（前処理建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－50図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（分離建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－51図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（分離建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－52図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（分離建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－53図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（分離建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－54図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（分離建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－55図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（分離建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－56図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（精製建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－57図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（精製建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－58図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（精製建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－59図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（精製建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－60図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（精製建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－61図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（精製建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－62図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（精製建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－63図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－64図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－65図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－66図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－67図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－68図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－69図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－70図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－71図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な計
装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－72図
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－73図
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－74図
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－75図
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－76図
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－77図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設備の機器配置図
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－78図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設備の機器配置図
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－79図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地下４階）

× - -

第6.2.1－80図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－81図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－82図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－83図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－84図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－85図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－86図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－87図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－88図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－89図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－90図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地上３階）

× - -
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第6.2.1－91図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－92図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（精製建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－93図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（精製建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－94図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（精製建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－95図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（精製建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－96図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－97図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－98図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下４階）

× - -

第6.2.1－99図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－100図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－101図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－102図
重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計装設備の機器
配置図（第１保管庫・貯水槽）

× - -

第6.2.1－103図
重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計装設備の機器
配置図（第２保管庫・貯水槽）

× - -

6.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 - - -
6.2.2.1 概要 × - -
6.2.2.2 系統構成及び主要設備 × - -

6.2.2.3 設計方針 △ 34条,43条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

6.2.2.4 主要設備の仕様 × - -
6.2.2.5 試験・検査 × - -
第6.2.2－１表(１) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の主要設備の仕様 × - -
第6.2.2－１表(２) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路に関連する計装設備の概略 × - -
第6.2.2－１表(３) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路に関連する電気設備の概略 × - -
第6.2.2－１図 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の系統概要図 × - -
6.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 - - -
6.2.3.1 概要 × - -
6.2.3.2 系統構成及び主要設備 × - -

6.2.3.3 設計方針 △ 34条,43条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

6.2.3.4 主要設備の仕様 × - -
6.2.3.5 試験・検査 × - -
第6.2.3－１表(１) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の主要設備の仕様 × - -

第6.2.3－１表(２)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路に関連する計装設備の概
略仕様

× - -

第6.2.3－１表(３)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路に関連する電気設備の概
略仕様

× - -

第6.2.3－１図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路（前処理建屋）の系統概要 × - -
第6.2.3－２図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路（精製建屋）の系統概要図 × - -
6.2.4 重大事故時供給停止回路 - - -
6.2.4.1 概要 × - -
6.2.4.2 系統構成及び主要設備 × - -

6.2.4.3 設計方針 △ 43条,37条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

6.2.4.4 主要設備の仕様 × - -
6.2.4.5 試験・検査 × - -
第6.2.4－１表(1) 重大事故時供給停止回路の主要設備の仕様 × - -
第6.2.4－１表(2) 重大事故時供給停止回路に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第6.2.4－１表(3) 重大事故時供給停止回路に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第6.2.4－１図 重大事故時供給停止回路の系統概要図 × - -
6.2.5 制御室 - - -

6.2.5.1 概要 ○ 44条 補2-13-添2-6

6.2.5.2 設計方針 ○ 44条
補2-13-添2-6
補2-13-添2-9
補2-13-添2-14

6.2.5.3 主要設備及び仕様 × - -
6.2.5.4 系統構成及び主要設備 - - -

6.2.5.4.1 中央制御室 ○ 44条
補2-13-添2-7
補2-13-添2-9
補2-13-添2-15

6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 ○ 44条
補2-13-添2-7
補2-13-添2-10
補2-13-添2-16

6.2.5.5 試験・検査 × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（1/8） × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（2/8） × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（3/8） × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（4/8） ○ 44条 補2-13-添2-11
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（5/8） ○ 44条 補2-13-添2-11
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（6/8） × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（7/8） ○ 44条 補2-13-添2-16
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（8/8） × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(1/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(2/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(3/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(4/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(5/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(6/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(7/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(8/8) × - -

第6.2.5－１表(3)
制御室（重大事故等時）に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略
仕様（1/2）

× - -

第6.2.5－１表(3)
制御室（重大事故等時）に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略
仕様（2/2）

× - -

第6.2.5－１図
中央制御室の外から中央制御室に連絡する通路上の出入管理区画配
置概要図(制御建屋 地上1階)

× - -

第6.2.5－２図
出入管理建屋から中央制御室に連絡する通路上の出入管理区画配置
概要図(出入管理建屋 地上1階)

× - -

第6.2.5－３図
出入管理建屋から中央制御室に連絡する通路上の出入管理区画配置
概要図(制御建屋 地上1階)

× - -

第6.2.5－４図
中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制御建屋地下
１階）

× - -

第6.2.5－５図
中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制御建屋地上
１階）

× - -

第6.2.5－６図
中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制御建屋地上
２階）

× - -

第6.2.5－７図
中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制御建屋地上
３階）

× - -

第6.2.5－８図 パラメータの監視及び記録に使用する情報把握計装設備の系統図 × - -
第6.2.5－９図 パラメータの監視及び記録する計測制御設備の系統概要図 × - -
第6.2.5－１０図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図（その１） ○ 44条 補2-13-添2-12
第6.2.5－１１図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図（その２） ○ 44条 補2-13-添2-12
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申請書 添付書類六

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第6.2.5－１２図
屋外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に連絡する
通路上の出入管理区画配置概要図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地上１階）

× - -

第6.2.5－１３図
屋外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に連絡する
通路上の出入管理区画配置概要図(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地
上２階）

× - -

第6.2.5－１４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の重大事故等対処
設備の機器配置概要図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上１階）

× - -

第6.2.5－１５図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の重大事故等対処
設備の機器配置概要図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上２階）

× - -

第6.2.5－１６図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（重大事故等時）系
統概要図(その１）

○ 44条 補2-13-添2-13

第6.2.5－１７図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（重大事故等時）系
統概要図(その２)

○ 44条 補2-13-添2-13

6.3 参考文献一覧 × - -
7. 放射性廃棄物の廃棄施設 - - -
7.1 概要 × - -
7.2 気体廃棄物の廃棄施設 - - -
7.2.1 設計基準対象の施設 - - -
7.2.1.1 概要 × - -
7.2.1.2 せん断処理・溶解廃ガス処理設備 - - -

7.2.1.2.1 概要 △ 21条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

7.2.1.2.2 設計方針 × - -
7.2.1.2.3 主要設備の仕様 × - -

7.2.1.2.4 系統構成及び主要設備 △ 21条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

7.2.1.2.5 試験・検査 × - -
7.2.1.2.6 評価 × - -
7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備 - - -

7.2.1.3.1 概要 △ 21条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

7.2.1.3.2 設計方針 × - -
7.2.1.3.3 主要設備の仕様 × - -

7.2.1.3.4 系統構成及び主要設備 △ 21条
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，有毒ガスの
発生防止にのみ関係する項目

-

7.2.1.3.5 試験・検査 × - -
7.2.1.3.6 評価 × - -
7.2.1.4 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 - - -
7.2.1.4.1 概要 × - -
7.2.1.4.2 設計方針 × - -
7.2.1.4.3 主要設備の仕様 × - -
7.2.1.4.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.2.1.4.5 試験・検査 × - -
7.2.1.4.6 評価 × - -
7.2.1.5 換気設備 - - -
7.2.1.5.1 概要 × - -
7.2.1.5.2 設計方針 × - -
7.2.1.5.3 主要設備の仕様 × - -
7.2.1.5.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.2.1.5.5 試験・検査 × - -
7.2.1.5.6 評価 × - -
7.2.1.6 主排気筒 - - -
7.2.1.6.1 概要 × - -
7.2.1.6.2 設計方針 × - -
7.2.1.6.3 主排気筒の仕様 × - -
7.2.1.6.4 評価 × - -
7.2.2 重大事故等対処設備 - - -
7.2.2.1 代替換気設備 - - -
7.2.2.1.1 概要 × - -
7.2.2.1.2 系統構成及び主要設備 × - -

7.2.2.1.3 設計方針 △ 35条,36条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

7.2.2.1.4 主要設備の仕様 × - -
7.2.2.1.5 試験・検査 × - -
7.2.2.2 廃ガス貯留設備 - - -
7.2.2.2.1 概要 × - -
7.2.2.2.2 系統構成及び主要設備 × - -

7.2.2.2.3 設計方針 △ 34条,37条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

7.2.2.2.4 主要設備の仕様 × - -
7.2.2.2.5 試験・検査 × - -
第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－２表 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－３表 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－５表 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -

第7.2－６表
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備
の仕様

× - -

第7.2－７表 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕 × - -
第7.2－８表 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－９表 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -

第7.2－10表
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設
備の主要設備の仕様

× - -

第7.2－11表 ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－12表 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－13表 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－14表 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－15表 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－16表 前処理建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－17表 分離建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－18表 精製建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－19表 ウラン脱硝建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－20表 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－21表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－22表 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－23表 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－24表 低レベル廃液処理建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－25表 低レベル廃棄物処理建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－26表 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -

第7.2－27表
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備の主要設
備の仕様

× - -

第7.2－28表 分析建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－29表 北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の主要設備の仕様 × - -
第7.2－30表 主排気筒の仕様 × - -

第7.2－31表(1) 代替換気設備の主要設備の仕様 × - -

第7.2－31表(2) 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器 × - -
第7.2－31表(3) 「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器 × - -
第7.2－31表(4) 代替換気設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第7.2－31表(5) 代替換気設備に関連する主排気筒の概略仕様 × - -
第7.2－31表(6) 代替換気設備に関連する放射線管理施設の概略仕様 × - -
第7.2－31表(7) 代替換気設備に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第7.2－31表(8) 代替換気設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第7.2－32表(１) 廃ガス貯留設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－32表(２) 廃ガス貯留設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -

第7.2－32表(３)
廃ガス貯留設備に関連する代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の
概略仕様

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類六

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第7.2－32表(４)
廃ガス貯留設備に関連する重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路
の概略仕様

× - -

第7.2－32表(５) 廃ガス貯留設備に関連する重大事故時供給停止回路の概略仕様 × - -
第7.2－32表(６) 廃ガス貯留設備に関連する主排気筒の概略仕様 × - -
第7.2－32表(７) 廃ガス貯留設備に関連する低レベル廃液処理設備の概略仕様 × - -
第7.2－32表(８) 廃ガス貯留設備に関連する放射線管理施設の概略仕様 × - -
第7.2－32表(９) 廃ガス貯留設備に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第7.2－32表(１０) 廃ガス貯留設備に関連する圧縮空気設備の概略仕様 × - -
第7.2－32表(１１) 廃ガス貯留設備に関連する冷却水設備の概略仕様 × - -
第7.2－1図 気体廃棄物の廃棄施設系統概要図 × - -
第7.2－2図 せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－3図 フィルタ概要図 × - -
第7.2－4図(1) 塔槽類廃ガス処理設備系統概要図（その１） × - -
第7.2－4図(2) 塔槽類廃ガス処理設備系統概要図（その２） × - -
第7.2－5図 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－6図 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－7図（1） 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－7図（2） 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－8図 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－9図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－10図 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－11図 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－12図 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -

第7.2－13図
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理設
備系統概要図

× - -

第7.2－14図 ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－15図 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－16図 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－17図 ルテニウム吸着塔概要図 × - -
第7.2－18図(1) 換気設備排気系系統概要図（その1） × - -
第7.2－18図(2) 換気設備排気系系統概要図（その２） × - -
第7.2－19図 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－20図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－21図 前処理建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－22図 分離建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－23図 精製建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－24図 ウラン脱硝建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－25図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－26図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－27図 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－28図 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－29図 低レベル廃液処理建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－30図 低レベル廃棄物処理建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－31図 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－32図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備系統概要 × - -
第7.2－33図 分析建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－34図 北換気筒概要図 × - -
第7.2－35図 低レベル廃棄物処理建屋換気筒概要図 × - -
第7.2－36図 主排気筒概要図 × - -
第7.2－37図(1) セル導出設備の系統概要図（その１） × - -
第7.2－37図(2) セル導出設備の系統概要図（その２） × - -
第7.2－38図(1) 代替セル排気系の系統概要図（その１） × - -
第7.2－38図(2) 代替セル排気系の系統概要図（その２） × - -

第7.2－39図(1)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下４
階）

× - -

第7.2－39図(2)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下３
階）

× - -

第7.2－39図(3)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下１
階）

× - -

第7.2－39図(4)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地上１
階）

× - -

第7.2－39図(5)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地上２
階）

× - -

第7.2－39図(6)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下３階）

× - -

第7.2－39図(7)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下２階）

× - -

第7.2－39図(8)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下１階）

× - -

第7.2－39図(9)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上１階）

× - -

第7.2－39図(10)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上２階）

× - -

第7.2－39図(11)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上４階）

× - -

第7.2－39図(12)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下３階）

× - -

第7.2－39図(13)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下2 階）

× - -

第7.2－39図(14)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下1 階）

× - -

第7.2－39図(15)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上1 階）

× - -

第7.2－39図(16)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上２階）

× - -

第7.2－39図(17)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上３階）

× - -

第7.2－39図(18)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上４階）

× - -

第7.2－39図(19)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上５階）

× - -

第7.2－39図(20)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋（地下２階）

× - -

第7.2－39図(21)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第7.2－39図(22)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第7.2－39図(23)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第7.2－39図(24)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス
固化建屋（地下４階）

× - -

第7.2－39図(25)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス
固化建屋（地下３階）

× - -

第7.2－39図(26)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス
固化建屋（地下１階）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2
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第7.2－39図(27)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス
固化建屋（地上１階）

× - -

第7.2－39図(28)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス
固化建屋（地上２階）

× - -

第7.2－40図(1)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地下
４階）

× - -

第7.2－40図(2)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地下
３階）

× - -

第7.2－40図(3)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地下
２階）

× - -

第7.2－40図(4)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地下
１階）

× - -

第7.2－40図(5)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地上
１階）

× - -

第7.2－40図(6)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地上
２階）

× - -

第7.2－40図(7)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地上
３階）

× - -

第7.2－40図(8)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地下３
階）

× - -

第7.2－40図(9)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地下２
階）

× - -

第7.2－40図(10)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地下１
階）

× - -

第7.2－40図(11)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地上１
階）

× - -

第7.2－40図(12)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地上２
階）

× - -

第7.2－40図(13)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地上４
階）

× - -

第7.2－40図(14)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地下３
階）

× - -

第7.2－40図(15)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地下２
階）

× - -

第7.2－40図(16)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地下１
階）

× - -

第7.2－40図(17)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地上１
階）

× - -

第7.2－40図(18)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地上２
階）

× - -

第7.2－40図(19)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地上３
階）

× - -

第7.2－40図(20)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地上４
階）

× - -

第7.2－40図(21)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地上５
階）

× - -

第7.2－40図(22)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋 （地下２階）

× - -

第7.2－40図(23)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋 （地下１階）

× - -

第7.2－40図(24)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋 （地上１階）

× - -

第7.2－40図(25)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋 （地上２階）

× - -

第7.2－40図(26)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス
固化建屋 （地下４階）

× - -

第7.2－40図(27)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス
固化建屋 （地下３階）

× - -

第7.2－40図(28)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス
固化建屋 （地下２階）

× - -

第7.2－40図(29)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス
固化建屋 （地下１階）

× - -

第7.2－40図(30)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス
固化建屋 （地上１階）

× - -

第7.2－40図(31)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラス
固化建屋 （地上２階）

× - -

第7.2－41図 廃ガス貯留設備の系統概要図（前処理建屋） × - -
第7.2－42図 廃ガス貯留設備の系統概要図（精製建屋） × - -
第7.2－43図(1) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋 地下３階） × - -
第7.2－43図(2) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋 地下１階） × - -
第7.2－43図(3) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋 地上１階） × - -
第7.2－43図(4) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋 地上２階） × - -
第7.2－43図(5) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋 地下１階） × - -
第7.2－43図(6) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋 地上２階） × - -
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第7.2－43図(7) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋 地上４階） × - -
第7.2－43図(8) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋 地上５階） × - -
7.3 液体廃棄物の廃棄施設 - - -
7.3.1 概要 × - -
7.3.2 高レベル廃液処理設備 - - -
7.3.2.1 概要 × - -
7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備 - - -
7.3.2.2.1 概要 × - -
7.3.2.2.2 設計方針 × - -
7.3.2.2.3 主要設備の仕様 × - -
7.3.2.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.3.2.2.5 試験・検査 × - -
7.3.2.2.6 評価 × - -
7.3.2.3 高レベル廃液貯蔵設備 - - -
7.3.2.3.1 概要 × - -
7.3.2.3.2 設計方針 × - -
7.3.2.3.3 主要設備の仕様 × - -
7.3.2.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.3.2.3.5 試験・検査 × - -
7.3.2.3.6 評価 × - -
7.3.3 低レベル廃液処理設備 - - -
7.3.3.1 概要 × - -
7.3.3.2 設計方針 × - -
7.3.3.3 主要設備の仕様 × - -
7.3.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.3.3.5 試験・検査 × - -
7.3.3.6 評価 × - -
第7.3－１表 高レベル廃液濃縮設備の主要設備の仕様 × - -
第7.3－２表 高レベル廃液貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第7.3－３表 低レベル廃液処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.3－１図 高レベル廃液濃縮設備系統概要図 × - -
第7.3－２図 高レベル廃液濃縮缶概要図 × - -
第7.3－３図 高レベル廃液貯蔵設備系統概要図 × - -
第7.3－４図 高レベル濃縮廃液貯槽概要図 × - -
第7.3－５図 低レベル廃液処理設備系統概要図 × - -
7.4 固体廃棄物の廃棄施設 - - -
7.4.1 概要 × - -
7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備 - - -
7.4.2.1 概要 × - -
7.4.2.2 設計方針 × - -
7.4.2.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.2.5 試験・検査 × - -
7.4.2.6 評価 × - -
7.4.3 ガラス固化体貯蔵設備 - - -
7.4.3.1 概要 × - -
7.4.3.2 設計方針 × - -
7.4.3.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.3.5 試験・検査 × - -
7.4.3.6 評価 × - -
7.4.4 低レベル固体廃棄物処理設備 - - -
7.4.4.1 概要 × - -
7.4.4.2 低レベル濃縮廃液処理系 - - -
7.4.4.2.1 概要 × - -
7.4.4.2.2 設計方針 × - -
7.4.4.2.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.4.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.4.2.5 試験・検査 × - -
7.4.4.2.6 評価 × - -
7.4.4.3 廃溶媒処理系 - - -
7.4.4.3.1 概要 × - -
7.4.4.3.2 設計方針 × - -
7.4.4.3.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.4.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.4.3.5 試験・検査 × - -
7.4.4.3.6 評価 × - -
7.4.4.4 雑固体廃棄物処理系 - - -
7.4.4.4.1 概要 × - -
7.4.4.4.2 設計方針 × - -
7.4.4.4.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.4.4.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.4.4.5 試験・検査 × - -
7.4.4.4.6 評価 × - -
7.4.4.5 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系 - - -
7.4.4.5.1 概要 × - -
7.4.4.5.2 設計方針 × - -
7.4.4.5.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.4.5.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.4.5.5 試験・検査 × - -
7.4.4.5.6 評価 × - -
7.4.5 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 - - -
7.4.5.1 概要 × - -
7.4.5.2 設計方針 × - -
7.4.5.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.5.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.5.5 試験・検査 × - -
7.4.5.6 評価 × - -
第7.4－１表 高レベル廃液ガラス固化設備の主要設備の仕様 × - -
第7.4－２表 ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第7.4－３表 低レベル濃縮廃液処理系の主要設備の仕様 × - -
第7.4－４表 廃溶媒処理系の主要設備の仕様 × - -
第7.4－５表 雑固体廃棄物処理系の主要設備の仕様 × - -
第7.4－６表 ＣＢ・ＢＰ処理系の主要設備の仕様 × - -
第7.4－７表 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第7.4－１図 高レベル廃液ガラス固化設備系統概要図 × - -
第7.4－２図 ガラス溶融炉概要図 × - -
第7.4－３図 ガラス固化体概要図 × - -
第7.4－４図（１） ガラス固化体貯蔵設備概要図（第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟） × - -
第7.4－４図（２） ガラス固化体貯蔵設備概要図（第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟） × - -
第7.4－５図（１） 貯蔵ピット概要図（第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟） × - -
第7.4－５図（２） 貯蔵ピット概要図（第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟） × - -
第7.4－６図 低レベル固体廃棄物処理設備系統概要図 × - -
第7.4－７図 乾燥装置概要図 × - -
第7.4－８図 熱分解装置概要図 × - -
7.5 参考文献一覧 × - -
8. 放射線管理施設 - - -
8.1 設計基準対象の施設 - - -
8.1.1 概要 × - -
8.1.2 設計方針 × - -
8.1.3 主要設備の仕様 × - -
8.1.4 系統構成及び主要設備 × - -
8.1.4.1 出入管理関係設備 × - -
8.1.4.2 試料分析関係設備 × - -
8.1.4.3 放射線監視設備 × - -
8.1.4.4 環境管理設備 × - -
8.1.4.5 個人管理用設備 × - -
8.1.4.6 その他の設備 × - -
8.1.5 試験・検査 × - -
8.1.6 評価 × - -
第8.1－1表(1) 屋内モニタリング設備の主要な監視区域 × - -
第8.1－1表(2) 屋内モニタリング設備の主要な監視区域 × - -
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第8.1－1表(3) 屋内モニタリング設備の主要な監視区域 × - -
第8.1－2表 排気モニタリング設備のモニタリング内容 × - -
8.2 重大事故等対処設備 - - -
8.2.1 概要 × - -

8.2.2 設計方針 △ 45条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

8.2.3 主要設備の仕様 × - -
8.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
8.2.5 試験・検査 × - -
第8.2－１表 監視測定に係る目的に基づく設備一覧表 × - -
第8.2－２表 「監視測定」の対処の実施項目 × - -
第8.2－３表(1) 放射線管理施設の主要設備の仕様 × - -
第8.2－３表(2) 放射線管理施設に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第8.2－３表(3) 放射線管理施設に関連する電気設備の概略仕様 × - -

第8.2－３表(4)
放射線管理施設に関連する補機駆動用燃料補給設備
の概略仕様

× - -

第8.2－１図 監視測定設備の機器配置概要図（主排気筒管理建屋地上１階） × - -
第8.2－２図 監視測定設備の機器配置概要図（制御建屋地下１階） × - -
第8.2－３図 監視測定設備の機器配置概要図（制御建屋地上１階） × - -
第8.2－４図 監視測定設備の機器配置概要図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上 × - -
第8.2－５図 代替モニタリング設備（主排気筒管理建屋）の系統概要図 × - -
第8.2－６図 代替モニタリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋）の系統概要 × - -
第8.2－７図 可搬型データ伝送装置及び可搬型データ表示装置の系統概要図 × - -
第8.2－８図 可搬型発電機接続時の系統図 × - -
8.3 参考文献一覧 × - -
9 その他再処理設備の附属施設 - - -
9.1 概要 × - -
9.2 電気設備 - - -
9.2.1 設計基準対象の施設 - - -
9.2.1.1 概要 × - -
9.2.1.2. 設計方針 × - -
9.2.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.2.1.4 主要設備 × - -
9.2.1.4.1 受電開閉設備 × - -
9.2.1.4.2 変圧器 × - -
9.2.1.4.3 所内高圧系統 × - -
9.2.1.4.4 所内低圧系統 × - -
9.2.1.4.5 ディーゼル発電機 × - -
9.2.1.4.6 直流電源設備 × - -
9.2.1.4.7 計測制御用交流電源設備 × - -
9.2.1.4.8 再処理施設内機器 × - -
9.2.1.4.9 照明及び作業用電源設備 × - -
9.2.1.4.10 ケーブル及び電線路 × - -
9.2.1.4.11 燃料貯蔵設備 × - -
9.2.1.5 母線切替 × - -
9.2.1.6 試験・検査 × - -
9.2.1.7 評価 × - -
9.2.2 重大事故等対処設備 - - -
9.2.2.1 概要 × - -

9.2.2.2 設計方針 △ 42条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

9.2.2.3 主要設備の仕様 × - -
9.2.2.4 系統構成 × - -
9.2.2.5 試験・検査 × - -
第9.2－１表 受電開閉設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－２表 受電変圧器の主要設備の仕様 × - -
第9.2－３(1)表 非常用母線の設備仕様 × - -
第9.2－３(2)表 運転予備用母線及び常用母線の設備仕様 × - -
第9.2－４表 ディーゼル発電機の主要設備の仕様 × - -
第9.2－５表(1) 直流電源設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－５表(2) 直流電源設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－６表(1) 計測制御用交流電源設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－６表(2) 計測制御用交流電源設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－７表 照明設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－８表 非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－９表 運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -

第9.2－10表
常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対処設備の主要機
器仕様

× - -

第9.2－11表 可搬型重大事故等対処設備の主要負荷 × - -
第9.2－１図 受変電設備及びディーゼル発電設備単線結線図 × - -
第9.2－２図(1) 主要建屋内単線結線図 × - -
第9.2－２図(2) 主要建屋内単線結線図 × - -
第9.2－２図(3) 主要建屋内単線結線図 × - -
第9.2－２図(4) 主要建屋内単線結線図 × - -
第9.2－２図(5) 主要建屋内単線結線図 × - -
第9.2－３図 直流電源設備単線結線図 × - -
第9.2－４図 計測制御用交流電源設備単線結線図 × - -
第9.2－５図 第１非常用ディーゼル発電機負荷容量曲線 × - -
第9.2－６図 第２非常用ディーゼル発電機負荷容量曲線 × - -
第9.2－７図 燃料油供給系統概要図 × - -
第9.2－８図 可搬型発電機の機器配置概要図 × - -
第9.2－９図 前処理建屋の重大事故対処用母線配置図（地上１階） × - -
第9.2－10図 分離建屋の重大事故対処用母線配置図（地上４階） × - -
第9.2－11図 精製建屋の重大事故対処用母線配置図（地上１階） × - -

第9.2－12図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線配置図（地
上１階）

× - -

第9.2－13図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線配置図（地
下１階）

× - -

第9.2－14図 高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線配置図（地下１ × - -

第9.2－15図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（前処理建屋可搬
型発電機接続時）

× - -

第9.2－16図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（分離建屋可搬型
発電機接続時）

× - -

第9.2－17図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（制御建屋可搬型
発電機接続時）

× - -

第9.2－18図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋可搬型発電機接続時（精製建屋への給電を含む））

× - -

第9.2－19図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋可搬型発電機接続時）

× - -

第9.2－20図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機接続時）

× - -

第9.2－21図(1)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（１／８）

× - -

第9.2－21図(2)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（２／８）

× - -

第9.2－21図(3)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（３／８）

× - -

第9.2－21図(4)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（４／８）

× - -

第9.2－21図(5)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（５／８）

× - -

第9.2－21図(6)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（６／８）

× - -

第9.2－21図(7)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（７／８）

× - -

第9.2－21図(8)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（８／８）

× - -

9.3 圧縮空気設備 - - -
9.3.1 設計基準対象の施設 × - -
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9.3.1.1 概要 × - -
9.3.1.2 設計方針 × - -
9.3.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.3.1.4 主要設備 × - -
9.3.1.5 試験・検査 × - -
9.3.1.6 評価 × - -
9.3.2 重大事故等対処設備 - - -
9.3.2.1 代替安全圧縮空気系 - - -
9.3.2.1.1 概要 × - -
9.3.2.1.2 系統構成及び主要設備 × - -

9.3.2.1.3 設計方針 △ 36条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

9.3.2.1.4 主要設備の仕様 × - -
9.3.2.1.5 試験・検査 × - -
9.3.2.2 臨界事故時水素掃気系 - - -
9.3.2.2.1 概要 × - -
9.3.2.2.2 系統構成及び主要設備 × - -

9.3.2.2.3 設計方針 △ 34条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

9.3.2.2.4 主要設備の仕様 × - -
9.3.2.2.5 試験・検査 × - -
第9.3－１表 圧縮空気設備の主要設備の仕様 × - -
第9.3－２表(1) 水素掃気用安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する主要機器 × - -
第9.3－２表(2) 水素掃気用安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する主要機器 × - -
第9.3－３表 水素爆発の発生を仮定する機器 × - -
第9.3－４表(1) 代替安全圧縮空気系の主要設備の仕様 × - -
第9.3－４表(2) 代替安全圧縮空気系に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.3－４表(3) 代替安全圧縮空気系に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕 × - -
第9.3－５表(１) 臨界事故時水素掃気系の主要設備の仕様 × - -
第9.3－５表(２) 臨界事故時水素掃気系に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.3－５表(３) 臨界事故時水素掃気系に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第9.3－５表(４) 臨界事故時水素掃気系に関連する圧縮空気設備の概略仕様 × - -
第9.3－1図 圧縮空気設備系統概要図 × - -
第9.3－2図 安全圧縮空気系系統概要図 × - -

第9.3－3図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（前処理建屋）（その１）

× - -

第9.3－3図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（前処理建屋）（その２）

× - -

第9.3－4図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）（その１）

× - -

第9.3－4図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）（その２）

× - -

第9.3－5図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）（その１）

× - -

第9.3－5図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）（その２）

× - -

第9.3－6図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）
（その１）

× - -

第9.3－6図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）
（その２）

× - -

第9.3－7図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃液ガラス固化建屋）（その
１）

× - -

第9.3－7図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃液ガラス固化建屋）（その
２）

× - -

第9.3－8図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（前処理建屋）（その１）

× - -

第9.3－8図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（前処理建屋）（その２）

× - -

第9.3－9図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）（その１）

× - -

第9.3－9図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）（その２）

× - -

第9.3－10図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）（その１）

× - -

第9.3－10図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）（その２）

× - -

第9.3－11図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）
（その１）

× - -

第9.3－11図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）
（その２）

× - -

第9.3－12図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃液ガラス固化建屋）（その
１）

× - -

第9.3－12図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃液ガラス固化建屋）（その
２）

× - -

第9.3－13図(1) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋 地下４階） × - -
第9.3－13図(2) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋 地下３階） × - -
第9.3－13図(3) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋 地上１階）１／ × - -
第9.3－13図(3) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋 地上１階）２／ × - -
第9.3－13図(4) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋 地上２階） × - -
第9.3－13図(5) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地下３階） × - -
第9.3－13図(6) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地下２階） × - -
第9.3－13図(7) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地下１階） × - -
第9.3－13図(8) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地上１階） × - -
第9.3－13図(9) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地上２階） × - -
第9.3－13図(10) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地上３階） × - -
第9.3－13図(11) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地下３階） × - -
第9.3－13図(12) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地下２階） × - -
第9.3－13図(13) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地下１階） × - -
第9.3－13図(14) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地上１階） × - -
第9.3－13図(15) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地上２階） × - -
第9.3－13図(16) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地上３階） × - -
第9.3－13図(17) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地上４階） × - -

第9.3－13図(18)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋 地下２階）

× - -

第9.3－13図(19)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋 地下１階）

× - -

第9.3－13図(20)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋 地上１階）

× - -

第9.3－13図(21)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地下４階）

× - -

第9.3－13図(22)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地下３階）

× - -

第9.3－13図(23)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地下２階）

× - -

第9.3－13図(24)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地下１階）

× - -

第9.3－13図(25)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地上１階）

× - -
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第9.3－13図(26)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地上２階）

× - -

第9.3－14図(1)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（前処理建屋
地上１階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(2)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
下２階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(3)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上１階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(4)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上２階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(5)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上３階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(6)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
下１階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(7)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上１階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(8)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上２階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(9)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上３階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(10)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋 地上１階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

× - -

第9.3－14図(11)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋 地上２階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

× - -

第9.3－14図(12)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下３階）（水素爆発を未然に防止するための空気の
供給）

× - -

第9.3－14図(13)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下２階）（水素爆発を未然に防止するための空気の
供給）

× - -

第9.3－14図(14)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下１階）（水素爆発を未然に防止するための空気の
供給）

× - -

第9.3－14図(15)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地上１階）（水素爆発を未然に防止するための空気の
供給）

× - -

第9.3－14図(16)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（前処理建屋
地上１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(17)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（前処理建屋
地上２階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(18)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
下１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(19)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(20)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上２階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(21)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上３階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(22)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
下１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(23)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(24)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上２階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(25)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上３階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(26)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上４階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(27)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋 地上１階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

× - -

第9.3－14図(28)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋 地上２階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

× - -

第9.3－14図(29)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下３階）（水素爆発の再発を防止するための空気の
供給）

× - -

第9.3－14図(30)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下２階）（水素爆発の再発を防止するための空気の
供給）

× - -

第9.3－14図(31)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の
供給）

× - -

第9.3－14図(32)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地上１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の
供給）

× - -

第9.3－15図(1) 臨界事故時水素掃気系の系統概要図（前処理建屋） × - -
第9.3－15図(2) 臨界事故時水素掃気系の系統概要図（精製建屋） × - -
第9.3－16図(1) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（前処理建屋 地上１階） × - -
第9.3－16図(2) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（前処理建屋 地上３階） × - -
第9.3－16図(3) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋 地下１階） × - -
第9.3－16図(4) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋 地上１階） × - -
第9.3－16図(5) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋 地上２階） × - -
第9.3－16図(6) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋 地上４階） × - -

第9.3－17図(1)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（前処理建屋
地上１階）

× - -

第9.3－17図(2)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（前処理建屋
地上３階）

× - -

第9.3－17図(3)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋
地下１階）

× - -

第9.3－17図(4)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋
地上１階）

× - -

第9.3－17図(5)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋
地上２階）

× - -

第9.3－17図(6)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋
地上４階）

× - -

9.4 給水処理設備 - - -
9.4.1 設計基準対象の施設 - - -
9.4.1.1 概要 × - -
9.4.1.2 設計方針 × - -
9.4.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.4.1.4 主要設備 × - -
9.4.1.5 評価 × - -
9.4.2 重大事故等対処設備 - - -
9.4.2.1 水供給設備 - - -
9.4.2.1.1 概要 × - -

9.4.2.1.2 設計方針 △ -
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

9.4.2.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.4.2.1.4 系統構成及び主要設備 × - -
9.4.2.1.5 試験・検査 × - -
第9.4－１表 給水処理設備の主要設備の仕様 × - -
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申請書 添付書類六

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第9.4－２表（１） 水供給設備の主要設備の仕様 × - -
第9.4－２表（２） 水供給設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.4－２表（３） 水供給設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第9.4－１図(１) 給水処理設備系統概要図 × - -
第9.4－１図(２) 給水処理設備系統概要図 × - -

第9.4－２図
水供給設備の系統概要図（蒸発乾固への対処及び燃料貯蔵プール等
への注水）

× - -

第9.4－３図

水供給設備の系統概要図（燃料貯蔵プール等への水のスプレイ，燃料
貯蔵プール等への大容量の注水に係る
第１貯水槽への水の補給）

× - -

第9.4－４図
水供給設備の系統概要図（大気中への放射性物質の放出抑制への対
処に係る第１貯水槽への水の補給）

× - -

第9.4－５図
水供給設備の系統概要図（航空機衝突による航空機燃料火災，化学
火災への対処）

× - -

第9.4－６図 水供給設備の機器配置概要図（第１保管庫・貯水所 地下） × - -
第9.4－７図 水供給設備の機器配置概要図（第１保管庫・貯水所 地上１階） × - -
第9.4－８図 水供給設備の機器配置概要図（第１保管庫・貯水所 断面） × - -
第9.4－９図 水供給設備の機器配置概要図（第２保管庫・貯水所 地下） × - -
第9.4－10図 水供給設備の機器配置概要図（第２保管庫・貯水所 地上１階） × - -
第9.4－11図 水供給設備の機器配置概要図（第２保管庫・貯水所 断面） × - -
9.5 冷却水設備 - - -
9.5.1 設計基準対象の施設 - - -
9.5.1.1 概要 × - -
9.5.1.2 設計方針 × - -
9.5.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.5.1.4 主要設備 × - -
9.5.1.5 試験・検査 × - -
9.5.1.6 評価 × - -
9.5.2 重大事故等対処設備 - - -
9.5.2.1 代替安全冷却水系 - - -
9.5.2.1.1 概要 × - -
9.5.2.1.2 系統構成及び主要設備 × - -

9.5.2.1.3 設計方針 △ 35条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

9.5.2.1.4 主要設備の仕様 × - -
9.5.2.1.5 試験・検査 × - -
第9.5－１表(１) 冷却水設備の主要設備の仕様 × - -
第9.5－１表(２) 冷却水設備の主要設備の仕様 × - -

第9.5－２表
再処理設備本体用の安全冷却水系から崩壊熱除去用冷却水の供給
が必要な施設

× - -

第9.5－３表(1) 代替安全冷却水系の主要設備の仕様 × - -
第9.5－３表(2) 代替安全冷却水系に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.5－３表(3) 代替安全冷却水系に関連する放射線管理施設の概略仕様 × - -
第9.5－３表(4) 代替安全冷却水系に関連する水供給設備の概略仕様 × - -
第9.5－３表(5) 代替安全冷却水系に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第9.5－４表 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する対象機器 × - -
第9.5－1図 冷却水設備系統概要図 × - -
第9.5－２図(１) 一般冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－２図(２) 一般冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－２図(３) 一般冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－２図(４) 一般冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－２図(５) 一般冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－３図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系系統概要 × - -
第9.5－４図 再処理設備本体用の安全冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－５図 第２非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系系統概要図 × - -

第9.5－６図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔Ｂ基
礎機器配置図（地下２階）

× - -

第9.5－７図
代替安全冷却水系の系統概要図（内部ループへの通水による冷却）
（その１）

× - -

第9.5－７図
代替安全冷却水系の系統概要図（内部ループへの通水による冷却）
（その２）

× - -

第9.5－８図(１)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 前処理建屋（地下４階）

× - -

第9.5－８図(２)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－８図(３)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－８図(４)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－８図(５)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 分離建屋（地下３階）

× - -

第9.5－８図(６)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－８図(７)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－８図(８)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－８図(９)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－８図(１０)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－８図(１１)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 精製建屋（地下３階）

× - -

第9.5－８図(１２)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－８図(１３)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－８図(１４)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 精製建屋（地上１階）

× - -

第9.5－８図(１５)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 精製建屋（地上２階）

× - -

第9.5－８図(１６)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 精製建屋（地上３階）

× - -

第9.5－８図(１７)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 精製建屋（地上４階）

× - -

第9.5－８図(１８)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－８図(１９)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－８図(２０)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－８図(２１)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

× - -

第9.5－８図(２２)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

× - -

第9.5－８図(２３)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -

第9.5－８図(２４)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－８図(２５)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

第9.5－８図(２６)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接続
口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階）

× - -

第9.5－９図(１)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配
置図及び接続口一覧 前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－９図(２)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配
置図及び接続口一覧 分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－９図(３)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配
置図及び接続口一覧 分離建屋（地下１階）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類六

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第9.5－９図(４)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配
置図及び接続口一覧 分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－９図(５)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配
置図及び接続口一覧 分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－９図(６)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配
置図及び接続口一覧 精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－９図(７)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配
置図及び接続口一覧 精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－９図(８)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配
置図及び接続口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－９図(９)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配
置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -

第9.5－９図(１０)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口配
置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

第9.5－10図 代替安全冷却水系の系統概要図（貯槽等への注水）（その１） × - -
第9.5－10図 代替安全冷却水系の系統概要図（貯槽等への注水）（その２） × - -

第9.5－11図(１)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下４階）

× - -

第9.5－11図(２)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－11図(３)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－11図(４)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－11図(５)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地上３階）

× - -

第9.5－11図(６)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下３階）

× - -

第9.5－11図(７)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－11図(８)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－11図(９)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－11図(１０)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－11図(１１)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－11図(１２)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下３階）

× - -

第9.5－11図(１３)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－11図(１４)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－11図(１５)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上１階）

× - -

第9.5－11図(１６)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上２階）

× - -

第9.5－11図(１７)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上３階）

× - -

第9.5－11図(１８)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上４階）

× - -

第9.5－11図(１９)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－11図(２０)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－11図(２１)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－11図(２２)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

× - -

第9.5－11図(２３)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

× - -

第9.5－11図(２４)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -

第9.5－11図(２５)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－11図(２６)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

第9.5－11図(２７)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階）

× - -

第9.5－12図(１)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－12図(２)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 前処理建屋（地上３階）

× - -

第9.5－12図(３)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－12図(４)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－12図(５)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－12図(６)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－12図(７)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 精製建屋（地上１階）

× - -

第9.5－12図(８)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 精製建屋（地上４階）

× - -

第9.5－12図(９)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－12図(１０)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－12図(１１)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

× - -

第9.5－12図(１２)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -

第9.5－12図(１３)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－12図(１４)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

第9.5－13図
代替安全冷却水系の系統概要図（冷却コイル等への通水による冷却）
（その１）

× - -

第9.5－13図
代替安全冷却水系の系統概要図（冷却コイル等への通水による冷却）
（その２）

× - -

第9.5－14図(１)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地下４階）

× - -

第9.5－14図(２)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－14図(３)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－14図(４)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－14図(５)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地下３階）

× - -

第9.5－14図(６)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－14図(７)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－14図(８)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－14図(９)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地上２階）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類六

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第9.5－14図(１０)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－14図(１１)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地下３階）

× - -

第9.5－14図(１２)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－14図(１３)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－14図(１４)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地上１階）

× - -

第9.5－14図(１５)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地上２階）

× - -

第9.5－14図(１６)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地上４階）

× - -

第9.5－14図(１７)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－14図(１８)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－14図(１９)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－14図(２０)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

× - -

第9.5－14図(２１)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

× - -

第9.5－14図(２２)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -

第9.5－14図(２３)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－14図(２４)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

第9.5－14図(２５)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階）

× - -

第9.5－15図(１)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－15図(２)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－15図(３)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－15図(４)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－15図(５)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－15図(６)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－15図(７)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－15図(８)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－15図(９)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下３階）

× - -

第9.5－15図(１０)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－15図(１１)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－15図(１２)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－15図(１３)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -

第9.5－15図(１４)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－16図 代替安全冷却水系の系統概要図（凝縮器への通水による冷却）（その × - -
第9.5－16図 代替安全冷却水系の系統概要図（凝縮器への通水による冷却）（その × - -

第9.5－17図(１)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下４階）

× - -

第9.5－17図(２)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－17図(３)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－17図(４)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－17図(５)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下３階）

× - -

第9.5－17図(６)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－17図(７)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－17図(８)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－17図(９)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－17図(１０)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－17図(１１)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下３階）

× - -

第9.5－17図(１２)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－17図(１３)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－17図(１４)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上１階）

× - -

第9.5－17図(１５)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上２階）

× - -

第9.5－17図(１６)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上４階）

× - -

第9.5－17図(１７)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－17図(１８)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－17図(１９)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－17図(２０)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

× - -

第9.5－17図(２１)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

× - -

第9.5－17図(２２)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－17図(２３)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

第9.5－18図(１)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－18図(２)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－18図(３)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－18図(４)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－18図(５)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧精製建屋（地上２階）

× - -

第9.5－18図(６)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧精製建屋（地上４階）

× - -
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第9.5－18図(７)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－18図(８)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－18図(９)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

9.6 蒸気供給設備 - - -
9.6.1 概要 × - -
9.6.2 設計方針 × - -
9.6.3 主要設備の仕様 × - -
9.6.4 主要設備 × - -
9.6.5 試験・検査 × - -
9.6.6 評価 × - -
第9.6－１表 蒸気供給設備の主要設備の仕様 × - -
第9.6－1図 蒸気供給設備系統概要図 × - -
第9.6－２図 一般蒸気系系統概要図 × - -
第9.6－３図 安全蒸気系系統概要図 × - -
9.7 主要な試験施設 × - -
9.8 分析設備 - - -
9.8.1 概要 × - -
9.8.2 設計方針 × - -
9.8.3 主要設備の仕様 × - -

9.8.4 系統構成及び主要設備 × - -

9.8.5 試験・検査 × - -
9.8.6 評価 × - -
第9.8－１表 分析設備の主要設備の仕様 × - -
第9.8－2表 主要な試料採取項目 × - -
第9.8－3表 分析済溶液処理系の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第9.8－1図 分析済溶液処理系系統概要図 × - -
9.9 化学薬品貯蔵供給設備 - - -

9.9.1 概要 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
12条 補11-4-30

9.9.2 設計方針 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
12条 補11-4-30

9.9.3 主要設備の仕様 △
化学薬品貯蔵

供給設備
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「第9.9-１表」）

-

9.9.4 主要設備 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
12条 補11-4-30

9.9.5 評価 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
12条 補11-4-31

第9.9－１表 化学薬品貯蔵供給設備の主要設備の仕様 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
12条 補11-4-31

第9.9－１図 主要な化学薬品貯蔵供給系系統概要図 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
12条 補11-4-32

9.10 火災防護設備 ○
5条
29条

補2-8-添2-5
補3-2-添2-4

9.10.1 安全機能を有する施設に対する火災防護設備 - - -
9.10.1.1 概要 ○ 5条 補2-8-添2-5
9.10.1.2 設計方針 ○ 5条 補2-8-添2-5

9.10.1.3 主要設備の仕様 △ 5条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「第9.10-２表」）

-

9.10.1.4 主要設備 ○ 5条 補2-8-添2-9

9.10.1.5 試験・検査 × - -

9.10.1.6 評価 × - -

9.10.2 重大事故等対処施設に対する火災防護設備 - - -
9.10.2.1 概要 ○ 29条 補3-2-添2-4

9.10.2.2 設計方針 ○ 29条 補3-2-添2-4

9.10.2.3 主要設備の仕様 △ 29条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「第9.10-４表」）

-

9.10.2.4 主要設備 ○ 29条 補3-2-添2-6

9.10.2.5 試験・検査 × - -

9.10.2.6 評価 × - -

第9.10－１表 火災感知設備の火災感知器の組合せ × - -
第9.10－２表 消火設備の主要設備の仕様 ○ 5条 補2-8-添2-10
第9.10－３表 火災感知設備の火災感知器の組合せ × - -
第9.10－４表 消火設備の主要設備の仕様 ○ 29条 補3-2-添2-7
第9.10－１図 火災感知設備系統概要図 × - -
第9.10－２図 消火水供給設備系統概要図 × - -
第9.10－３図 火災感知設備系統概要図（重大事故等対処施設用） × - -
第9.10－４図 消火水供給設備系統概要図（緊急時対策建屋） × - -
9.11 竜巻防護対策設備 - - -
9.11.1 概要 × - -
9.11.2 設計方針 △ 9条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
9.11.3 主要設備の仕様 × - -
9.11.4 主要設備 × - -
9.11.5 試験・検査 × - -
9.11.6 評価 △ 9条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
第9.11.3－１表 竜巻防護対策設備の仕様 × - -
第9.11.4－１図 竜巻防護対策設備配置図 × - -
第9.11.4－２図（１） 飛来物防護板概略図（非常用電源建屋） × - -
第9.11.4－２図（２） 飛来物防護板概略図（主排気筒周辺） × - -
第9.11.4－２図（３） 飛来物防護板概略図（開口部） × - -
第9.11.4－３図 飛来物防護ネット概略図 × - -
9.12 溢水防護設備 × - -
9.13 化学薬品防護設備 ○ 12条 補11-4-15

9.14 補機駆動用燃料補給設備 - - -

9.14.1 概要 × - -

9.14.2 設計方針 △ 42条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

9.14.3 主要設備の仕様 × - -
9.14.4 系統構成 × - -
9.14.5 試験・検査 × - -
第9.14－１表 補機駆動用燃料補給設備の設備仕様 × - -
第9.14－１図 軽油貯槽の配置図 × - -
第9.14－２図 補機駆動用燃料補給設備の系統概要図 × - -
9.15 放出抑制設備 - - -
9.15.1 放水設備 - - -
9.15.1.1 概要 × - -

9.15.1.2 設計方針 △ 40条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

9.15.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.15.1.4 系統構成及び主要設備 × - -
9.15.1.5 試験・検査 × - -
9.15.2 注水設備 - - -
9.15.2.1 概要 × - -
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9.15.2.2 設計方針 △ 40条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

9.15.2.3 主要設備の仕様 × - -
9.15.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
9.15.2.5 試験・検査 × - -
9.15.3 抑制設備 - - -
9.15.3.1 概要 × - -

9.15.3.2 設計方針 △ 40条
大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目
引用のみの項目（引用元：「1.7.18(1)a.」，「1.7.18(3)a.」及び
「1.7.18(4)a.」）

-

9.15.3.3 主要設備の仕様 × - -
9.15.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
9.15.3.5 試験・検査 × - -
第9.15－１表(1) 放水設備の主要設備の仕様 × - -
第9.15－１表(2) 放水設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.15－１表(3) 放水設備に関連する水供給設備の概略仕様 × - -
第9.15－１表(4) 放水設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第9.15－１表(5) 放水設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第9.15－２表(1) 注水設備の主要設備の仕様 × - -
第9.15－２表(2) 注水設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.15－２表(3) 注水設備に関連する水供給設備の概略仕様 × - -
第9.15－２表(4) 注水設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第9.15－２表(5) 注水設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第9.15－３表(1) 抑制設備の主要設備の仕様 × - -
第9.15－３表(2) 抑制設備に関連する水供給設備の概略仕様 × - -
第9.15－３表(3) 抑制設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第9.15－３表(4) 抑制設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第9.15－１図 放水設備の系統概要図（大気中への放射性物質の放出を抑制） × - -

第9.15－２図
放水設備の系統概要図（再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災への対処）

× - -

第9.15－３図 注水設備の系統概要図（工場等外への放射線の放出を抑制） × - -
第9.15－４図 抑制設備の配置図 × - -
9.16 緊急時対策所 - - -
9.16.1 設計基準対象の施設 - - -

9.16.1.1 概要 ○ 26条 補2-4-別2-2

9.16.1.2 設計方針 ○ 26条 補2-4-別2-3

9.16.1.3 主要設備の仕様 △ 26条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「第9.16-１表(1)」）

-

9.16.1.4 主要設備 ○ 26条 補2-4-別2-3

9.16.1.5 試験・検査 × - -

9.16.2 重大事故等対処設備 - - -

9.16.2.1 概要 ○ 46条 補2-10-添2-7

9.16.2.2 設計方針 ○ 46条
補2-10-添2-9
補2-10-添2-14

9.16.2.3 主要設備の仕様 △ 46条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「第9.16-２表(1)」）

-

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 ○ 46条

補2-10-添2-8
補2-10-添2-10
補2-10-添2-15
補2-10-添2-17

9.16.2.5 試験・検査 × - -

第9.16－１表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様 ○ 26条 補2-4-別2-4

第9.16－１表(2) 通信連絡設備の概略仕様 △ 26条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「第9.17.1-１表(1)」及び「第9.17.1-１表(2)」）

-

第9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様（重大事故等対処設備） ○ 46条
補2-10-添2-12
補2-10-添2-16

第9.16－２表(2) 放射線管理施設の概略仕様 × - -

第9.16－２表(3) 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の概略仕様 △ 46条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「第9.17.2-３表」）

-

第9.16－１図 データ収集装置及びデータ表示装置の系統概要図 × - -

第9.16－２図 緊急時対策建屋機器配置図（地下1階） × - -
第9.16－３図 緊急時対策建屋機器配置図（地上1階） × - -
第9.16－４図 緊急時対策建屋換気設備の系統概要図 ○ 46条 補2-10-添2-13

第9.16－５図 情報収集装置及び情報表示装置の系統概要図 × - -

第9.16－６図 緊急時対策建屋電源設備の系統概要図 × - -
第9.16－７図 燃料補給設備の系統概要図 × - -
9.17 通信連絡設備 - - -
9.17.1 設計基準対象の施設 - - -
9.17.1.1 概要 ○ 27条 補2-16-別2-4
9.17.1.2 設計方針 ○ 27条 補2-16-別2-5

9.17.1.3 主要設備の仕様 △ 27条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「第9.17.1-１表」）

-

9.17.1.4 主要設備 ○ 27条
補2-16-別2-6
補2-16-別2-8

9.17.1.5 試験・検査 × - -

9.17.1.6 手順等 × - -

第9.17.1－１表(1) 通信連絡設備の主要設備の仕様 ○ 27条 補2-16-別2-7
第9.17.1－１表(2) 通信連絡設備の主要設備の仕様 ○ 27条 補2-16-別2-9

9.17.2 重大事故等対処設備 - - 47-5

9.17.2.1 概要 ○ 47条 補2-14-別2-5

9.17.2.2 設計方針 ○ 47条 補2-14-別2-5

9.17.2.3 主要設備の仕様 △ 47条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある項
目（引用元：「第9.17.2-１表」，「第9.17.2-２表」及び「第9.17.2-３表」）

-

9.17.2.4 系統構成及び主要設備 ○ 47条
補2-14-別2-7
補2-14-別2-10
補2-14-別2-14

9.17.2.5 試験・検査 × - -
第9.17.2－１表(1) 通信連絡設備の一覧 ○ 47条 補2-14-別2-8
第9.17.2－１表(2) 通信連絡設備の一覧 ○ 47条 補2-14-別2-11
第9.17.2－２表 代替通信連絡設備の一覧 ○ 47条 補2-14-別2-15

第9.17.2－３表（１） 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の主要機器仕様 ○ 47条
補2-14-別2-9
補2-14-別2-12
補2-14-別2-16

第9.17.2－３表（２） 通信連絡設備に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第9.17.2－３表（３） 代替通信連絡設備に関連する制御室（重大事故等時）の概略仕様 × - -
第9.17.2－３表（４） 代替通信連絡設備に関連する放射線管理施設の概略仕様 × - -
第9.17.2－３表（５） 代替通信連絡設備に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第9.17.2－３表（６） 代替通信連絡設備に関連するの緊急時対策建屋電源設備の概略仕 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類六

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第9.17.2－１図 通信連絡設備の系統概要図 ○ 47条
補2-14-別2-9
補2-14-別2-13

第9.17.2－２図 代替通信連絡設備の系統概要図 ○ 47条 補2-14-別2-17

第9.17.2－３図
代替通信連絡設備の機器配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地
上１階）

× - -

第9.17.2－４図
代替通信連絡設備の機器配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地
上２階）

× - -

第9.17.2－５図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地下４階） × - -
第9.17.2－６図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地下３階） × - -
第9.17.2－７図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地下１階） × - -
第9.17.2－８図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地上１階） × - -
第9.17.2－９図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地上２階） × - -
第9.17.2－１０図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地上３階） × - -
第9.17.2－１１図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地上４階） × - -
第9.17.2－１２図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地下２階） × - -
第9.17.2－１３図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地下１階） × - -
第9.17.2－１４図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地上１階） × - -
第9.17.2－１５図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地上２階） × - -
第9.17.2－１６図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地上３階） × - -
第9.17.2－１７図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地上４階） × - -
第9.17.2－１８図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地下２階） × - -
第9.17.2－１９図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地下１階） × - -
第9.17.2－２０図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地上１階） × - -
第9.17.2－２１図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地上２階） × - -
第9.17.2－２２図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地上３階） × - -
第9.17.2－２３図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地上４階） × - -

第9.17.2－２４図
代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地下２階）

× - -

第9.17.2－２５図
代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地下１階）

× - -

第9.17.2－２６図
代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地上１階）

× - -

第9.17.2－２７図
代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地上２階）

× - -

第9.17.2－２８図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下
４階）

× - -

第9.17.2－２９図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下
３階）

× - -

第9.17.2－３０図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下
２階）

× - -

第9.17.2－３１図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下
１階）

× - -

第9.17.2－３２図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上
１階）

× - -

第9.17.2－３３図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上
２階）

× - -

第9.17.2－３４図 代替通信連絡設備の機器配置図（制御建屋 地下１階） × - -
第9.17.2－３５図 代替通信連絡設備の機器配置図（制御建屋 地上３階） × - -
第9.17.2－３６図 代替通信連絡設備の機器配置図（緊急時対策建屋 地下１階） × - -
10. 運転保守 × - -
10.1 基本方針 × - -
10.2 組織及び職務 × - -
10.3 運転管理 × - -
10.4 放射性廃棄物管理 × - -
10.5 放射線管理 × - -
10.6 保守管理 × - -
10.7 緊急時の措置 × - -
10.8 教育及び訓練 × - -
10.9 健康管理 × - -
10.10 所員以外の者に対する保安措置 × - -
10.11 記録及び報告 × - -
添付１ 重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け

1. 安全評価に関する基本方針 - - -
1.1 基本的考え方 × - -
1.1.1 運転時の異常な過渡変化 - - -
1.1.1.1 定 義 × - -
1.1.1.2 事象の検討及び選定 - - -
1.1.1.3 判断基準 × - -
1.1.2 設計基準事故 - - -
1.1.2.1 定 義 × - -
1.1.2.2 事象の検討及び選定 × - -
1.1.2.3 判断基準 × - -
1.1.3 立地評価事故 - - -
1.1.3.1 定 義 × - -
1.1.3.2 評価事象 × - -
1.1.3.3 判断基準 × - -
第1.1－１表 事故等の評価に係る工程 × - -

第1.1－ 2 表 
物質の出入り，エネルギの出入り及び固体の位置又
は経路の変化に関する変動項目

× - -

第1.1－３表 
運転時の異常な過渡変化に係る事象の類似事象の
分類項目

× - -

第1.1－４表（１）  運転時の異常な過渡変化に係る事象 × - -
第1.1－４表（２） 運転時の異常な過渡変化に係る事象 × - -
第1.1－４表（３） 運転時の異常な過渡変化に係る事象 × - -
第1.1－４表（４） 運転時の異常な過渡変化に係る事象 × - -

第1.1－５表（１） 
運転時の異常な過渡変化に係る事象の類似事象分
類と代表事象

× - -

第1.1－５表（２） 
運転時の異常な過渡変化に係る事象の類似事象分
類と代表事象

× - -

第1.1－５表（３） 
運転時の異常な過渡変化に係る事象の類似事象分
類と代表事象

× - -

第1.1－５表（４） 
運転時の異常な過渡変化に係る事象の類似事象分
類と代表事象

× - -

第1.1－６表  設計基準事故に係る事象の類似事象の分類項目 × - -
第1.1－７表（１） 設計基準事故に係る事象 × - -
第1.1－７表（２） 設計基準事故に係る事象 × - -
第1.1－８表（１） 設計基準事故に係る事象の類似事象分類と代表事 × - -
第1.1－８表（２） 設計基準事故に係る事象の類似事象分類と代表事 × - -
1.2 解析に当たって考慮する事項 × - -
1.3 再処理施設の事故等の代表事象の選定について × - -
第1.3－１表 火災への拡大に係る事象の比較 × - -
第1.3－２表 爆発への拡大に係る事象の比較 × - -
第1.3－３表 臨界への拡大に係る事象の比較 × - -
第1.3－４表 放射性物質の浄化機能の低下に係る事象の比較 × - -
第1.3－５表 火災（セル内での有機溶媒火災）に係る事象の比較 × - -
第1.3－６表 漏えい（配管からセルへの漏えい）に係る事象の比較 × - -
第1.3－ 7表 使用済燃料集合体等の破損に係る事象の比較 × - -
1.4 参考文献一覧 × - -
2. 運転時の異常な過渡変化 - - -
2.1 序 × - -

2.2 
プルトニウム精製設備の逆抽出塔での有機溶媒の
温度異常上昇

- - -

2.2.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.2.2 過渡変化の解析 × - -
2.2.3 判断基準への適合性の検討 × - -
2.3 高レベル廃液濃縮缶における加熱蒸気の温度異常 - - -
2.3.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.3.2 過渡変化の解析 × - -
2.3.3 判断基準への適合性の検討 × - -

2.4 
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉での還
元ガス中の水素濃度異常上昇

- - -

2.4.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.4.2 過渡変化の解析 × - -
2.4.3 判断基準への適合性の検討 × - -

2.5 
分配設備のプルトニウム洗浄器におけるプルトニウ
ム濃度異常上昇

- - -

2.5.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.5.2 過渡変化の解析 × - -
2.5.3 判断基準への適合性の検討 × - -

2.6 
高レベル廃液濃縮缶凝縮器での冷却能力の低下に
よる廃ガス中蒸気量の増大

- - -

2.6.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.6.2 過渡変化の解析 × - -
2.6.3 判断基準への適合性の検討 × - -

2.7 
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉の温度
異常上昇

- - -

2.7.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.7.2 過渡変化の解析 × - -
2.7.3 判断基準への適合性の検討 × - -
2.8 外部電源喪失 - - -
2.8.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.8.2 過渡変化の解析 × - -
2.8.3 判断基準への適合性の検討 × - -
2.9  結 論 × - -
2.10 参考文献一覧 × - -
3. 設計基準事故 - - -
3.1 序 × - -
3.2 プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災 - - -

3.2.1 原因及び説明 × - -

3.2.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -

3.2.3 事故経過 × - -

3.2.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.2.4.1 放射性物質の放出量 × - -

3.2.4.2 線量の評価 × - -

3.2.5 判断基準への適合性の検討 × - -

第3.2－１表 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の燃焼有機溶媒中の放射性物質濃度

× - -

第3.2－２表 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の放射性物質の放出量

× - -

項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第3.2－３表 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の線量

× - -

第3.2－１図 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災－
プルトニウム精製塔セル内の圧力解析

× - -

第3.2－ 2 図 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災－
精製建屋換気設備のセルからの排気系の高性能粒
子フィルタに流入する気体の温度解析

× - -

第3.2－ 3 図 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災－
精製建屋内の圧力解析

× - -

第3.2－４図 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の放射性物質の大気放出過程

× - -

3.3
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応

- - -

3.3.1 原因及び説明 × - -
3.3.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.3.3 事故経過 × - -
3.3.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.3.4.1 放射性物質の放出量 × - -

3.3.4.2 線量の評価 × - -

3.3.5 判断基準への適合性の検討 × - -

第3.3－１表 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応時のプルトニウム濃縮缶内の放射性物質濃

× - -

第3.3－２表 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応時の放射性物質の放出量

× - -

第3.3－３表 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応時の線量

× - -

第3.3－ 1 図 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応－プルトニウム濃縮缶内の圧力解析

× - -

第3.3－ 2 図 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応－高性能粒子フィルタの差圧解析

× - -

第3.3－ 3 図
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応－高性能粒子フィルタに流入する気体の温度

× - -

第3.3－４図 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分
解反応時の放射性物質の大気放出過程

× - -

3.4 溶解槽における臨界 - - -
3.4.1 原因及び説明 × - -
3.4.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.4.3 事故経過 × - -
3.4.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.4.4.1 放射性物質の放出量 × - -

3.4.4.2 線量の評価 × - -

3.4.4.3 臨界の事象想定について × - -
3.4.5 判断基準への適合性の検討 × - -
第3.4－ 1 表 溶解槽における臨界時の放射性物質生成量及び諸 × - -

第3.4－２表 溶解槽における臨界時の溶液中の放射性物質濃度 × - -

第3.4－３表 溶解槽における臨界時の放射性物質の放出量 × - -
第3.4－４表 溶解槽における臨界時の核分裂による放射線の発 × - -
第3.4－５表 溶解槽における臨界時の線量 × - -

第3.4－１図(1) 
溶解槽における臨界時の放射性物質の大気放出過
程（希ガス及びよう素）

× - -

第3.4－１図(2) 
溶解槽における臨界時の放射性物質の大気放出過
程（希ガス及びよう素以外の核種）

× - -

3.5 高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい - - -
3.5.1 原因及び説明 × - -
3.5.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.5.3 事故経過 × - -
3.5.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.5.4.1 放射性物質の放出量 × - -

3.5.4.2 線量の評価 × - -

3.5.5 判断基準への適合性の検討 × - -

第3.5－１表 
高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい
時の放射性物質の放出量

× - -

第3.5－２表 
高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい
時の線量

× - -

第3.5－１図 
高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい
時の放射性物質の大気放出過程

× - -

3.6 高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏え - - -
3.6.1 原因及び説明 × - -
3.6.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.6.3 事故経過 × - -
3.6.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.6.4.1 放射性物質の放出量 × - -

3.6.4.2 線量の評価 × - -

3.6.5 判断基準への適合性の検討 × - -

第3.6－１表 
高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏え
い時の放射性物質の放出量

× - -

第3.6－２表 
高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏え
い時の線量

× - -

第3.6－１図 
高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏え
い時の放射性物質の大気放出過程

× - -

3.7 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済
燃料集合体落下

- - -

3.7.1 原因及び説明 × - -
3.7.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.7.3 事故経過 × - -
3.7.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -

3.7.4.1 放射性物質の放出量 × - -

3.7.4.2 線量の評価 × - -

3.7.5 判断基準への適合性の検討 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第3.7－１表 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済
燃料集合体落下時の放射性物質の放出量

× - -

第3.7－２表 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済
燃料集合体落下時の線量

× - -

第3.7－１図 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済
燃料集合体落下時の希ガスの大気放出過程（ガンマ
線実効エネルギ0.5ＭeＶ換算値）

× - -

第3.7－２図 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済
燃料集合体落下時のよう素の大気放出過程

× - -

3.8 短時間の全交流動力電源の喪失 - - -
3.8.1 原因及び説明 × - -
3.8.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.8.3 事故経過 × - -
3.8.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.8.4.1 放射性物質の放出量 × - -

3.8.4.2 線量の評価 × - -

3.8.5 判断基準への適合性の検討 × - -

第3.8－１表 
短時間の全交流動力電源の喪失時の放射性物質の
放出量

× - -

第3.8－２表 短時間の全交流動力電源の喪失時の線量 × - -

第3.8－１図 
短時間の全交流動力電源の喪失時の放射性物質の
大気放出過程

× - -

3.9 安全評価における機能別の単一故障の仮定につい × - -
第3.9－１表 設計基準事故において仮定した単一故障 × - -
3.10 結 論 × - -
3.11 参考文献一覧 × - -
4. 立地評価事故 - - -
4.1 序 × - -
4.2 溶解槽における臨界 - - -
4.2.1 事故の想定 × - -
4.2.2 線量当量評価の種類 × - -
4.2.3 放射性物質の放出量及び線量当量の評価 × - -
4.2.3.1 放射性物質の放出量 × - -
4.2.3.2 線量当量の評価 × - -

第4.2－1表
溶解槽における臨界時の放射性物質生成量及び諸
定数（立地評価事故）

× - -

第4.2－2表
溶解槽における臨界時の溶液中の放射性物質濃度
（立地評価事故）

× - -

第4.2－3表
溶解槽における臨界時の放射性物質の放出量（立地
評価事故）

× - -

第4.2－4表
溶解槽における臨界時の核分裂による放射線の発
生数（立地評価事故）

× - -

第4.2－5表 溶解槽における臨界時の線量当量（立地評価事故） × - -

第4.2－6表
溶解槽における臨界時の全身線量（実効線量当量）
の人口積算値（立地評価事故）（1985年の人口)

× - -

第4.2－7表
溶解槽における臨界時の全身線量（実効線量当量）
の人口積算値（立地評価事故）（2040年の人口)

× - -

第4.2－1図(1)
溶解槽における臨界時の放射性物質の大気放出過
程（希ガス及びよう素）（立地評価事故）

× - -

第4.2－1図(2)
溶解槽における臨界時の放射性物質の大気放出過
程（希ガス及びよう素以外の核種）（立地評価事故）

× - -

4.3 プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災 - - -

4.3.1 事故の想定 × - -

4.3.2 線量当量評価の種類 × - -
4.3.3 放射性物質の放出量及び線量当量の評価 × - -
4.3.3.1 放射性物質の放出量 × - -
4.3.3.2 線量当量の評価 × - -

第4.3－1表
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の燃焼有機溶媒中の放射性物質濃度（立地評価事

× - -

第4.3－2表
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の放射性物質の放出量（立地評価事故）

× - -

第4.3－3表
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の線量当量（立地評価事故）

× - -

第4.3－4表
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の全身線量（実効線量当量）の人口積算値（立地評
価事故）（1985年の人口)

× - -

第4.3－5表
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の全身線量（実効線量当量）の人口積算値（立地評
価事故）（2040年の人口)

× - -

第4.3－1図
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の放射性物質の大気放出過程（立地評価事故）

× - -

4.4 判断基準への適合性の検討 × - -
4.5 結 論 × - -
4.6 参考文献一覧 × - -

5. 
重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実
施するために必要な技術的能力

○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-2

第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（1／15） ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-5
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（2／15） ○ 技術的能力1.1 補1.1-7-別2-2
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（3／15） ○ 技術的能力1.2 補1.2-6-別2-2
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（4／15） ○ 技術的能力1.3 補1.3-5-別2-2
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（5／15） ○ 技術的能力1.4 補1.4-6-別2-2
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（6／15） ○ 技術的能力1.5 補1.5-9-別2-1
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（7／15） × - 放射性物質の漏えいに対処するための手順等 -

第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（8／15） ○ 技術的能力1.7 補1.7-別2-2

第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（9／15） ○ 技術的能力1.8 補1.8-2-別2-1

第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（10／15） ○ 技術的能力1.9 補1.9-8別2-1

第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（11／15） ○ 技術的能力1.10 補1.10-11-別2-2
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（12／15） ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-5
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（13／15） ○ 技術的能力1.12 補1.12.27-別2-2
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（14／15） ○ 技術的能力1.13 補1.13-11-別2-6

第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（15／15） ○ 技術的能力1.14 補1.14.9-別2-2

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（1／14） △ 技術的能力1.1
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（2／14） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（3／14） △ 技術的能力1.3
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（4／14） △ 技術的能力1.4
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（5／14） △ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（6／14） △ 技術的能力1.6
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（7／14） △ 技術的能力1.7
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（8／14） △ 技術的能力1.8
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（9／14） △ 技術的能力1.9
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（10／14） △ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（11／14） ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-9

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（12／14） △ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（13／14） ○ 技術的能力1.13 補1.13-11-別2-12

第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（14／14） △ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－３表
事故対処するために必要な設備（1／16） 「前処理
建屋における臨界事故の可溶性中性子吸収材の自
動供給」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（2／16） 「精製建
屋における臨界事故の可溶性中性子吸収材の自動
供給」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（3／16） 「前処理
建屋における臨界事故の放射線分解水素の掃気」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（4／16） 「精製建
屋における臨界事故の放射線分解水素の掃気」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（5／16） 「前処理
建屋における臨界事故の廃ガス貯留設備による放射
性物質の貯留」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（6／16） 「精製建
屋における臨界事故の廃ガス貯留設備による放射性
物質の貯留」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（7／16） 「内部ルー
プへの通水」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（8／16） 「貯槽等
への注水」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（9／16） 「冷却コイ
ル等への通水」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（10／16） 「セルへ
の導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（11／16） 「水素爆
発を未然に防止するための空気の供給」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（12／16） 「水素爆
発の再発を防止するための空気の供給」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（13／16） 「セルへ
の導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（14／16） 「プルトニ
ウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプルトニウ
ム濃縮缶の加熱の停止」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（15／16） 「廃ガス
貯留設備による放射性物質の貯留」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（16／16） 「燃料損
傷防止対策」

× - -

5.1 重大事故等対策 - - -
5.1.1 重大事故等対処設備に係る事項 ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-8

第5.1.1－１図 屋外のアクセスルート図 △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.1－２図 現場環境確認に用いるルート設定の基本方針 △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

5.1.2 復旧作業に係る事項 × - -

第5.1.2－１表 施設の復旧作業に必要な資機材 × - -

第5.1.2－２表 予備品として確保する部品の例（1／４） × - -
第5.1.2－２表 予備品として確保する部品の例（2／４） × - -
第5.1.2－２表 予備品として確保する部品の例（3／４） × - -
第5.1.2－２表 予備品として確保する部品の例（4／４） × - -
第5.1.2－３表 補修材による応急措置の例 × - -
第5.1.2－４表 活用可能な同型の既存機器の数量（１／４） × - -
第5.1.2－４表 活用可能な同型の既存機器の数量（２／４） × - -
第5.1.2－４表 活用可能な同型の既存機器の数量（３／４） × - -
第5.1.2－４表 活用可能な同型の既存機器の数量（４／４） × - -

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その１(１/４） △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その１(２/４） △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その１(３/４） △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その１(４/４） △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-
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第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その２(１/３) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その２(２/３) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その２(３/３) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その３(１/４) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その３(２/４) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その３(３/４) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その３(４/４) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その４(１/４) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その４(２/４) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その４(３/４) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その４(４/４) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その５(１/３) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その５(２/３) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その５(３/３) △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その６ △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その７(１/４） △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その７(２/４） △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その７(３/４） △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その７(４/４） △ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

5.1.3 支援に係る事項 ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-12

第5.1.3－ 1 図 全社対策本部の概要 × - -

第5.1.3－２図 防災組織全体図 × - -

5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 ○ 技術的能力1.0
補1.0-11-別2-18
補1.0-11-別2-21
補1.0-11-別2-26

第5.1.4－1表 異常の検知から安全機能の喪失までの判断(1/2) × - -

第5.1.4－1表 異常の検知から安全機能の喪失までの判断(2/2) × - -

第5.1.4－２表 非常時対策組織の構成 ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-32

第5.1.4－３表 実施組織の構成 ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-33

第5.1.4－４表 支援組織の構成 ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-34

第5.1.4－５表 宿直者の構成 ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-35

第5.1.4-1図 制御建屋1階平面図 × - -

第5.1.4-2図
平常運転時の監視から対策の開始までの基本的な
流れ

○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-15

第5.1.4-3図
監視機能能及び制御機能の喪失から対策の開始ま
での流れ

× - -

第5.1.4-4図 自然災害における対策の開始までの流れ ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-16

第5.1.4-5図 地震発生における対策の開始までの流れ ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-17

第5.1.4-6図 文書体系図 ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-20

第5.1.4-7図 非常時対策組織の体制図 ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-36
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第5.1.4-8図 非常時対策組織の初動体制及び全体体制の構成 ○ 技術的能力1.0 補1.0-11-別2-36

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時0時間から24時間）
（1／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時0時間から24時間）
（２／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時24時間から48時間）
（3／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時24時間から48時間）
（4／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時48時間以降）（5／
20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時48時間以降）（6／
20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（放射線対応
作業項目）（7／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（情報把握計
装設備作業項目）（8／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（建屋外作業
項目）（9／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（建屋外作業
項目）（10／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（建屋外作業
項目）（11／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（制御建屋作
業項目）（12／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋作業項目）（13／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（前処理建屋
作業項目）（14／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（分離建屋作
業項目）（15／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（分離建屋作
業項目）（16／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（精製建屋作
業項目）（17／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（ｳﾗﾝ・プルトニ
ウム混合脱硝建屋作業項目）（18／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（高レベル廃液
ガラス固化建屋作業項目）（19／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（高レベル廃液
ガラス固化建屋作業項目）（20／20）

△ 技術的能力1.0
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第5.1.4-10図 六ヶ所村尾駮地区から緊急時対策所までのルート × - -

第5.1.4-11図 全社対策本部の体制図 × - -

5.2 
大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムへの対応における事項

○ 技術的能力2. 補2.-8-別2-1

5.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 ○ 技術的能力2. 補2.-8-別2-4

5.2.1.1 大規模損壊発生時の対応手順 × - -

5.2.1.2 大規模損壊への対応を行うために必要な手順 ○ 技術的能力2. 補2.-8-別2-7

5.2.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 × - -

5.2.2.1 大規模損壊発生時の体制 × - -

5.2.2.2
大規模損壊発生時の対応のための要員への教育及
び訓練

× - -

5.2.2.3
大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる
被災時に対する指揮命令系統の確立

× - -

5.2.2.4 大規模損壊発生時の活動拠点 ○ 技術的能力2. 補2.-8-別2-8

5.2.2.5 大規模損壊発生時の支援体制の確立 × - -

5.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 ○ 技術的能力2. 補2.-8-別2-10

第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（1／8） × - -

第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（2／8） × - -

第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（3／8） × - -

第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（4／8） × - -

第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（5／8） × - -

第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（6／8） × - -

第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（7／8） × - -

第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（8／8） × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2
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第5.2.1－２表 大規模損壊へ至る可能性のある自然現象 × - -

第5.2.1－１図 
大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の
検討プロセスの概要

× - -

第5.2.1－２図 
大規模損壊発生時の対応全体概略フロー（再処理施
設の状態把握が困難な場合）

× - -

6. 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考 - - -

6.1 
重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重
大事故の発生を仮定する機器の特定

- - -

6.1.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方 ○ 28条 補3-31-添2-6

6.1.2 個々の重大事故の発生の仮定 × - -

6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 ○ 28条

補3-31-添2-17
補3-31-添2-18
補3-31-添2-20
補3-31-添2-22
補3-31-添2-24
補3-31-添2-26
補3-31-添2-28
補3-31-添2-29

第6.1－１表 
重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪
失の要因となる可能性がある自然現象の選定結果

○ 28条 補3-31-添2-11

第6.1－２表 
重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪
失の要因となる可能性がある人為現象の選定結果

○ 28条 補3-31-添2-15

第6.1－３表 
重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現
象と他の自然現象の組合せの検討結果

× - -

第6.1－４表 
機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象と他の
自然現象の組合せ

× - -

第6.1―５表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -

第6.1―６表 
冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定する
機器 × - -

第6.1－７表 
放射線分解により発生する水素による爆発の発生を
仮定する機器

× - -

6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定 × - -
6.3 評価に当たって考慮する事項 × - -

6.3.1
安全機能を有する施設の安全機能の喪失に対する
想定

× - -

6.3.2 操作及び作業時間に対する仮定 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

6.3.3 環境条件の考慮 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

6.3.4 有効性評価の範囲 × - -
6.4 有効性評価に使用する計算プログラム × - -
6.4.1 臨界事故 × - -
6.4.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固 × - -
6.4.3 放射線分解により発生する水素による爆発 × - -
6.4.4 有機溶媒等による火災又は爆発 × - -
6.4.5 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷 × - -
6.4.6 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
6.5 有効性評価における評価の条件設定の方針 - - -
6.5.1 評価件設定の考え方 × - -
6.5.2 共通的な条件 - - -
6.5.2.1 使用済燃料の冷却期間 × - -
6.5.2.2 崩壊熱 × - -
6.5.2.3 水素発生Ｇ値 × - -
6.5.2.4 放射性物質量 × - -

6.5.2.5
事故の影響を受ける割合及び機器の気相に移行す
る割合

× - -

6.5.2.6 大気中への放出過程における放射性物質の除染係 × - -
6.5.2.7 放射性物質のセシウム－137 換算係数 × - -
6.5.2.8 溶液，廃液，有機溶媒の温度 × - -
6.5.2.9 機器に内包する溶液，廃液，有機溶媒の液量 × - -
6.6 評価の実施 × - -
6.7 解析コード及び評価件の不確かさの影響評価方針 × - -
6.7.1 解析コードにおける不確かさの影響評価 × - -
6.7.2 評価件の不確かさの影響評価 × - -
6.8 重大事故等の同時発生又は連鎖 - - -
6.8.1 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
6.8.2 重大事故等の同時発生 △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
6.8.3 重大事故等の連鎖 - - -
6.8.3.1 重大事故等の連鎖の整理の考え方 × - -
6.8.3.2 重大事故等の連鎖に係る検討方針 × - -

第6.8－１図 
起因となる重大事故等（機器内）の事故影響が及ぶ
安全機能の概念図

× - -

6.9 必要な要員及び資源の評価方針 × - -
6.9.1 必要な要員 × - -
6.9.2 必要な資源 × - -
6.10 参考文献一覧 × - -
7. 重大事故等に対する対策の有効性評価 - - -

7.1 臨界事故への対処 × - -

7.1.1 臨界事故の拡大防止対策 - - -
7.1.1.1 臨界事故の拡大防止対策の具体的内容 × - -
7.1.1.2 臨界事故の拡大防止対策の有効性評価 - - -
7.1.1.2.1 有効性評価 × - -
7.1.1.2.2 有効性評価の結果 × - -
7.1.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
7.1.1.2.4 判断基準への適合性の検討 × - -
7.1.2 臨界事故の拡大防止対策に必要な要員及び資源 × - -
7.1.3 参考文献一覧 × - -
第7.1－１表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -

第7.1－２表
前処理建屋における臨界事故の可溶性中性子吸収
材の自動供給の手順と設備の関係

× - -

第7.1－３表
精製建屋における臨界事故の可溶性中性子吸収材
の自動供給の手順と設備の関係

× - -

第7.1－４表
前処理建屋における臨界事故の放射線分解水素の
掃気の手順と設備の関係

× - -

第7.1－５表
精製建屋における臨界事故の放射線分解水素の掃
気の手順と設備の関係

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2
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第7.1－６表
前処理建屋における臨界事故の廃ガス貯留設備に
よる放射性物質の貯留の手順と設備の関係

× - -

第7.1－７表
精製建屋における臨界事故の廃ガス貯留設備による
放射性物質の貯留の手順と設備の関係

× - -

第7.1－８表 臨界事故において安全機能の喪失を想定する機器 × - -
第7.1－９表 臨界事故の拡大防止対策に使用する設備 × - -
第7.1－10表 可溶性中性子吸収材の自動供給に係る主要な評価 × - -

第7.1－11表
臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に
係る主要な評価件（共通件）

× - -

第7.1－12表
臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に
係る主要な評価件（個別件）

× - -

第7.1－13表
臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に
係る主要な評価件（溶液由来の放射線分解水素）

× - -

第7.1－14表
大気中への放射性物質の放出量の算出に係る主要
な評価件

× - -

第7.1－15表 可溶性中性子吸収材供給後の実効増倍率 × - -

第7.1－16表
臨界事故発生後の機器内の最大水素濃度及び水素
濃度平衡値

× - -

第7.1－17表
溶解槽における臨界事故時の大気中への放射性物
質の放出量

× - -

第7.1－18表
エンドピース酸洗浄槽における臨界事故時の大気中
への放射性物質の放出量

× - -

第7.1－19表
ハル洗浄槽における臨界事故時の大気中への放射
性物質の放出量

× - -

第7.1－20表
第５一時貯留処理槽における臨界事故時の大気中
への放射性物質の放出量

× - -

第7.1－21表
第７一時貯留処理槽における臨界事故時の大気中
への放射性物質の放出量

× - -

第7.1－22表
溶解槽における大気中への放射性物質の放出量（Ｃ
ｓ－137換算）

× - -

第7.1－23表
エンドピース酸洗浄槽における大気中への放射性物
質の放出量（Ｃｓ－137換算）

× - -

第7.1－24表
ハル洗浄槽における大気中への放射性物質の放出
量（Ｃｓ－137換算）

× - -

第7.1－25表
第５一時貯留処理槽における大気中への放射性物
質の放出量（Ｃｓ－137換算）

× - -

第7.1－26表
第７一時貯留処理槽における大気中への放射性物
質の放出量（Ｃｓ－137換算）

× - -

第7.1－１図 可溶性中性子吸収材の自動供給の概要図 × - -

第7.1－２図
臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気及
び廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の概要

× - -

第7.1－３図
前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要
図（ 可溶性中性子吸収材の自動供給）

× - -

第7.1－４図
精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図（
可溶性中性子吸収材の自動供給）

× - -

第7.1－５図(１)
臨界事故に対処するための手順の概要（前処理建
屋）（１／２）

× - -

第7.1－５図(２)
臨界事故に対処するための手順の概要（前処理建
屋）（２／２）

× - -

第7.1－６図(１)
臨界事故に対処するための手順の概要（精製建屋）
（１／２）

× - -

第7.1－６図(２)
臨界事故に対処するための手順の概要（精製建屋）
（２／２）

× - -

第7.1－７図
前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策に必要な作
業， 要員及び所要時間

× - -

第7.1－８図
精製建屋 臨界事故の拡大防止対策に必要な作業，
要員及び所要時間

× - -

第7.1－９図
前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要
図（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃

× - -

第7.1－10図
精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）

× - -

第7.1－11図
前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要
図（廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留）

× - -

第7.1－12図
精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図
（廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留）

× - -

第7.1－13図(１) フォールトツリー分析（溶解槽） × - -
第7.1－13図(２) フォールトツリー分析（エンドピース酸洗浄槽） × - -
第7.1－13図(３) フォールトツリー分析（ハル洗浄槽） × - -
第7.1－13図(４) フォールトツリー分析（精製建屋 第５一時貯留処理 × - -
第7.1－13図(５) フォールトツリー分析（精製建屋 第７一時貯留処理 × - -

第7.1－14図
核分裂出力， 実効増倍率及び大気中への放射性物
質の放出率の推移 概念図

× - -

第7.1－15図 溶解槽の機器内水素濃度の推移 × - -
第7.1－16図 エンドピース酸洗浄槽の機器内水素濃度の推移 × - -
第7.1－17図 ハル洗浄槽の機器内水素濃度の推移 × - -
第7.1－18図 第５一時貯留処理槽の機器内水素濃度の推移 × - -
第7.1－19図 第７一時貯留処理槽の機器内水素濃度の推移 × - -
第7.1－20図 溶解槽における放射性物質の大気放出過程 × - -

第7.1－21図
エンドピース酸洗浄槽における放射性物質の大気放
出過程

× - -

第7.1－22図 ハル洗浄槽における放射性物質の大気放出過程 × - -

第7.1－23図
第５一時貯留処理槽における放射性物質の大気放
出過程

× - -

第7.1－24図
第７一時貯留処理槽における放射性物質の大気放
出過程

× - -

7.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処 × - -
7.2.1 蒸発乾固の発生防止対策 - - -
7.2.1.1 蒸発乾固の発生防止対策の具体的内容 △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
7.2.1.2 蒸発乾固の発生防止対策の有効性評価 - - -

7.2.1.2.1 有効性評価 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.2.1.2.2 有効性評価の結果 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.2.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.2.1.2.4 判断基準への適合性の検討 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策 - - -
7.2.2.1 蒸発乾固の拡大防止対策の具体的内容 - - -
7.2.2.1.1 貯槽等への注水及び冷却コイル等への通水 × - -

7.2.2.1.1.1 貯槽等への注水 △ 28条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある
項目（引用元：「7.2.1.1(２) 建屋外の水の給排水経路の構築」）

-

7.2.2.1.1.2 冷却コイル等への通水 △ 28条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある
項目（引用元：「7.2.1.1(２) 建屋外の水の給排水経路の構築」）

-

7.2.2.1.2 
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応

△ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

7.2.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価 - - -
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7.2.2.2.1 有効性評価 △ 28条

引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある
項目（引用元：「7.2.1.2.1(１) 代表事例」，「7.2.1.2.1(２) 代表事例の選定
理由」）

-

7.2.2.2.2 有効性評価の結果 × - -

7.2.2.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 △ 28条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある
項目（引用元：「7.2.1.2.3(２) 重大事故等の同時発生」）

-

7.2.2.2.4 判断基準への適合性の検討 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.2.3 
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要
な要員及び資源

△ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.2.4 参考文献一覧 × - -
第7.2－１表 蒸発乾固の発生を仮定する貯槽等 × - -
第7.2－２表 内部ループへの通水における手順及び設備の関係 × - -
第7.2－３表 有効性評価に係る主要評価件（前処理建屋） × - -
第7.2－４表 有効性評価に係る主要評価件（分離建屋） × - -
第7.2－５表 有効性評価に係る主要評価件（精製建屋） × - -

第7.2－６表
有効性評価に係る主要評価件（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）

× - -

第7.2－７表
有効性評価に係る主要評価件（高レベル廃液ガラス
固化建屋）

× - -

第7.2－８表 冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する × - -
第7.2－９表 前処理建屋における蒸発乾固への各対策に係る時 × - -
第7.2－１０表 前処理建屋における蒸発乾固への各対策に係る要 × - -

第7.2－１１表
前処理建屋における蒸発乾固への各対策に係る評
価結果

× - -

第7.2－１２表 分離建屋における蒸発乾固への各対策に係る時間 × - -
第7.2－１３表 分離建屋における蒸発乾固への各対策に係る要員 × - -
第7.2－１４表 分離建屋における蒸発乾固への各対策に係る評価 × - -
第7.2－１５表 精製建屋における蒸発乾固への各対策に係る時間 × - -
第7.2－１６表 精製建屋における蒸発乾固への各対策に係る要員 × - -
第7.2－１７表 精製建屋における蒸発乾固への各対策に係る評価 × - -

第7.2－１８表
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固
への各対策に係る時間

× - -

第7.2－１９表
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固
への各対策に係る要員

× - -

第7.2－２０表
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固
への各対策に係る評価結果

× - -

第7.2－２１表
高レベル廃液ガラス固化建屋における蒸発乾固への
各対策に係る時間

× - -

第7.2－２２表
高レベル廃液ガラス固化建屋における蒸発乾固への
各対策に係る要員

× - -

第7.2－２３表
高レベル廃液ガラス固化建屋における蒸発乾固への
各対策に係る評価結果

× - -

第7.2－２４表 貯槽等への注水の手順及び設備の関係 × - -
第7.2－２５表 冷却コイル等への通水の手順及び設備の関係 × - -

第7.2－２６表
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応の手順及び設備の関係

× - -

第7.2－２７表 凝縮水回収セル等 × - -
第7.2－２８表 導出先セル × - -
第7.2－２９表 貯槽等ごとの設定値（前処理建屋） × - -
第7.2－３０表 貯槽等ごとの設定値（分離建屋） × - -
第7.2－３１表 貯槽等ごとの設定値（精製建屋） × - -

第7.2－３２表
貯槽等ごとの設定値（ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋）

× - -

第7.2－３３表  貯槽等ごとの設定値（高レベル廃液ガラス固化建 × - -
第7.2－３４表 放射性物質の放出量（分離建屋） × - -
第7.2－３５表 放射性物質の放出量（精製建屋） × - -

第7.2－３６表
放射性物質の放出量（ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋）

× - -

第7.2－３７表 放射性物質の放出量（高レベル廃液ガラス固化建 × - -

第7.2－３８表
蒸発乾固が発生した場合の大気中への放射性物質
の放出量（セシウム－137換算）

× - -

第7.2－１図 内部ループへの通水による冷却の概要図 × - -
第7.2－２図 貯槽等への注水の概要図 × - -
第7.2－３図 冷却コイル等への通水による冷却の概要図 × - -

第7.2－４図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応の概要図

× - -

第7.2－５図(1)
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
系統概要図（内部ループへの通水）

× - -

第7.2－５図(2)
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
系統概要図（貯槽等への注水）

× - -

第7.2－５図(3)
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
系統概要図（冷却コイル等への通水）

× - -

第7.2－５図(4)
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
系統概要図（セルへの導出経路の構築及び代替セ
ル排気系による対応）

× - -

第7.2－６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
手順の概要

× - -

第7.2－７図
精製建屋における地震を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.2－７図
精製建屋における地震を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.2－７図
精製建屋における地震を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.2－７図
精製建屋における地震を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その４）

× - -

第7.2－８図
精製建屋における火山を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.2－８図
精製建屋における火山を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.2－８図
精製建屋における火山を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.2－８図
精製建屋における火山を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その４）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その１ ）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その２ ）

× - -
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第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その３ ）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その４ ）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その５ ）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その６ ）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その７ ）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その８ ）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その９ ）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その10）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その11）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その12）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その13）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その14）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その15）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その16）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その17）

× - -

第7.2－１０図 安全冷却水系の系統概要図 × - -
第7.2－１１図 前処理建屋内部ループ構成概要図(機器グループ) × - -
第7.2－１２図 分離建屋内部ループ構成概要図(機器グループ) × - -
第7.2－１３図 精製建屋内部ループ構成概要図(機器グループ) × - -

第7.2－１４図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋内部ループ構成
概要図(機器グループ)

× - -

第7.2－１５図
高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ構成概要
図(機器グループ)

× - -

第7.2－１６図
内部ループへの通水実施時の計量前中間貯槽に内
包する高レベル廃液等の温度傾向

× - -

第7.2－１７図
内部ループへの通水実施時の高レベル廃液濃縮缶
に内包する高レベル廃液等の温度傾向

× - -

第7.2－１８図
内部ループへの通水実施時のプルトニウム濃縮液一
時貯槽に内包する高レベル廃液等の温度傾向

× - -

第7.2－１９図
内部ループへの通水実施時の硝酸プルトニウム貯槽
に内包する高レベル廃液等の温度傾向

× - -

第7.2－２０図
内部ループへの通水実施時の高レベル廃液混合槽
に内包する高レベル廃液等の温度傾向

× - -

第7.2－２１図

精製建屋における地震又は火山を想定した場合の
貯槽等への注水，冷却コイル等への通水，セルへの
導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に
必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.2－２１図

精製建屋における地震又は火山を想定した場合の
貯槽等への注水，冷却コイル等への通水，セルへの
導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に
必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.2－２１図

精製建屋における地震又は火山を想定した場合の
貯槽等への注水，冷却コイル等への通水，セルへの
導出経路の構築及び代替セル排気系による対応に
必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.2－２２図
冷却コイル等への通水及び貯槽等への注水実施時
の計量前中間貯槽に内包する高レベル廃液等の温
度及び液量傾向

× - -

第7.2－２３図
 冷却コイル等への通水及び貯槽等への注水実施時
の高レベル廃液濃縮缶に内包する高レベル廃液等
の温度及び液量傾向

× - -

第7.2－２４図
冷却コイル等への通水及び貯槽等への注水実施時
のプルトニウム濃縮液一時貯槽に内包する高レベル
廃液等の温度及び液量傾向

× - -

第7.2－２５図
冷却コイル等への通水及び貯槽等への注水実施時
の硝酸プルトニウム貯槽に内包する高レベル廃液等
の温度及び液量傾向

× - -

第7.2－２６図
 冷却コイル等への通水及び貯槽等への注水実施時
の高レベル廃液混合槽に内包する高レベル廃液等
の温度及び液量傾向

× - -

第7.2－２７図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の計量前中間貯槽に内包する高レベ
ル廃液等の温度，液量，放出及び蒸気の凝縮傾向

× - -

第7.2－２８図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の前処理建屋からの放出及び蒸気の

× - -

第7.2－２９図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の高レベル廃液濃縮缶に内包する高
レベル廃液等の温度，液量，放出及び蒸気の凝縮傾

× - -

第7.2－３０図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の分離建屋からの放出及び蒸気の凝

× - -

第7.2－３１図
 セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時のプルトニウム濃縮液一時貯槽に内包
する高レベル廃液等の温度，液量，放出及び蒸気の

× - -

第7.2－３２図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の精製建屋からの放出及び蒸気の凝

× - -

第7.2－３３図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の硝酸プルトニウム貯槽に内包する高
レベル廃液等の温度，液量，放出及び蒸気の凝縮傾

× - -

第7.2－３４図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
からの放出及び蒸気の凝縮傾向

× - -

第7.2－３５図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の高レベル廃液混合槽に内包する高
レベル廃液等の温度，液量，放出及び蒸気の凝縮傾

× - -

第7.2－３６図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の高レベル廃液ガラス固化建屋からの
放出及び蒸気の凝縮傾向

× - -

第7.2－３７図 放射性物質の大気放出過程（分離建屋） × - -
第7.2－３８図 放射性物質の大気放出過程（精製建屋） × - -

第7.2－３９図
放射性物質の大気放出過程（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第7.2－４０図
放射性物質の大気放出過程（高レベル廃液ガラス固
化建屋）

× - -

7.3 放射線分解により発生する水素による爆発への対処 × - -
7.3.1 水素爆発の発生防止対策 - - -
7.3.1.1 水素爆発の発生防止対策の具体的内容 △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
7.3.1.2 水素爆発の発生防止対策の有効性評価 - - -

7.3.1.2.1 有効性評価 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.3.1.2.2 有効性評価の結果 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.3.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.3.1.2.4 判断基準への適合性の検討 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.3.2 水素爆発の拡大防止対策 - - -
7.3.2.1 水素爆発の拡大防止対策の具体的内容 - - -
7.3.2.1.1 水素爆発の再発を防止するための空気の供給 × - -

7.3.2.1.2 
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応

△ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -

7.3.2.2 水素爆発の拡大防止対策の有効性評価 - - -

7.3.2.2.1 有効性評価 △ 28条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある
項目（引用元：「7.3.1.2.1 (１) 代表事例」，引用元：「7.3.1.2.1 (２) 代表事
例の選定理由」）

-

7.3.2.2.2 有効性評価の結果 × - -

7.3.2.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 △ 28条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある
項目（引用元：「7.3.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖」）

-

7.3.2.2.4 判断基準への適合性の検討 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.3.3
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策に必要
な要員及び資源

△ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.3.4 参考文献一覧 × - -
第7.3－１表 水素爆発の発生を仮定する貯槽等 × - -

第7.3－２表
水素爆発を未然に防止するための空気の供給にお
ける手順及び設備の関係

× - -

第7.3－３表 有効性評価に係る主要評価件（前処理建屋） × - -
第7.3－４表 有効性評価に係る主要評価件（分離建屋） × - -
第7.3－５表 有効性評価に係る主要評価件（精製建屋） × - -

第7.3－６表
有効性評価に係る主要評価件（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）

× - -

第7.3－７表
有効性評価に係る主要評価件（高レベル廃液ガラス
固化建屋）

× - -

第7.3－８表 水素爆発への対処に使用する設備 × - -
第7.3－９表 前処理建屋における水素爆発への各対策に係る時 × - -

第7.3－１０表 前処理建屋における水素爆発の各対策に係る要員 × - -

第7.3－１１表
前処理建屋における水素爆発への各対策に係る評
価結果

× - -

第7.3－１２表
前処理建屋における水素爆発への各対策に係る評
価結果（水素濃度）

× - -

第7.3－１３表 分離建屋における水素爆発への各対策に係る時間 × - -

第7.3－１４表 分離建屋における水素爆発の各対策に係る要員 × - -

第7.3－１５表 分離建屋における水素爆発への各対策に係る評価 × - -

第7.3－１６表
分離建屋における水素爆発への各対策に係る評価
結果（水素濃度）

× - -

第7.3－１７表 精製建屋における水素爆発への各対策に係る時間 × - -

第7.3－１８表 精製建屋における水素爆発の各対策に係る要員 × - -

第7.3－１９表 精製建屋における水素爆発への各対策に係る評価 × - -

第7.3－２０表
精製建屋における水素爆発への各対策に係る評価
結果（水素濃度）

× - -

第7.3－２１表
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋における水素爆発
への各対策に係る時間

× - -

第7.3－２２表
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋における水素爆発
の各対策に係る要員

× - -

第7.3－２３表
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋における水素爆発
への各対策に係る評価結果

× - -

第7.3－２４表
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋における水素爆発
への各対策に係る評価結果（水素濃度）

× - -

第7.3－２５表
高レベル廃液ガラス固化建屋における水素爆発への
各対策に係る時間

× - -

第7.3－２６表
高レベル廃液ガラス固化建屋における水素爆発の各
対策に係る要員

× - -

第7.3－２７表
高レベル廃液ガラス固化建屋における水素爆発への
各対策に係る評価結果

× - -

第7.3－２８表
高レベル廃液ガラス固化建屋における水素爆発への
各対策に係る評価結果（水素濃度）

× - -

第7.3－２９表
水素爆発の再発を防止するための空気の供給の手
順及び設備の関係

× - -

第7.3－３０表
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応の手順及び設備の関係

× - -

第7.3－３１表 導出先セル × - -
第7.3－３２表 水封安全器が設置されている導出先セル × - -
第7.3－３３表 放射性物質の放出量（セシウム－137換算) × - -
第7.3－３４表 放射性物質の放出量（前処理建屋） × - -
第7.3－３５表 放射性物質の放出量（分離建屋） × - -
第7.3－３６表 放射性物質の放出量（精製建屋） × - -

第7.3－３７表
放射性物質の放出量（ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋）

× - -

第7.3－３８表 放射性物質の放出量（高レベル廃液ガラス固化建 × - -
第7.3－１図 水素爆発を未然に防止するための空気の供給の概 × - -
第7.3－２図 水素爆発の再発を防止するための空気の供給の概 × - -

第7.3－３図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応の概要図

× - -

第7.3－４図
水素爆発に対処するための設備の系統概要図（精製
建屋）（水素爆発を未然に防止するための空気の供
給に使用する設備）

× - -

第7.3－４図
水素爆発に対処するための設備の系統概要図（精製
建屋）（水素爆発の再発を防止するための空気の供
給に使用する設備）

× - -

第7.3－４図
水素爆発に対処するための設備の系統概要図（精製
建屋）（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気
系による対応に使用する設備）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第7.3－４図
水素爆発に対処するための設備の系統概要図（精製
建屋）（「放射線分解により発生する水素による爆発」
の発生を仮定する貯槽等）

× - -

第7.3－５図
水素掃気機能の喪失による水素爆発に対処するた
めの手順の概要（精製建屋）

× - -

第7.3－６図
精製建屋における水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に必要な要員及び作業項目（１／３）

× - -

第7.3－６図
精製建屋における水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に必要な要員及び作業項目（２／３）

× - -

第7.3－６図
精製建屋における水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に必要な要員及び作業項目（３／３）

× - -

第7.3－７図
火山を想定した場合の精製建屋における水素爆発を
未然に防止するための空気の供給に必要な要員及
び作業項目（１／３）

× - -

第7.3－７図
火山を想定した場合の精製建屋における水素爆発を
未然に防止するための空気の供給に必要な要員及
び作業項目（２／３）

× - -

第7.3－７図
火山を想定した場合の精製建屋における水素爆発を
未然に防止するための空気の供給に必要な要員及
び作業項目（３／３）

× - -

第7.3－８図
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その１）

× - -

第7.3－８図
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その２）

× - -

第7.3－８図
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その３）

× - -

第7.3－８図
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その４）

× - -

第7.3－８図
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その５）

× - -

第7.3－８図
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その６）

× - -

第7.3－８図
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その７）

× - -

第7.3－８図
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その８）

× - -

第7.3－８図
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その９）

× - -

第7.3－８図
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その10）

× - -

第7.3－９図 安全圧縮空気系の系統概要図 × - -

第7.3－１０図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給実施
時の計量前中間貯槽の水素濃度の傾向（前処理建

× - -

第7.3－１１図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給実施
時の第２一時貯留処理槽の水素濃度の傾向（分離建

× - -

第7.3－１２図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給実施
時のプルトニウム濃縮液一時貯槽の水素濃度の傾
向（精製建屋）

× - -

第7.3－１３図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給実施
時の硝酸プルトニウム貯槽の水素濃度の傾向（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

× - -

第7.3－１４図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給実施
時の高レベル濃縮廃液貯槽の水素濃度の傾向（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

× - -

第7.3－１５図
精製建屋における水素爆発の再発を防止するため
の空気の供給，セルへの導出経路の構築及び代替
セル排気系による対応に必要な要員及び作業項目

× - -

第7.3－１６図
水素爆発の再発を防止するための空気の供給実施
時の計量前中間貯槽の水素濃度の傾向（前処理建

× - -

第7.3－１７図
水素爆発の再発を防止するための空気の供給実施
時の第２一時貯留処理槽の水素濃度の傾向（分離建

× - -

第7.3－１８図
水素爆発の再発を防止するための空気の供給実施
時のプルトニウム溶液供給槽の水素濃度の傾向（精

× - -

第7.3－１９図
水素爆発の再発を防止するための空気の供給実施
時の硝酸プルトニウム貯槽の水素濃度の傾向（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

× - -

第7.3－２０図
水素爆発の再発を防止するための空気の供給実施
時の高レベル濃縮廃液貯槽の水素濃度の傾向（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

× - -

第7.3－２１図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の前処理建屋からの放出の傾向

× - -

第7.3－２２図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の分離建屋からの放出の傾向

× - -

第7.3－２３図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の精製建屋からの放出の傾向

× - -

第7.3－２４図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
からの放出の傾向

× - -

第7.3－２５図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の高レベル廃液ガラス固化建屋からの
放出の傾向

× - -

第7.3－２６図 放射性物質の大気放出過程（前処理建屋） × - -
第7.3－２７図 放射性物質の大気放出過程（分離建屋） × - -
第7.3－２８図 放射性物質の大気放出過程（精製建屋） × - -

第7.3－２９図
放射性物質の大気放出過程（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋）

× - -

第7.3－３０図
放射性物質の大気放出過程（高レベル廃液ガラス固
化建屋）

× - -

7.4 有機溶媒等による火災又は爆発への対処 × - -
7.4.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策 - - -

7.4.1.1 
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の
具体的内容

- - -

7.4.1.1.1
プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプル
トニウム濃縮缶の加熱の停止

× - -

7.4.1.1.2 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 × - -

7.4.1.2 
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の
有効性評価

- - -

7.4.1.2.1 有効性評価 × - -
7.4.1.2.2 有効性評価の結果 × - -
7.4.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
7.4.1.2.4 判断基準への適合性の検討 × - -

7.4.2 
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に
必要な要員及び資源

× - -

7.4.3 参考文献一覧 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第7.4－１表
プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプル
トニウム濃縮缶の加熱の停止における手順及び設備

× - -

第7.4－２表
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留における手
順及び設備の関係

× - -

第7.4－３表 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の対処に使用する × - -

第7.4－４表(1)
「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム
濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放
射性物質の放出量（セル排気系からの放射性物質の

× - -

第7.4－４表(2)

「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム
濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放
射性物質の放出量（塔槽類廃ガス処理設備からの放
射性物質の放出量）

× - -

第7.4－５表
「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム
濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放
射性物質の放出量（セシウム－137換算値）

× - -

第7.4‐１図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための
設備の系統概要図（プルトニウム濃縮缶への供給液
の供給停止，プルトニウム濃縮缶の加熱の停止）

× - -

第7.4‐２図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための
設備の系統概要図（廃ガス貯留設備による放射性物
質の貯留）

× - -

第7.4‐３図（１）
 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための
設備の系統概要図（プルトニウム濃縮缶への供給液
の供給停止）

× - -

第7.4‐３図（２）
 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための
設備の系統概要図（プルトニウム濃縮缶の加熱の停

× - -

第7.4‐４図
「プルトニウム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応」の手順の概要

× - -

第7.4‐５図

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止のため
の措置の作業及び所要時間（プルトニウム濃縮缶へ
の供給液の供給停止，プルトニウム濃縮缶の加熱の
停止，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留）

× - -

第7.4‐６図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための
設備の系統概要図（廃ガス貯留設備による放射性物
質の貯留）

× - -

第7.4‐７図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時における放
射性物質の放出率の推移 概念図

× - -

第7.4‐８図（１）
 プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応の発生による放射性物質の大気放出過
程（セルからの排気系からの放射性物質の放出量）

× - -

第7.4‐８図（２）
 プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応の発生による放射性物質の大気放出過
程（塔槽類廃ガス処理設備からの放射性物質の放出

× - -

第7.4‐９図
プルトニウム濃縮缶の運転概要，プルトニウム濃度
及びＴＢＰ量の推移

× - -

7.5 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への対処 × - -
7.5.1 想定事故１ の燃料損傷防止対策 - - -
7.5.1.1  想定事故１ の燃料損傷防止対策の具体的内容 △ 28条 大気の汚染事象に係る記載があるが，設備にのみ関係する項目 -
7.5.1.2  想定事故１ の燃料損傷防止対策の有効性評価 - - -

7.5.1.2.1 有効性評価 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.5.1.2.2 有効性評価の結果 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.5.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.5.1.2.4 判断基準への適合性の検討 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.5.2 想定事故２ の燃料損傷防止対策 - - -
7.5.2.1 想定事故２ の燃料損傷防止対策の具体的内容 × - -
7.5.2.2 想定事故２ の燃料損傷防止対策の有効性評価 - - -

7.5.2.2.1 有効性評価 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.5.2.2.2 有効性評価の結果 △ 28条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある
項目（引用元：「7.5.1.2.2(２)ｂ．(ｂ) 作業環境」」）

-

7.5.2.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 △ 28条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある
項目（引用元：「7.5.1.2.3(２) 重大事故等の同時発生」」）

-

7.5.2.2.4 判断基準への適合性の検討 × - -

7.5.3 
想定事故１ 及び想定事故２ の燃料損傷防止対策に
必要な要員及び資源

- - -

7.5.3.1 
想定事故１ の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
資源

△ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.5.3.2 想定事故２ の燃料損傷防止対策に必要な要員及び × - -
第7.5－１表 想定事故１及び想定事故２の発生を想定する設備 × - -

第7.5－２表
燃料損傷防止対策（想定事故１）の対策の手順及び
設備の関係

× - -

第7.5－３表
燃料貯蔵プール等の水位及び水温の推移評価に係
る主要評価件（想定事故１）

× - -

第7.5－４表 燃料損傷防止対策において使用する設備 × - -

第7.5－５表
燃料貯蔵プール等のプール水が沸騰に至るまでの
時間（想定事故１）

× - -

第7.5－６表
燃料損傷防止対策（想定事故２）の対策の手順及び
設備の関係

× - -

第7.5－７表
燃料貯蔵プール等の水位及び水温の推移評価に係
る主要評価件（想定事故２）

× - -

第7.5－８表
燃料貯蔵プール等のプール水が沸騰に至るまでの
時間（想定事故２）

× - -

第7.5－１図  燃料損傷防止対策系統概要図 × - -

第7.5－２図
「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」の対処手
順の概要（想定事故１） （対応フロー）

× - -

第7.5－３図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その１）

× - -

第7.5－３図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その２）

× - -

第7.5－３図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その３）

× - -

第7.5－４図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その１）

× - -

第7.5－４図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その２）

× - -

第7.5－４図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その３）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（２／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（３／ 16 ）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八
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紐付け
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有毒ガス防護に係る項目

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（４／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（５／ 16）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（６／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（７／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（８／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（９／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（10／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（11／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（12／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（13／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（14／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（15／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（16／ 16 ）

× - -

第7.5－６図
プール水冷却系，安全冷却水系及び補給水設備の
系統概要図

× - -

第7.5－７図 想定事故１における燃料貯蔵プール等の水位の推移 × - -
第7.5－８図 想定事故１における燃料貯蔵プール等の水温の推移 × - -

第7.5－９図
想定事故１ における燃料貯蔵プール等の水位と線
量率の関係

× - -

第7.5－１０図
「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」の対応手
順の概要（想定事故２） （対応フロー）

× - -

第7.5－１１図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その１）

× - -

第7.5－１１図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その２）

× - -

第7.5－１１図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その３）

× - -

第7.5－１２図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その１）

× - -

第7.5－１２図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その２）

× - -

第7.5－１２図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その３）

× - -

第7.5－１３図 想定事故２における燃料貯蔵プール等の水位の推移 × - -
第7.5－１４図 想定事故２における燃料貯蔵プール等の水温の推移 × - -

第7.5－１５図
想定事故２ における燃料貯蔵プール等の水位と線
量率の関係

× - -

7.6 放射性物質の漏えいへの対処 × - -
7.7 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対 - - -
7.7.1 重大事故等の同時発生 - - -

7.7.1.1
同時発生が想定される重大事故等の種類と想定する
条件

△ 28条

引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある
項目（引用元：「7.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処」，「7.3
放射線分解により発生する水素による爆発への対処」，「7.5 使用済燃
料貯蔵槽における燃料損傷への対処」）

-

7.7.1.2 重大事故等が同時発生した場合の有効性評価の範 × - -

7.7.1.3
重大事故等が同時発生した場合の拡大防止対策の
有効性評価

- - -

7.7.1.3.1 有効性評価 × - -

7.7.1.3.2 有効性評価の結果 △ 28条
引用元にのみ大気の汚染事象及びその防護対策に係る記載がある
項目（引用元：「7.2.1.2.2 有効性評価の結果」，「7.3.1.2.2 有効性評価
の結果」，「7.5.2.2 想定事故２の燃料損傷防止対策の有効性評価」）

-

7.7.1.3.3 判断基準への適合性の検討 × - -
7.7.1.4 重大事故等が同時発生した場合の必要な要員及び × - -

7.7.2 重大事故等の連鎖 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.7.2.1 臨界事故 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.7.2.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.7.2.3 放射線分解により発生する水素による爆発 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.7.2.4
有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応）

△ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.7.2.5 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.7.2.6 分析結果 × - -

第7.7－１表
重大事故等の同時発生を仮定する機器と重大事故
等の種類の関係

× - -

第7.7－２表
前処理建屋における同時発生時の水素爆発に係る
評価結果

× - -

第7.7－３表
分離建屋における同時発生時の水素爆発に係る評
価結果

× - -

第7.7－４表
精製建屋における同時発生時の水素爆発に係る評
価結果

× - -

第7.7－５表
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における同時発生
時の水素爆発に係る評価結果

× - -

第7.7－６表
高レベル廃液ガラス固化建屋における同時発生時の
水素爆発に係る評価結果

× - -

第7.7－７表
重大事故等が同時発生した場合の大気中への放射
性物質の放出量（セシウム－137換算）

× - -

第7.7－１図
冷却機能喪失及び水素掃気機能喪失の同時発生時
のプルトニウム濃縮液一時貯槽の水素濃度の傾向
（精製建屋）

× - -

7.8 必要な要員及び資源の評価 - - -
7.8.1 必要な要員及び資源の評価の件 × - -

7.8.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.8.3 
重大事故等対策時に必要な水源，燃料及び電源の
評価結果

× - -

7.8.3.1 水源の評価結果 × - -

7.8.3.2 燃料の評価結果 △ 28条
大気の汚染事象に係る記載があるが，重大事故等対処の有効性評
価の条件としてのみ記載している項目

-

7.8.3.3 電源の評価結果 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第7.8－１図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
前処理建屋における必要な要員及び作業項目（その
１）

× - -

第7.8－１図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
前処理建屋における必要な要員及び作業項目（その
２）

× - -

第7.8－１図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
前処理建屋における必要な要員及び作業項目（その
３）

× - -

第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その４）

× - -

第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その５）

× - -

第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その６）

× - -

第7.8－３図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
精製建屋における必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－３図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
精製建屋における必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－３図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
精製建屋における必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－４図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必要な要
員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－４図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必要な要
員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－４図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必要な要
員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その１）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その２）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その３）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その４）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その５）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その６）

× - -

第7.8－６図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な要員及
び作業項目（その１）

× - -

第7.8－６図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な要員及
び作業項目（その２）

× - -

第7.8－６図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な要員及
び作業項目（その３）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その４）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その５）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その６）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その７）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その８）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その９）

× - -

第7.8－８図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
制御建屋における必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－８図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
制御建屋における必要な要員及び作業項目（その２）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第7.8－８図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
制御建屋における必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－９図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
放射線対応における必要な要員及び作業項目（その
１）

× - -

第7.8－９図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
放射線対応における必要な要員及び作業項目（その
２）

× - -

第7.8－９図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
放射線対応における必要な要員及び作業項目（その
３）

× - -

第7.8－10図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
情報把握計装設備における必要な要員及び作業項
目

× - -

第7.8－11図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の前処理建屋における必要な要員及び作業項
目（その１）

× - -

第7.8－11図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の前処理建屋における必要な要員及び作業項
目（その２）

× - -

第7.8－11図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の前処理建屋における必要な要員及び作業項
目（その３）

× - -

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その１）

× - -

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その２）

× - -

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その３）

× - -

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その４）

× - -

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その５）

× - -

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その６）

× - -

第7.8－13図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の精製建屋における必要な要員及び作業項目
（その１）

× - -

第7.8－13図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の精製建屋における必要な要員及び作業項目
（その２）

× - -

第7.8－13図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の精製建屋における必要な要員及び作業項目
（その３）

× - -

第7.8－14図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必
要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－14図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必
要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－14図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必
要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その４）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その５）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その６）

× - -

第7.8－16図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な
要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－16図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な
要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－16図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な
要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ
の１）

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ
の２）

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ
の３）

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ
の４)

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ
の５）

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ
の６）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ
の７）

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ
の８）

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ
の９）

× - -

第7.8－18図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の制御建屋における必要な要員及び作業項目
（その１）

× - -

第7.8－18図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の制御建屋における必要な要員及び作業項目
（その２）

× - -

第7.8－18図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の制御建屋における必要な要員及び作業項目
（その３）

× - -

第7.8－19図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の放射線対応における必要な要員及び作業項
目（その１）

× - -

第7.8－19図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の放射線対応における必要な要員及び作業項
目（その２）

× - -

第7.8－19図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の放射線対応における必要な要員及び作業項
目（その３）

× - -

第7.8－20図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の情報把握計装設備における必要な要員及び
作業項目

× - -

添付１
重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実
施するために必要な技術的能力

- - -

1. 臨界事故の拡大を防止するための手順等 ○ 技術的能力1.1 補1.1-7-別2-2

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧
（１／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（２／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（３／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（４／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（５／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（６／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（７／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（８／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（９／９）

× - -

第１－２表 臨界事故の対処に使用する設備（１／３） × - -
第１－２表 臨界事故の対処に使用する設備（２／３） × - -
第１－２表 臨界事故の対処に使用する設備（３／３） × - -
第１－３表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１／３） × - -
第１－３表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２／３） × - -
第１－３表 計装設備を用いて監視するパラメータ（３／３） × - -
第１－４表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -

第１－５表
臨界事故への対処における各対策の判断方法と判
断基準

× - -

第１－６表 臨界事故の対処において確認する補助パラメータ × - -
第１－７表 重要監視パラメータの代替方法 × - -

第１－１図(１)
臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析
（溶解槽）

× - -

第１－１図(２)
臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析（エ
ンドピース酸洗浄槽）

× - -

第１－１図(３)
臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析
（ハル洗浄槽）

× - -

第１－１図(４)
臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析
（精製建屋 第５一時貯留処理槽）

× - -

第１－１図(５)
臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析
（精製建屋 第７一時貯留処理槽）

× - -

第１－２図
前処理建屋の臨界事故の拡大防止対策における対
応フロー（１／２）

× - -

第１－２図
前処理建屋の臨界事故の拡大防止対策における対
応フロー（２／２）

× - -

第１－３図
精製建屋の臨界事故の拡大防止対策における対応
フロー（１／２）

× - -

第１－３図
精製建屋の臨界事故の拡大防止対策における対応
フロー（２／２）

× - -

第１－４図 前処理建屋の可溶性中性子吸収材の自動供給 概 × - -
第１－５図 精製建屋の可溶性中性子吸収材の自動供給 概要 × - -

第１－６図
前処理建屋の可溶性中性子吸収材の自動供給 タ
イムチャート

△ 技術的能力1.1
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第１－７図
精製建屋の可溶性中性子吸収材の自動供給 タイム
チャート

△ 技術的能力1.1
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第１－８図
前処理建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給及び
可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性
子吸収材の供給 概要図

× - -

第１－９図 精製建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給 概要 × - -

第１－10図
前処理建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給及び
可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性
子吸収材の供給 タイムチャート

△ 技術的能力1.1
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第１－11図
精製建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給 タイム
チャート

△ 技術的能力1.1
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第１－12図
前処理建屋の臨界事故により発生する放射線分解
水素の掃気 概要図

× - -

第１－13図
精製建屋の臨界事故により発生する放射線分解水
素の掃気 概要図

× - -

第１－14図
前処理建屋の臨界事故により発生する放射線分解
水素の掃気及び廃ガス貯留設備による放射性物質
の貯留 タイムチャート

△ 技術的能力1.1
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-
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第１－15図
精製建屋の臨界事故により発生する放射線分解水
素の掃気及び廃ガス貯留設備による放射性物質の
貯留 タイムチャート

△ 技術的能力1.1
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第１－16図(１)
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流
量及び圧力の変化 概要図

× - -

第１－16図(２)
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流
量及び圧力の変化 概要図の解説

× - -

第１－16図(３)
前処理建屋の廃ガス貯留設備による放射性物質の
貯留に係る流量及び圧力の制御 概念図

× - -

第１－16図(４)
精製建屋の廃ガス貯留設備による放射性物質の貯
留に係る流量及び圧力の制御 概念図

× - -

第１－17図
前処理建屋の廃ガス貯留設備による放射性物質の
貯留 概要図

× - -

第１－18図
精製建屋の廃ガス貯留設備による放射性物質の貯
留 概要図

× - -

第１－19図 対応手段の選択フローチャート（１／３） × - -
第１－19図 対応手段の選択フローチャート（２／３） × - -
第１－19図 対応手段の選択フローチャート（３／３） × - -

2. 
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
手順等

○ 技術的能力1.2 補1.2-6-別2-2

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（1／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（2／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（3／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（4／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（5／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（6／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（7／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（8／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（９／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（10／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（11／11）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（１／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（２／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（３／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（４／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（５／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（６／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（７／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（８／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（９／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（10／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（11／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（12／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（13／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（14／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（15／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（16／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（17／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（18／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（19／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（20／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（21／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（22／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（23／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（24／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（25／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（26／26）

× - -

第２－３表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る対象貯槽等（１／３）

× - -

第２－３表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る対象貯槽等（２／３）

× - -

第２－３表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る対象貯槽等（３／３）

× - -

第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（３／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（４／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（５／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（６／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（７／29） × - -
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第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（８／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（９／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１０／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１１／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１２／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１３／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１４／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１５／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１６／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１７／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１８／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１９／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２０／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２１／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２２／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２３／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２４／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２５／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２６／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２７／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２８／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２９／29） × - -
第２－５表 各対策での判断基準（１／４） × - -
第２－５表 各対策での判断基準（２／４） × - -
第２－５表 各対策での判断基準（３／４） × - -
第２－５表 各対策での判断基準（４／４） × - -

第２－６表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る貯槽等の沸騰までの時間余裕（１／３）

× - -

第２－６表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る貯槽等の沸騰までの時間余裕（２／３）

× - -

第２－６表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る貯槽等の沸騰までの時間余裕（３／３）

× - -

第２－７表 蒸発乾固の対処において確認する補助パラメータ × - -

第２－８表 制限時間と各対策に係る時間（１／４） × - -

第２－８表 制限時間と各対策に係る時間（２／４） × - -

第２－８表 制限時間と各対策に係る時間（３／４） × - -

第２－８表 制限時間と各対策に係る時間（４／４） × - -

第２－９表 重要監視パラメータの代替方法（１／３） × - -
第２－９表 重要監視パラメータの代替方法（２／３） × - -
第２－９表 重要監視パラメータの代替方法（３／３） × - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（２
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（３
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（４
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（５
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（６
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（７
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（８
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（９
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
０／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
１／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
２／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
３／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
４／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
５／15）

× - -

第２－２図
蒸発乾固の拡大防止対策のフォールトツリー分析（１
／２）

× - -

第２－２図
蒸発乾固の拡大防止対策のフォールトツリー分析（２
／２）

× - -

第２－３図
蒸発乾固の発生及び拡大防止対策における対応フ
ロー × - -

第２－４図 内部ループへの通水による冷却概要図 × - -

第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(1/6) △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(2/6) △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(3/6) △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(4/6) △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(5/6) △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(6/6) △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(1/6)

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-
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第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(2/6)

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(3/6)

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(4/6)

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(5/6)

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(6/6)

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－７図
安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による
冷却における対応フロー

× - -

第２－８図
安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による
冷却概要図

× - -

第２－９図
前処理建屋の安全冷却水系の中間熱交換器バイパ
ス操作による冷却タイムチャート

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－10図
分離建屋の安全冷却水系の中間熱交換器バイパス
操作による冷却タイムチャート

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－11図
精製建屋の安全冷却水系の中間熱交換器バイパス
操作による冷却タイムチャート

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－12図
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系の中
間熱交換器バイパス操作による冷却タイムチャート

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－13図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷
却水系による冷却における対応フロー

× - -

第2－14図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷
却水系による冷却概要図

× - -

第２－15図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷
却水系による冷却タイムチャート

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－16図
運転予備負荷用一般冷却水系による冷却における
対応フロー

× - -

第２－17図 運転予備負荷用一般冷却水系による冷却概要図 × - -

第２－18図
運転予備負荷用一般冷却水系による冷却タイム
チャート

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－19図 対応手段の選択フローチャート（１／２） × - -
第２－19図 対応手段の選択フローチャート（２／２） × - -
第２－20図 貯槽等への注水概要図 × - -

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（1/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（2/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（3/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（4/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（5/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（6/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（7/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（8/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（9/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（10/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（11/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（12/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（13/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（14/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（15/15） △ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－22図 冷却コイル等への通水による冷却概要図 × - -

第２－23図
給水処理設備等から貯槽等への注水における対応
フロー

× - -

第２－24図 給水処理設備等から貯槽等への注水概要図 × - -

第２－25図
前処理建屋の給水処理設備等から貯槽等への注水
タイムチャート

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－26図
分離建屋の給水処理設備等から貯槽等への注水タ
イムチャート

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－27図
精製建屋の給水処理設備等から貯槽等への注水タ
イムチャート

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－28図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の給水処理設備
等から貯槽等への注水タイムチャート

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－29図
高レベル廃液ガラス固化建屋の給水処理設備等から
貯槽等への注水タイムチャート

△ 技術的能力1.2
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第２－30図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応概要図

× - -

3.
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るための手順等

○ 技術的能力1.3 補1.3-5-別2-2

第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（1／6）

× - -
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第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（2／6）

× - -

第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（3／6）

× - -

第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（4／6）

× - -

第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（5／6）

× - -

第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（6／6）

× - -

第３－２表
放射線分解により発生する水素による爆発の対処に
おいて使用する設備（1／5）

× - -

第３－２表
放射線分解により発生する水素による爆発の対処に
おいて使用する設備（2／5）

× - -

第３－２表
放射線分解により発生する水素による爆発の対処に
おいて使用する設備（3／5）

× - -

第３－２表
放射線分解により発生する水素による爆発の対処に
おいて使用する設備（4／5）

× - -

第３－２表
放射線分解により発生する水素による爆発の対処に
おいて使用する設備（5／5）

× - -

第３－３表 水素爆発の発生を仮定する貯槽等 × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（３／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（４／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（５／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（６／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（７／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（８／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（９／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１０／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１１／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１２／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１３／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１４／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１５／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１６／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１７／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１８／１８） × - -
第3-５表 各対策での判断基準（1/2） × - -
第3-５表 各対策での判断基準（2/2） × - -

第３―６表
水素爆発の発生を仮定する貯槽等の発生防止対策
の許容空白時間

× - -

第３―７表
水素爆発の発生を仮定する貯槽等の拡大防止対策
の許容空白時間

× - -

第３－８表 水素爆発への対処において確認する補助パラメータ × - -
第３－９表 許容空白時間と各対策に係る時間 × - -
第３－１０表 重要監視パラメータの代替方法（１／３） × - -

重要監視パラメータの代替方法（２／３） × - -
重要監視パラメータの代替方法（３／３） × - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（２
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（３
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（４
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（５
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（６
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（７
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（８
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（９
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
０／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
１／11）

× - -

第３－２図
水素爆発の拡大防止対策のフォールトツリー分析（１
／５）

× - -

第３－２図
水素爆発の拡大防止対策のフォールトツリー分析（２
／５）

× - -

第３－２図
水素爆発の拡大防止対策のフォールトツリー分析（３
／５）

× - -

第３－２図
水素爆発の拡大防止対策のフォールトツリー分析（４
／５）

× - -

第３－２図
水素爆発の拡大防止対策のフォールトツリー分析（５
／５）

× - -

第３－３図
前処理建屋の水素爆発の発生及び拡大防止対策の
手順の対応フロー

× - -

第３－４図
分離建屋の水素爆発の発生及び拡大防止対策の手
順の対応フロー

× - -

第３－５図
精製建屋の水素爆発の発生及び拡大防止対策の手
順の対応フロー

× - -

第３－６図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発の発
生及び拡大防止対策の手順の対応フロー

× - -

第３－７図
高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発の発生及
び拡大防止対策の手順の対応フロー

× - -

第３－８図
前処理建屋の水素爆発を未然に防止するための空
気の供給の系統概要図

× - -

第３－９図
分離建屋の水素爆発を未然に防止するための空気
の供給の系統概要図

× - -

第３－10図
精製建屋の水素爆発を未然に防止するための空気
の供給の系統概要図

× - -

第３－11図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発を未
然に防止するための空気の供給の系統概要図

× - -

第３－12図
高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発を未然に防
止するための空気の供給の系統概要図

× - -

第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（1／7） × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（2／7） × - -

第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（3／7） × - -

第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（4／7） × - -

第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（5／7） × - -

第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（6／7） × - -

第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（7／7） × - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（1／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（2／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（3／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（4／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（5／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（6／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（7／7）

× - -

第３－15図
水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給
の手順の対応フロー

× - -

第３－16図
水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給
の系統概要図

× - -

第３－17図
水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給
の作業と所要時間

× - -

第３－18図 対応手段の選択フローチャート（１／２） × - -
第３－18図 対応手段の選択フローチャート（２／２） × - -

第３－19図
前処理建屋の水素爆発の再発を防止するための空
気の供給の系統概要図

× - -

第３－20図
分離建屋の水素爆発の再発を防止するための空気
の供給の系統概要図

× - -

第３－21図
精製建屋の水素爆発の再発を防止するための空気
の供給の系統概要図

× - -

第３－22図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発の再
発を防止するための空気の供給の系統概要図

× - -

第３－23図
高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発の再発を
防止するための空気の供給の系統概要図

× - -

第３－24図
精製建屋の手動圧縮空気ユニットからの圧縮空気供
給に係る作業と所要時間

× - -

第３－25図
前処理建屋のセルへの導出経路の構築及び代替セ
ル排気系による対応の系統概要図

× - -

第３－26図
分離建屋のセルへの導出経路の構築及び代替セル
排気系による対応の系統概要図

× - -

第３－27図
精製建屋のセルへの導出経路の構築及び代替セル
排気系による対応の系統概要図

× - -

第３－28図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のセルへの導出
経路の構築及び代替セル排気系による対応の系統

× - -

第３－29図
高レベル廃液ガラス固化建屋のセルへの導出経路
の構築及び代替セル排気系による対応の系統概要

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（1／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（2／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（3／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（4／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（5／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（6／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（7／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（8／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（9／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（10／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（11／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（12／
15）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（13／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（14／
15）

× - -

第３－30図
水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（15／
15）

× - -

4．
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための
手順等

○ 技術的能力1.4 補1.4-6-別2-2

第４ － １ 表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ １ ／ ５ ）

× - -

第４ － １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ２ ／ ５ ）

× - -

第４ － １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（３ ／ ５ ）

× - -

第４ － １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（４ ／ ５ ）

× - -

第４ － １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ５ ／ ５ ）

× - -

第４－２表 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の対処に使用する × - -
第４－３表  計装設備を用いて監視するパラメータ（１／３） × - -
第４－３表  計装設備を用いて監視するパラメータ（２／３） × - -
第４－３表  計装設備を用いて監視するパラメータ（３／３） × - -

第４－４表
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処における
各対策の判断方法と判断基準

× - -

第４－５表 
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の対処において確
認する補助パラメータ

× - -

第４－６表 重要監視パラメータの代替方法（１／２） × - -
第４－６表 重要監視パラメータの代替方法（２／２） × - -

第４－１図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の
フォールトツリー分析

× - -

第４－２図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に
おける対応フロー

× - -

第４－３図 プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止 概要図 × - -

第４－４図
プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプル
トニウム濃縮缶の加熱の停止 タイムチャート

△ 技術的能力1.4
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第４－５図 プルトニウム濃縮缶の加熱の停止 概要図 × - -

第４－６図(1)
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流
量及び圧力の変化 概念図

× - -

第４－６図(2) 
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流
量及び圧力の変化 概念図の解説

× - -

第４－６図(3) 
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流
量及び圧力の制御 概念図

× - -

第４－７図 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 概要図 × - -

第４－８図
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 タイム
チャート

△ 技術的能力1.4
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第４－９図 対応手段の選択フローチャート（１／２） × - -
第４－９図 対応手段の選択フローチャート（２／２） × - -

5． 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 ○ 技術的能力1.5 補1.5-9-別2-2

第５ － １ 表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ １ ／ ２ ）

× - -

第５ － １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ２ ／ ２ ）

× - -

第５ － ２ 表
使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処において使用す
る設備

× - -

第５ － ３ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（ １ ／ ３ ） × - -
第５ － ３ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（ ２ ／ ３ ） × - -
第５ － ３ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（ ３ ／ ３ ） × - -
第５ － ４ 表 各対策での判断基準（１／２） × - -
第５ － ４ 表 各対策での判断基準（２／２） × - -

第５ － ５ 表
燃料貯蔵プール等の冷却等の対処において確認す
る補助パラメータ

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（２／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（３／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（４／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（５／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（６／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（７／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（８／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（９／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１０／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１１／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１２／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１３／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１４／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１５／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１６／16）

× - -

第５－１図（２）
大量の水の漏えい時の燃料損傷緩和対策のフォー
ルトツリー分析

× - -

第５－２図
「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失時」の対応
フロー

× - -

第５－３図 燃料貯蔵プール等への注水 系統概要図 × - -

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（1/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（2/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（3/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（4/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（5/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（6/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－５図
代替注水設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配
置図（南ルート）

× - -

第５－６図
代替注水設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配
置図（北ルート）

× - -

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）
（1/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）
（2/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）
（3/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）
（4/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）
（5/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）
（6/6）

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－８図 対応手段の選択フローチャート × - -
第５－９図 燃料貯蔵プール等への水のスプレイ 系統概要図 × - -

第５－10図 スプレイ設備による水のスプレイタイムチャート △ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－11図
スプレイ設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置
図（南ルート）

× - -

第５－12図
スプレイ設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置
図（北ルート）

× - -

第５－13図 資機材による漏えい緩和の手順の概要 × - -

第５－14図 資機材による漏えい緩和タイムチャート △ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－15図 燃料貯蔵プール等の状況監視 系統概要図 × - -

第５－16図
燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時
の状況監視 タイムチャート

△ 技術的能力1.5
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第５－17図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート）（水位計，
温度計，状態監視カメラ及び空間線量率計）

× - -

第５－18図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート）（水位計，
温度計，状態監視カメラ及び空間線量率計）

× - -

第５－19図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート）（水位計（エ
アパージ式））

× - -

第５－20図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート）（水位計（エ
アパージ式））

× - -

第５－21図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート）（可搬型空
冷ユニット等）

× - -

第５－22図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート）（可搬型空
冷ユニット等）

× - -

6．
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
の手順等

○ 技術的能力1.7 補1.7-別2-2

第6－ １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ １ ／ ６ ）

× - -

第6－ １ 表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（  2 ／ ６ ）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第6－ １ 表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ３ ／ ６ ）

× - -

第6－ １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ４ ／ ６ ）

× - -

第6－ １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ５ ／ ６ ）

× - -

第6－ １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ６ ／ ６ ）

× - -

第6－ ２ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１／４） × - -
第6－ ２ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２／４） × - -
第6－ ２ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（３／４） × - -
第6－ ２ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（４／４） × - -

第6－ １ 図
「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」及び「海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流
出抑制」の手順の対応フロー

× - -

第6－ ２ 図 （１）
「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」に係る作業と所要時間

× - -

第6－ ２ 図 （２）
「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」に係る作業と所要時間

× - -

第6－ ２ 図 （３）
「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」に係る作業と所要時間

× - -

第6－ ２ 図 （４）
「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」に係る作業と所要時間

× - -

第6－ ３ 図

「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」及び「燃料貯蔵プール等への大容量の注水によ
る工場等外への放射線の放出抑制」の可搬型建屋
外ホース敷設ルート（ 第１ 貯水槽～ 各対処場所）

× - -

第6－ ４ 図 「主排気筒内への散水」の手順の対応フロー × - -
第6－ ５ 図 「主排気筒内への散水」に係る作業と所要時間 × - -

第6－ ６ 図
「燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等
外への放射線の放出抑制」の手順の対応フロー

× - -

第6－ ７ 図
「燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等
外への放射線の放出抑制」に係る作業と所要時間

× - -

第6－ ８ 図 

「燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等
外への放射線の放出抑制」の可搬型建屋内ホース
敷設ルート（ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋境界近傍
～ 燃料貯蔵プール等）（ 北ルート）

× - -

第6－ ９ 図

「燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等
外への放射線の放出抑制」の可搬型建屋内ホース
敷設ルート（ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋境界近傍
～ 燃料貯蔵プール等）（南ルート）

× - -

第6－ 10 図 
「海洋， 河川， 湖沼等への放射性物質の流出抑制」
の概要図

× - -

第6－ 11 図
「海洋， 河川， 湖沼等への放射性物質の流出抑制」
に係る作業と所要時間

× - -

第6－ 12 図
「再処理施設の各建物周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災，化学火災の対応」の手順の対応

× - -

第6－ 13 図
「再処理施設の各建物周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災，化学火災の対応」に係る作業と
所要時間

× - -

7． 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 ○ 技術的能力1.8 補1.8-2-別2-2

第7－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ １ ／ ５ ）

× - -

第7－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（  2 ／  ５）

× - -

第7－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ３ ／  ５ ）

× - -

第7－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ４ ／  ５ ）

× - -

第7－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ５ ／  ５ ）

× - -

第7－2表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１／２） × - -
第7－2表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２／２） × - -

第7－３表
重大事故等への対処に必要となる水の供給の対処
において確認する補助パラメータ

× - -

第7－１図 水源及び補給源の配置図 × - -

第7－２図
「水源の確保」及び「第１ 貯水槽へ水を補給するため
の対応」の手順の対応フロー

× - -

第7－３図 「水源の確保」の作業と所要時間 × - -

第7－４図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（1）

× - -

第7－５図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（2）

× - -

第7－６図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（3）

× - -

第7－７図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（4）

× - -

第7－８図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（5）

× - -

第7－９図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（6）

× - -

第7－１０図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（7）

× - -

第7－１１図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（8）

× - -

第7－１２図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（9）

× - -

第7－１３図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（10）

× - -

第7－１４図
「水を補給するための対応」の作業と所要時間（第２
貯水槽を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への水の

× - -

第7－１５図
「水を補給するための対応」の作業と所要時間（敷地
外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の補

× - -

第7－１６図
「淡水取水源を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への
水の補給」の手順の対応フロー

× - -

第7－１７図
「淡水取水源を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への
水の補給」の作業と所要時間（二又川取水場所Ｂ か
ら第１ 貯水槽へ水を補給）

× - -

第7－１８図
「淡水取水源を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への
水の補給」の作業と所要時間（淡水取水設備貯水池
から第１ 貯水槽へ水を補給）

× - -

第7－１９図
「淡水取水源を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への
水の補給」の作業と所要時間（敷地内西側貯水池か
ら第１ 貯水槽へ水を補給）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

8. 電源の確保に関する手順等 ○ 技術的能力1.9 補1.9-8別2-2

第８－1表 共通電源車の主要負荷 × - -

第８－2表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧

× - -

第８－３表 各文における電源設備整理表（１／２） × - -
第８－３表 各文における電源設備整理表（２／２） × - -
第８－４表 各対策での判断基準 × - -

第８－５表
共通電源車及び可搬型発電機による給電のタイム
チャート

△ 技術的能力1.9
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第８－６表
共通電源車及び制御建屋可搬型発電機による給電
のタイムチャート

△ 技術的能力1.9
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第８－７表
共通電源車及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設可搬型発電機による給電のタイムチャート

△ 技術的能力1.9
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第８－８表 共通電源車による給電のタイムチャート △ 技術的能力1.9
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第８－９表
重大事故等対処設備を活用する手順等の判断基準
として用いる補助パラメータ（１／２）

× - -

第８－９表
重大事故等対処設備を活用する手順等の判断基準
として用いる補助パラメータ（２／２）

× - -

第８－10表 軽油貯槽からの燃料の移送のタイムチャート（１／２） △ 技術的能力1.9
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第８－10表 軽油貯槽からの燃料の移送のタイムチャート（２／２） △ 技術的能力1.9
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第８－１図 全交流動力電源喪失のフォールトツリー分析 × - -

第８－２図
電源確保の機器配置概要図（重大事故等への対処
に必要となる可搬型発電機の配備計画と保管場所）

× - -

第８－３図 電源給電確保の手順の概要 × - -

第８－４図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（前処理建屋可搬型発電機接続時）

× - -

第８－５図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（分離建屋可搬型発電機接続時）

× - -

第８－６図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（制御建屋可搬型発電機接続時）

× - -

第８－７図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機接
続時（精製建屋への給電を含む））

× - -

第８－８図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機接続

× - -

第８－９図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発
電機接続時）

× - -

第８－10図
共通電源車による非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主
母線への給電の系統図

× - -

第８－11図
共通電源車による制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線への
給電の系統図

× - -

第８－12図
共通電源車によるユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予
備用主母線への給電の系統図(１／５)

× - -

第８－12図
共通電源車によるユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予
備用主母線への給電の系統図（２／５）

× - -

第８－12図
共通電源車によるユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予
備用主母線への給電の系統図（３／５）

× - -

第８－12図
共通電源車によるユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予
備用主母線への給電の系統図（４／５）

× - -

第８－12図
共通電源車によるユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予
備用主母線への給電の系統図（５／５）

× - -

第８－13図
共通電源車による使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の6.9ｋＶ非常用母線への給電の系統図（１／

× - -

第８－13図
共通電源車による使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の6.9ｋＶ非常用母線への給電の系統図（２／

× - -

第８－13図
共通電源車による使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の6.9ｋＶ非常用母線への給電の系統図（３／

× - -

第８－14図 共通電源車の機器配置概要図 × - -

第８－15図
可搬型発電機及び共通電源車への補給の系統図（１
／２）

× - -

第８－15図
可搬型発電機及び共通電源車への補給の系統図（２
／２）

× - -

9. 事故時の計装に関する手順等 ○ 技術的能力1.10 補1.10-11-別2-2

第9-１表 パラメータ計測に使用する設備（１／４） × - -
第9-１表 パラメータ計測に使用する設備（２／４） × - -
第9-１表 パラメータ計測に使用する設備（３／４） × - -
第9-１表 パラメータ計測に使用する設備（４／４） × - -
第9-２表 事故時に必要な計装に関する手順（１／３） × - -
第9-２表 事故時に必要な計装に関する手順（２／３） × - -
第9-２表 事故時に必要な計装に関する手順（３／３） × - -
第9-１図 重大事故等時に必要なパラメータ選定フロー × - -
第9-２図 監視機能喪失のフォールトツリー分析 × - -

第9-３図
重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順
の概要（１／４）

× - -

第9-３図
重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順
の概要（２／４）

× - -

第9-３図
重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順
の概要（３／４）

× - -

第9-３図
重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順
の概要（４／４）

× - -

第9-４図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備
のタイムチャート（前処理建屋）（１／２）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-４図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備
のタイムチャート（前処理建屋）（２／２）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-５図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備
のタイムチャート（精製建屋）（１／２）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-５図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備
のタイムチャート（精製建屋）（２／２）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-
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申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（１／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（２／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（３／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（４／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（５／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（６／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（７／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１／１

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（２／１

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（３／１

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（４／１

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（５／１

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（６／１

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（７／１

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（８／１

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（９／１

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１０／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１１／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１２／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１３／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１４／

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（１／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（２／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（３／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（４／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（５／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（６／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（７／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）（１／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）（２／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）（３／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）（４／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）（５／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）（６／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋）（７／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）（１／10）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）（２／10）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）（３／10）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）（４／10）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）（５／10）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）（６／10）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）（７／10）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）（８／10）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）（９／10）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために
必要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラ
ス固化建屋）（10／10）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第9-１１図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（前処理建
屋）（１／５）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１１図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（前処理建
屋）（２／５）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１１図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（前処理建
屋）（３／５）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１１図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（前処理建
屋）（４／５）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１１図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（前処理建
屋）（５／５）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（１／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（２／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（３／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（４／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（５／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（６／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（７／７）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１３図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（精製建
屋）（１／３）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１３図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（精製建
屋）（２／３）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１３図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（精製建
屋）（３／３）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１４図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（１／５）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１４図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（２／５）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１４図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（３／５）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１４図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（４／５）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１４図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（５／５）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１５図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（高レベル
廃液ガラス固化建屋）（１／２）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１５図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（高レベル
廃液ガラス固化建屋）（２／２）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１７図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計装設備のタイムチャート（１／４）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１７図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計装設備のタイムチャート（２／４）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１７図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計装設備のタイムチャート（３／４）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１７図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計装設備のタイムチャート（４／４）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１８図
重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要
な計装設備のタイムチャート（１／２）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１８図
重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要
な計装設備のタイムチャート（２／２）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-１９図 情報把握計装設備のタイムチャート △ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-２０図
情報把握計装設備のアクセスルート図（前処理建屋
地上１階）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-２１図
情報把握計装設備のアクセスルート図（分離建屋
地上１階）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-２２図
情報把握計装設備のアクセスルート図（精製建屋
地上１階）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-２３図
情報把握計装設備のアクセスルート図（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋 地上１階）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第9-２４図
情報把握計装設備のアクセスルート図（高レベル廃
液ガラス固化建屋 地上１階）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-２５図
情報把握計装設備のアクセスルート図（使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋 地上１階）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-２６図
情報把握計装設備のアクセスルート図（使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋 地上２階）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-２７図
情報把握計装設備のアクセスルート図（制御建屋
地上１階）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-２８図
情報把握計装設備のアクセスルート図（第１保管庫・
貯水所）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第9-２９図
情報把握計装設備のアクセスルート図（第２保管庫・
貯水所）

△ 技術的能力1.10
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

10. 制御室の居住性等に関する手順等 ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-10

第10－1表 対策活動における防護具選定基準 ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-13

第10－２表
制御室に係る重大事故等対処設備及び自主対策設
備の整理（1/3）

× - -

第10－２表
制御室に係る重大事故等対処設備及び自主対策設
備の整理（2/3）

× - -

第10－２表
制御室に係る重大事故等対処設備及び自主対策設
備の整理（3/3）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（1／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（2／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（3／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（4／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（5／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（6／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（7／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（8／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（9／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（10／10）

× - -

第10―４表 各対策での判断基準(1/4) ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-14
第10―４表 各対策での判断基準(2/4) ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-15
第10―４表 各対策での判断基準(3/4) × - -
第10―４表 各対策での判断基準(4/4) ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-16

第10―５表
中央制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備の時間余裕

○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-17

第10－１図
中央制御室の居住性確保（換気）のための措置の
フォールトツリー分析（１／４）

× - -

第10－１図
中央制御室の居住性確保（換気）のための措置の
フォールトツリー分析（２／４）

× - -

第10－１図
中央制御室の居住性確保（換気）のための措置の
フォールトツリー分析（３／４）

× - -

第10－１図
中央制御室の居住性確保（換気）のための措置の
フォールトツリー分析（４／４）

× - -

第10－２図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー
分析（１／４）

× - -

第10－２図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー
分析（２／４）

× - -

第10－２図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー
分析（3／４）

× - -

第10－２図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー
分析（4／４）

× - -

第10－３図
中央制御室の居住性確保（照明）のための措置の
フォールトツリー分析（１／５）

× - -

第10－３図
中央制御室の居住性確保（照明）のための措置の
フォールトツリー分析（２／５）

× - -

第10－３図
中央制御室の居住性確保（照明）のための措置の
フォールトツリー分析（３／５）

× - -

第10－３図
中央制御室の居住性確保（照明）のための措置の
フォールトツリー分析（４／５）

× - -

第10－３図
中央制御室の居住性確保（照明）のための措置の
フォールトツリー分析（５／５）

× - -

第10－４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー
分析（１／５）

× - -

第10－４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー
分析（２／５）

× - -

第10－４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー
分析（３／５）

× - -

第10－４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー
分析（４／５）

× - -

第10－４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー
分析（５／５）

× - -

第10－５図 中央制御室の居住性確保の手順の概要 ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-17
第10-６図 タイムチャート（居住性確保） ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-18
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第10－７図 タイムチャート（居住性確保）（降灰予報発令時） ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-18
第10－8図 代替制御建屋中央制御室換気設備概要図 ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-19

第10－9図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保の手順の概要

○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-20

第10－10図
代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備
概要図

○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-21

第10－11図 中央制御室 可搬型代替照明 配置概要図 × - -

第10－12図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
可搬型代替照明 配置概要図

× - -

第10－13図
中央制御室の環境測定設備，制御建屋放射線計測
設備 測定範囲図

× - -

第10－14図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
環境測定設備，制御建屋放射線計測設備測定範囲

× - -

第10－15図 タイムチャート（出入管理区画の設置） △ 技術的能力1.11
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第10－16図
共通電源車を用いた中央制御室の換気機能の復旧
手順の概要（制御建屋給電）

× - -

第10－17図 制御建屋中央制御室換気設備概要図 ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-22

第10－18図
共通電源車を用いた中央制御室の換気機能の復旧
手順の概要（非常用電源建屋給電）

× - -

第10－19図
共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室の換気機能の復旧手順の概要

× - -

第10－20図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備概要 ○ 技術的能力1.11 補1.11-12-別2-23
11. 監視測定等に関する手順等 ○ 技術的能力1.12 補1.12.27-別2-3

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（1／6）

× - -

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（2／6）

× - -

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（３／6）

× - -

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（4／6）

× - -

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（５／6）

× - -

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（６／6）

× - -

第11－2表 監視測定に使用する設備（1／2） × - -
第11－2表 監視測定に使用する設備（2／2） × - -
第11－3表 重大事故等の対処に必要な監視項目（1／5） × - -
第11－3表 重大事故等の対処に必要な監視項目（2／5） × - -
第11－3表 重大事故等の対処に必要な監視項目（3／5） × - -
第11－3表 重大事故等の対処に必要な監視項目（4／5） × - -
第11－3表 重大事故等の対処に必要な監視項目（5／5） × - -
第11－4表 審査基準における要求事項ごとの給電対策設備 × - -
第11－5表 各手順の判断基準（1／5） × - -
第11－5表 各手順の判断基準（2／5） × - -
第11－5表 各手順の判断基準（3／5） × - -
第11－5表 各手順の判断基準（4／5） × - -
第11－5表 各手順の判断基準（5／5） × - -
第11－１図 フォールトツリー分析（排気モニタリング設備） × - -
第11－２図 フォールトツリー分析（環境モニタリング設備） × - -
第11－３図 フォールトツリー分析（放射能観測車） × - -
第11－４図 フォールトツリー分析（気象観測設備） × - -
第11－５図 可搬型発電機接続時の系統図 × - -
第11－６図 排気モニタリングの手順の概要（１／２） × - -
第11－６図 排気モニタリングの手順の概要（２／２） × - -
第11－７図 可搬型発電機による給電手順の概要 × - -

第11－8図
可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃
度の測定のタイムチャート（主排気筒）

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－9図
放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定
のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－10図
可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測
定のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－11図
可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃
度の測定のタイムチャート（北換気筒（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋換気筒））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－12図 環境モニタリングの手順の概要（１／２） × - -
第11－12図 環境モニタリングの手順の概要（２／２） × - -
第11－13図 可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例 × - -

第11－14図
可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性
物質の濃度及び線量の代替測定のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－15図
可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放
射性物質の濃度及び線量の測定のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－16図
放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及
び線量の測定のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－17図
可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質
の濃度及び線量の代替測定のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－18図
環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃
度の測定のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－19図
環境試料測定設備による水中又は土壌中の放射性
物質の濃度の測定のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－20図
可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の
濃度の測定のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－21図
可搬型試料分析設備による水中又は土壌中の放射
性物質の濃度の測定のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－22図
モニタリングポストのバックグラウンド低減対策のタイ
ムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－23図
可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減
対策のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－24図 気象観測の手順の概要 × - -
第11－25図 可搬型気象観測設備の設置場所の例 × - -

第11－26図
可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測
定のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-
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第11－27図
可搬型風向風速計による風向及び風速の測定のタイ
ムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－28図
環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリ
ング設備への給電のタイムチャート

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－29図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第１ア
クセスルート）（北ルート）（地上１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－30図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第１ア
クセスルート）（南ルート）（地上１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－31図
排気モニタリングのアクセスルート（主排気筒管理建
屋（第１アクセスルート）（地上１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－32図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第２ア
クセスルート）（北ルート）（地下１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－33図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第２ア
クセスルート）（北ルート）（地上１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－34図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第２ア
クセスルート）（南ルート）（地下１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－35図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第２ア
クセスルート）（南ルート）（地上１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－36図
排気モニタリングのアクセスルート（主排気筒管理建
屋（第２アクセスルート）（地上１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－37図
環境モニタリングのアクセスルート（制御建屋（北
ルート）（地上１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－38図
環境モニタリングのアクセスルート（制御建屋（南
ルート）（地上１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－39図
環境モニタリングのアクセスルート（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋（北ルート）（地上２階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－40図
環境モニタリングのアクセスルート（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋（南ルート）（地上１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－41図
環境モニタリングのアクセスルート（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋（南ルート）（地上２階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－42図
気象観測のアクセスルート（制御建屋（北ルート）（地
上１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－43図
気象観測のアクセスルート（制御建屋（南ルート）（地
上１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第11－44図
気象観測のアクセスルート（主排気筒管理建屋（地上
１階））

△ 技術的能力1.12
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

12. 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 ○ 技術的能力1.13 補1.13-11-別2-12

第12－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（１／３）

× - -

第12－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（２／３）

× - -

第12－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（３／３）

× - -

第12－２表 重大事故等対処に係る監視計器 × - -

第12－３表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 × - -

第12－４表 重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧 × - -

第12－１図 フォールトツリー分析（電源設備） × - -

第12－２図 フォールトツリー分析（情報） × - -

第12－３図 フォールトツリー分析（所内通信） × - -

第12－４図 フォールトツリー分析（所外通信） × - -

第12－５図 緊急時対策建屋換気設備の切替概要図 ○ 技術的能力1.13 補1.13-11-別2-18

第12―６図
緊急時対策建屋換気設備の起動確認のタイム
チャート

△ 技術的能力1.13
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第12－７図
緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放
射線計測設備測定範囲図

× - -

第12―８図
緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環境モニタ
リング設備）の測定のタイムチャート

△ 技術的能力1.13
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第12－９図
緊急時対策建屋換気設備によるモード切替判断のフ
ローチャート

○ 技術的能力1.13 補1.13-11-別2-19

第12―10図
緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切り替えの
タイムチャート

○ 技術的能力1.13 補1.13-11-別2-20

第12―11図
緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧のタイム
チャート

△ 技術的能力1.13
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-
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有毒ガス防護に係る項目

第12―12図
緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取
入加圧モードへの切り替えのタイムチャート

△ 技術的能力1.13
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第12－13図 通信連絡設備の系統概要図 ○ 技術的能力1.13 補1.13-11-別2-21

第12―14図 出入管理区画設置のタイムチャート △ 技術的能力1.13
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第12―15図
緊急時対策建屋換気設備の切り替えのタイムチャー
ト

○ 技術的能力1.13 補1.13-11-別2-22

第12－16図 緊急時対策建屋電源系統概略図 × - -

第12－17図 緊急時対策建屋燃料供給系統概略図 × - -

第12―18図
緊急時対策建屋用発電機による給電確認のタイム
チャート

△ 技術的能力1.13
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第12―19図
緊急時対策建屋用電源車による給電のタイムチャー
ト

△ 技術的能力1.13
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

13. 通信連絡に関する手順等 ○ 技術的能力1.14 補1.14.9-別2-4

第13-１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（再処理事業所内の通信連絡をす
る必要のある場所との通信連絡）

○ 技術的能力1.14 補1.14.9-別2-27

第13-２表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（再処理事業所外の通信連絡をす
る必要のある場所との通信連絡）

○ 技術的能力1.14 補1.14.9-別2-28

第13-３表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 ○ 技術的能力1.14 補1.14.9-別2-28
第13-４表 通信連絡を行なうために必要な設備 ○ 技術的能力1.14 補1.14.9-別2-29

第13-１図
屋内（現場）における再処理事業所内への通信連絡
手順の概要

○ 技術的能力1.14 補1.14.9-別2-29

第13-２図
屋外（現場）における再処理事業所内への通信連絡
手順の概要

○ 技術的能力1.14 補1.14.9-別2-30

第13-３図
屋内（中央制御室及び緊急時対策所等）における再
処理事業所内への通信連絡手順の概要

○ 技術的能力1.14 補1.14.9-別2-30

第13-４図
中央制御室における再処理事業所外への通信連絡
手順の概要

○ 技術的能力1.14 補1.14.9-別2-31

第13-５図
緊急時対策所における再処理事業所外への通信連
絡手順の概要

○ 技術的能力1.14 補1.14.9-別2-31

第13-６図
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ
（屋内用）のタイムチャート（制御建屋）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-７図
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ
（屋内用）のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-８図
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ
（屋内用）のタイムチャート（緊急時対策建屋）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-９図 所内通信連絡設備におけるフォールトツリー分析 × - -
第13-10図 所外通信連絡設備におけるフォールトツリー分析 × - -

第13-11図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（前処理建屋
地上１階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-12図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（分離建屋
地上１階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-13図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（精製建屋
地上１階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-14図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋 地上１階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-15図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（高レベル廃
液ガラス固化建屋 地上１階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-16図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋 地上１階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-17図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋 地上２階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-18図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（制御建屋
地下１階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-19図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（制御建屋
地上１階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-20図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（制御建屋
地上２階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-21図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（制御建屋
地上３階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-22図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（緊急時対策
建屋 地下１階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-23図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（緊急時対策
建屋 地上１階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

第13-24図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（緊急時対策
建屋 地上２階）

△ 技術的能力1.14
大気の汚染事象に対する防護対策に係る記載があるが，重大事故等
対処の手順を図示等した項目

-

添付２ 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 - - -
1. 重大事故の発生を仮定する機器の特定の考え方 × - -

2.
重大事故に至る可能性のある機能喪失又はその組
合せの特定

× - -

3. 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 × - -
3.1 臨界事故（機器内） × - -
3.1.1 「核的制限値の維持機能」の喪失 × - -

3.1.2

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失

× - -

3.1.3
「ソースターム制限機能」の喪失（溶解槽における臨
界発生時）

× - -

3.2 臨界事故（機器外） × - -

3.2.1
「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機
能」の喪失

× - -

3.2.2 「落下・転倒防止機能」の喪失 × - -

3.2.3
「放射性物質の保持機能」及び「核的制限値の維持
機能」の同時喪失

× - -

3.2.4

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失

× - -

3.3 冷却機能喪失による蒸発乾固 - - -
3.3.1 蒸発乾固（機器内） × - -
3.3.2 蒸発乾固（機器外） × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

3.4 放射線分解により発生する水素による爆発 - - -
3.4.1 水素爆発（機器内） × - -
3.4.2 水素爆発（機器外） × - -
3.5 有機溶媒等による火災又は爆発 - - -
3.5.1 有機溶媒火災（機器内） × - -
3.5.2 有機溶媒火災（機器外） × - -
3.5.3 プロセス水素による爆発 × - -
3.5.4 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 × - -
3.6 使用済燃料の著しい損傷 - - -
3.6.1 想定事故１ × - -
3.6.2 想定事故２ × - -
3.7 放射性物質の漏えい - - -
3.7.1 液体状の放射性物質の機器外への漏えい × - -
3.7.2 固体状の放射性物質の機器外への漏えい × - -
3.7.2.1 「放射性物質の保持機能」の喪失 × - -
3.7.2.2 「落下・転倒防止機能」の喪失 × - -

3.7.2.3

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時発生

× - -

3.7.2.4 「ソースターム制限機能」の喪失（溶融ガラス誤流下 × - -
3.7.3 気体状の放射性物質の漏えい × - -
3.7.4 温度上昇による閉じ込め喪失 × - -
3.7.4.1 「崩壊熱等の除去機能」の喪失 × - -

3.7.4.2

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失

× - -

3.8
重大事故の発生を仮定する際の件を超える件による
重大事故の発生を仮定する機器の特定

× - -

第１表
放射性物質の保持機能の喪失により発生する可能
性がある重大事故

× - -

第２表
放射性物質の保持機能の喪失（漏えい）後の事象進
展により発生する可能性がある重大事故

× - -

第３表
放出経路の維持機能の喪失により発生する可能性
がある重大事故

× - -

第４表
放射性物質の捕集機能の喪失により発生する可能
性がある重大事故

× - -

第５表
放射性物質の浄化機能の喪失により発生する可能
性がある重大事故

× - -

第６表
放射性物質の排気機能の喪失により発生する可能
性がある重大事故

× - -

第７表
安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）
後の事象進展により発生する可能性がある重大事故

× - -

第８表
火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能
の喪失により発生する可能性がある重大事故

× - -

第９表 掃気機能の喪失により発生する可能性がある重大事 × - -

第10表
崩壊熱等の除去機能の喪失により発生する可能性
がある重大事故

× - -

第11表
核的制限値（寸法）の維持機能の喪失により発生す
る可能性がある重大事故

× - -

第12表
安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）
後の事象進展により発生する可能性がある重大事故

× - -

第13表 遮蔽機能の喪失により発生する可能性がある重大事 × - -

第14表
落下・転倒防止機能の喪失により発生する可能性が
ある重大事故

× - -

第15表
熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能の喪失
により発生する可能性がある重大事故

× - -

第16表
安全機能（火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の
維持機能）の喪失後の事象進展により発生する可能
性がある重大事故

× - -

第17表
静的な閉じ込め機能の喪失により発生する可能性が
ある重大事故

× - -

第18表
動的な閉じ込め機能の喪失により発生する可能性が
ある重大事故

× - -

第19表
ソースターム制限機能の喪失により発生する可能性
がある重大事故

× - -

第20表
安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）
後の事象進展により発生する可能性がある重大事故

× - -

第21表
設計基準事故の影響拡大により発生する可能性が
ある重大事故

× - -

第22表 遮蔽機能の喪失により発生する可能性がある重大事 × - -

第23表
事故時の放射性物質の放出量の監視機能の喪失に
より発生する可能性がある重大事故

× - -

第24表
事故時の対応操作に必要な居住性等の維持機能の
喪失により発生する可能性がある重大事故

× - -

第25表 重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組 × - -

第26表
「核的制限値の維持機能」の喪失による臨界事故（機
器内）の想定箇所の特定結果(1/2)

× - -

第27表
「核的制限値の維持機能」の喪失による臨界事故（機
器内）の想定箇所の特定結果(2/2)【複数ユニット】

× - -

第28表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失による臨界事故（機器内）の想定箇所の

× - -

第29表
「ソースターム制限機能（溶解槽における臨界発生
時）」の喪失による臨界事故（機器内）の想定箇所の

× - -

第30表
「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機
能」の喪失による臨界事故（機器外）の想定箇所の特

× - -

第31表
「落下・転倒防止機能」の喪失による臨界事故（機器
外）の想定箇所の特定結果

× - -

第32表
「放射性物質の保持機能」及び「核的制限値の維持
機能」の同時喪失による臨界事故（機器外）の想定箇
所の特定結果

× - -

第33表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失による臨界事故（機器外）の想定箇所の

× - -

第34表
「崩壊熱除去機能」の喪失による蒸発乾固（機器内）
の想定箇所の特定結果

× - -

第35表
「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機
能（回収系）」の同時喪失による蒸発乾固（機器外）の
想定箇所の特定結果

× - -

第36表
「掃気機能」の喪失による水素爆発（機器内）の想定
箇所の特定結果

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1-2

申請書 添付書類八

関係あり：○
整理表展開不要：△

関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
整理表との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第37表
「放射性物質の保持機能」、「ソースターム制限機能
（回収系）」及び「放射性物質の排気機能」の同時喪
失による水素爆発（機器外）の想定箇所の特定結果

× - -

第38表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失による有機溶媒火災（機器内）の想定箇

× - -

第39表
「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機
能（回収系)」の同時喪失による有機溶媒火災（機器
外）の想定箇所の特定結果

× - -

第40表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失によるプロセス水素による爆発の想定箇
所の特定結果

× - -

第41表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失によるTBP等の錯体の急激な分解反応
の想定箇所の特定結果

× - -

第42表
「崩壊熱除去機能」の喪失による想定事故１の想定
箇所の特定結果

× - -

第43表
「プール水の保持機能」の喪失による想定事故２の想
定箇所の特定結果

× - -

第44表
「放射性物質の保持機能」の喪失による液体放射性
物質の機器外への漏えいの想定箇所の特定結果

× - -

第45表
「放射性物質の保持機能」の喪失による固体放射性
物質の機器外への漏えいの想定箇所の特定結果

× - -

第46表
「落下・転倒防止機能」の喪失による固体放射性物質
の機器外への漏えいの想定箇所の特定結果

× - -

第47表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失による固体放射性物質の機器外への漏
えいの想定箇所の特定結果

× - -

第48表
「ソースターム制限機能」の喪失による固体放射性物
質の機器外への漏えいの想定箇所の特定結果

× - -

第49表
「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機
能、放射性物質の捕集・浄化機能、排気機能）」の喪
失による気体放射性物質の漏えいの想定箇所の特

× - -

第50表
「崩壊熱等の除去機能」の喪失による温度上昇によ
る閉じ込め機能喪失の想定箇所の特定結果

× - -

第51表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失による温度上昇による閉じ込め機能喪失
の想定箇所の特定結果

× - -

添付３ 全身線量の人口積算値について × - -
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有毒ガス防護に係る適合性の確認結果のまとめ 

 

有毒ガス防護に係る適合性の確認結果について，規則条文毎に整理した結果を以下

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業指定基準規則 条文 

詳細 

展開 

要否 

既許可との関係の確認結果 

第１条 定義 × 
用語の定義であり，要求事項ではないことから，関係条文で

はない。 

第２条 核燃料物質の臨界防止 × 
核燃料物質の臨界防止に係る要求事項であり，有毒ガス防護

には関わらないことから，関係条文ではない。 

第３条 遮蔽等 × 
遮蔽等に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わらない

ことから，関係条文ではない。 

第４条 閉じ込めの機能 △ 

閉じ込めに係る要求事項であり，有毒ガス防護には直接関わ

らない。 

ただし，腐食性の液体に対し腐食し難い設計とする記載が有

毒ガスの発生防止という観点で間接的に関係する。 

第５条 火災等による損傷の防止 ● 

有毒ガスの発生源（消火時に発生する有毒ガス，制御室等で

の火災に伴う煙）の観点で関係する。 

有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がないことを確

認したことから，整理資料本文の変更は行わない。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

2-8として整理資料に追加する。 

第６条 
安全機能を有する施設の

地盤 
× 

安全機能を有する施設の地盤に係る要求事項であり，有毒ガ

ス防護には関わらないことから，関係条文ではない。 

第７条 地震による損傷の防止 × 
地震による損傷の防止に係る要求事項であり，有毒ガス防護

には関わらないことから，関係条文ではない。 

第８条 津波による損傷の防止 × 
津波による損傷の防止に係る要求事項であり，有毒ガス防護

には関わらないことから，関係条文ではない。 

第９条 
外部からの衝撃による損

傷の防止 
○ 

有毒ガスの発生源（外部火災による二次的影響のばい煙・有

毒ガス，火山の影響（降下火砕物による大気汚染），有毒ガ

ス，化学物質の漏えい）及び防護対策の観点で関係する。 

有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がないことを確

認したが，影響評価ガイドにより有毒ガスの発生源の抽出に

ついて具体的な方法が定められたことから，第 9条（その他

外部衝撃）の補足説明資料 5-9として整理資料に追加する。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を第 9条（その

他外部衝撃）の補足説明資料 5-10，第 9条（外部火災）の

補足説明資料 8-4，第 9条（火山）の補足説明資料 10-3と

して各整理資料に追加する。 

第 10条 
再処理施設への人の不法

な侵入等の防止 
× 

再処理施設への人の不法な侵入等の防止に係る要求事項であ

り，有毒ガス防護には関わらないことから，関係条文ではな

い。 

【凡例】 

◎：有毒ガスに関係し，整理資料本文の変更を行う条文 

〇：有毒ガスに関係し，整理資料補足説明資料の変更を行う条文 

●：有毒ガスに関係するが，整理資料本文の追加・変更は行わず，「有毒ガス防護に係る申請

書項目の整理表」を補足説明資料として追加する条文 

△：有毒ガスに関係するが，「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を作成しない条文 

×：有毒ガスに関係しない条文 
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事業指定基準規則 条文 

詳細 

展開 

要否 

既許可との関係の確認結果 

第 11条 溢水による損傷の防止 × 
溢水による損傷の防止に係る要求事項であり，有毒ガス防護

には関わらないことから，関係条文ではない。 

第 12条 
化学薬品の漏えいによる

損傷の防止 
○ 

有毒ガスの発生源（化学薬品の漏えい）及び化学薬品の取り

扱いに係る基本方針並びに化学薬品の漏えい時の回収作業に

関する対策の観点で関係する。 

有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がないことを確

認したが，影響評価ガイドにより終息活動に係る要求が明確

となったことから，整理資料の補足説明資料 5-3に終息活動

の具体的な手順を追加する。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

11-4として整理資料に追加する。 

第 13条 誤操作の防止 × 
誤操作の防止に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わ

らないことから，関係条文ではない。 

第 14条 安全避難通路等 × 
安全避難通路等に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関

わらないことから，関係条文ではない。 

第 15条 安全機能を有する施設 × 

安全機能を有する施設に対し，安全機能の重要度に応じた機

能の確保に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わらな

いことから，関係条文ではない。 

第 16条 

運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故の拡大

の防止 

× 

安全機能を有する施設に対し，運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故時に要求される要件に係る要求事項であり，有

毒ガス防護には関わらないことから，関係条文ではない。 

第 17条 使用済燃料の貯蔵施設等 × 
使用済燃料の貯蔵施設等に係る要求事項であり，有毒ガス防

護には関わらないことから，関係条文ではない。 

第 18条 計測制御系統施設 × 
計測制御系統施設に係る要求事項であり，有毒ガス防護には

関わらないことから，関係条文ではない。 

第 19条 安全保護回路 × 
安全保護回路に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わ

らないことから，関係条文ではない。 

第 20条 制御室等 ◎ 

有毒ガスの検知及び防護対策（運転員及び重大事故等の対処

要員に対する制御室の居住性）の観点で関係する。 

規則要求として有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置

の設置が追加されたことから，整理資料の本文の修正（追加

要求事項に対する設計方針の追加）及び補足説明資料 2-8の

追加を行う。 

上記以外は有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がな

いことを確認したが，影響評価ガイドにより通信連絡設備に

より有毒ガスの発生を検知するための体制及び手順に係る要

求が明確となったことから，補足説明資料 2-9として整理資

料に追加する。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

2-7として整理資料に追加する。 

第 21条 廃棄施設 △ 

廃棄施設に係る要求事項であり，有毒ガス防護には直接関わ

らない。 

ただし，NOxを回収する設備に係る記載が有毒ガスの観点で

間接的に関係する。 

第 22条 保管廃棄施設 × 
保管廃棄施設に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わ

らないことから，関係条文ではない。 

第 23条 放射線管理施設 × 
放射線管理施設に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関

わらないことから，関係条文ではない。 

第 24条 監視設備 × 
監視設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わらな

いことから，関係条文ではない。 

第 25条 保安電源設備 × 
保安電源設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わ

らないことから，関係条文ではない。 
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事業指定基準規則 条文 

詳細 

展開 

要否 

既許可との関係の確認結果 

第 26条 緊急時対策所 ◎ 

有毒ガスの検知及び防護対策（運転員及び重大事故等の対処

要員に対する緊急時対策所の居住性）の観点で関係する。 

規則要求として有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置

の設置が追加されたことから，整理資料の本文の修正（追加

要求事項に対する設計方針の追加）及び補足説明資料 2-5の

追加を行う。 

上記以外は有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がな

いことを確認したが，影響評価ガイドにより通信連絡設備に

より有毒ガスの発生を検知するための体制及び手順に係る要

求が明確となったことから，補足説明資料 2-6として整理資

料に追加する。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

2-4として整理資料に追加する。 

第 27条 通信連絡設備 ● 

有毒ガス発生時の通信連絡手段の観点で関係する。 

有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がないことを確

認したことから，整理資料本文の変更は行わない。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

2-16として整理資料に追加する。 

第 28条 
重大事故等の拡大の防止

等 
● 

重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪失の要因と

なる自然現象等の選定，有効性評価等において有毒ガス等の

大気汚染に係る事象を考慮していることから，有毒ガス発生

源の観点で関係する。 

有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がないことを確

認したことから，整理資料本文の変更は行わない。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

3-31として整理資料に追加する。 

第 29条 火災等による損傷の防止 ● 

有毒ガスの発生源（消火時に発生する有毒ガス，制御室等で

の火災に伴う煙）の観点で関係する。 

有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がないことを確

認したことから，整理資料本文の変更は行わない。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

3-2として整理資料に追加する。 

第 30条 
重大事故等対処施設の地

盤 
× 

重大事故等対処施設の地盤に係る要求事項であり，有毒ガス

防護には関わらないことから，関係条文ではない。 

第 31条 地震による損傷の防止 × 
地震による損傷の防止に係る要求事項であり，有毒ガス防護

には関わらないことから，関係条文ではない。 

第 32条 津波による損傷の防止 × 
津波による損傷の防止に係る要求事項であり，有毒ガス防護

には関わらないことから，関係条文ではない。 

第 33条 重大事故等対処設備 ● 

有毒ガスの発生源（重大事故等対処設備及びアクセスルート

に対する共通の作業環境）及び防護対策（アクセスルート通

行時の薬品防護具の着用）の観点で関係する。 

有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がないことを確

認したことから，整理資料本文の変更は行わない。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

2-30として整理資料に追加する。 

第 34条 
臨界事故の拡大を防止す

るための設備 
△ 

臨界事故の拡大を防止するための設備に係る要求事項であ

り，有毒ガス防護には直接関わらない。 

ただし，有毒ガス等に対し設備を防護するとの記載が有毒ガ

スの影響防止という観点で間接的に関係する。 

第 35条 

冷却機能の喪失による蒸

発乾固に対処するための

設備 

△ 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備に係る

要求事項であり，有毒ガス防護には直接関わらない。 

ただし，有毒ガス等に対し設備を防護するとの記載が有毒ガ

スの影響防止という観点で間接的に関係する。 
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事業指定基準規則 条文 

詳細 

展開 

要否 

既許可との関係の確認結果 

第 36条 

放射線分解により発生す

る水素による爆発に対処

するための設備 

△ 

放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための

設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には直接関わらな

い。 

ただし，有毒ガス等に対し設備を防護するとの記載が有毒ガ

スの影響防止という観点で間接的に関係する。 

第 37条 

有機溶媒等による火災又

は爆発に対処するための

設備 

△ 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備に係る

要求事項であり，有毒ガス防護には直接関わらない。 

ただし，有毒ガス等に対し設備を防護するとの記載が有毒ガ

スの影響防止という観点で間接的に関係する。 

第 38条 
使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備 
△ 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に係る要求事項であ

り，有毒ガス防護には直接関わらない。 

ただし，有毒ガス等に対し設備を防護するとの記載が有毒ガ

スの影響防止という観点で間接的に関係する。 

第 39条 
放射性物質の漏えいに対

処するための設備 
× 

放射性物質の漏えいに対処するための設備に係る要求事項で

あり，再処理施設には対象がないことから，有毒ガス防護に

は関わらない。 

第 40条 

工場等外への放射性物質

等の放出を抑制するため

の設備 

△ 

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備に係

る要求事項であり，有毒ガス防護には直接関わらない。 

ただし，有毒ガス等に対し設備を防護するとの記載が有毒ガ

スの影響防止という観点で間接的に関係する。 

第 41条 
重大事故等への対処に必

要となる水の供給設備 
△ 

重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に係る要求事

項であり，有毒ガス防護には直接関わらない。 

ただし，有毒ガス等に対し設備を防護するとの記載が有毒ガ

スの影響防止という観点で間接的に関係する。 

第 42条 電源設備 △ 

電源設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わらな

いことから，有毒ガス防護には直接関わらない。 

ただし，有毒ガス等に対し設備を防護するとの記載が有毒ガ

スの影響防止という観点で間接的に関係する。 

第 43条 計装設備 △ 

計装設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わらな

いことから，有毒ガス防護には直接関わらない。 

ただし，有毒ガス等に対し設備を防護するとの記載が有毒ガ

スの影響防止という観点で間接的に関係する。 

第 44条 制御室 ● 

有毒ガスの防護対策（重大事故等対処要員に対する制御室の

居住性）の観点で関係する。 

有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がないことを確

認したことから，整理資料本文の変更は行わない。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

2-13として整理資料に追加する。 

第 45条 監視測定設備 △ 

監視測定設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わ

らないことから，有毒ガス防護には直接関わらない。 

ただし，有毒ガス等に対し設備を防護するとの記載が有毒ガ

スの影響防止という観点で間接的に関係する。 

第 46条 緊急時対策所 ○ 

有毒ガスの防護対策（重大事故等対処要員に対する緊急時対

策所の居住性）の観点で関連する。 

有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がないことを確

認したことから，整理資料本文の変更は行わない。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

2-10として整理資料に追加する。また，第 26条に新たに添

付する補足説明資料を補足説明資料 2-10, 2-11として整理

資料に追加する。 

第 47条 
通信連絡を行うために必

要な設備 
○ 

有毒ガス発生時の通信連絡手段の観点で関係する。 

有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がないことを確

認したことから，整理資料本文の変更は行わない。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

2-14として整理資料に追加する。 
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事業指定基準規則 条文 

詳細 

展開 

要否 

既許可との関係の確認結果 

審査 

基準 

(技術的

能力) 

使用済燃料の再処理の事

業に係る再処理事業者の

重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術

的能力 

◎ 

有毒ガスの発生源（設計基準に同じ）及び有毒ガス防護対象

者及び防護対策（重大事故等の対処要員に対する有毒ガス防

護）の観点で関係する。 

規則要求として有毒ガス防護対策に係る要求が追加されたこ

とから，整理資料の本文（技術的能力 1.0に該当する箇所）

の修正（追加要求事項に対する対応方針の追加）を行う。 

上記以外は有毒ガス防護の観点で新たに考慮すべき事項がな

いことを確認したが，影響評価ガイドにより有毒ガス防護の

ための体制及び手順に係る要求が明確となったことから，整

理資料の補足説明資料 1.0-6に薬品防護具による防護の妥当

性確認結果を追加する。 

「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」を補足説明資料

1.0-11, 1.1-7, 1.2-6, 1.3-5, 1.4-6, 1.5-9, 1.7-5, 1.8-

2, 1.9-8, 1.10-11, 1.11-12, 1.12-27, 1.13-11, 1.14-9, 

2.-8として整理資料に追加する。 
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設計基準事象 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 外部火災の二次的影響によるばい煙（第９条）：設備への影響，人体への影響 
② 外部火災の二次的影響による有毒ガス（第９条）：人体への影響 
③ 降下火砕物による大気汚染（第９条）：人体への影響 
④ 毒性ガス（第９条）：対象なし 

⑤ 敷地内の有毒ガス（固定施設，可動施設）（第９条）：想定しない
※1
 

⑥ 敷地外の有毒ガス（固定施設，可動施設）（第９条）：影響なし（人体への影響については万が一を想定して対策を講じる） 

⑦ 敷地内の化学物質の漏えい
※2
（固定施設）により発生する有毒ガス（第９条）：想定しない

※1
 

⑧ 敷地内の化学物質の漏えい
※2, 3

（可動施設）により発生する有毒ガス（第９条）：人体への影響 

 
 上記の他，関連する事象として以下が挙げられる。 

⑨ 内部火災による煙，消火剤の燃焼生成物（第５条）：設備への影響，人体への影響 
⑩ 化学薬品の漏えい（第 12条）：設備への影響，人体への影響 

 
※1：敷地内の固定施設は，化学物質が漏えいし難い設計とするため事象としては想定しないが，⑥及び⑧に包絡される。 
※2：敷地外の化学物質の漏えい（工場事故及び交通事故）を包絡している。 
※3：化学物質（化学薬品）の漏えいによる影響については⑩で整理している。 

大気の汚染事象 

設備への 
影響防止 

人体への 
影響防止 

防護対策 
① 換気設備の隔離 
② － 
③ － 
④ － 
⑤ － 
⑥ － 
⑦ － 
⑧ － 
⑨ 防火ダンパ等 
⑩ 没液・被液防止等 

防護対策 
① 換気設備の隔離（再循環）（第９

条，第 20条，第 26条） 
② 同① 
③ 同① 
④ － 

 
 

⑤ － 
⑥ 同⑨ 
⑦ － 
⑧ 換気設備の隔離（再循環）（第９

条，第 20条，第 26条） 
 

⑨ 防火ダンパ，防護具（火災防護計
画で定める）（第５条） 

⑩ 防護具の着用，漏えい拡大・流出
・飛散防止，漏えい液の回収（第
12条） 

検知手段 
① 再処理施設の外の状況を把握す

る設備，通信連絡設備による連絡
（第 20条，第 26条） 

② 同① 
③ 同① 
④ － 
⑤ 同⑧ 
⑥ 同⑧ 
⑦ 同⑧ 
⑧ 有毒ガスの発生を検出する装置

及び警報装置，通信連絡設備によ
る連絡（第 20条，第 26条） 

 
⑨ 火災感知器，ガス濃度の確認（第

５条） 
⑩ 地震時の現場確認，タンクローリ

受入時の立会い（第 12条） 
：影響評価ガイドで考慮している範囲 

赤字 ：規則改正に係る追加要求事項に関わる対応 
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重大事故等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検知手段＜アクセスルート＞ 
• 通信連絡設備による連絡（技術

的能力）* 
• 初動対応による異常の確認（技

術的能力） 

検知手段＜制御室＞ 
• 通信連絡設備による連絡（技術

的能力）* 
• 可搬型窒素酸化物濃度計（第

44条，技術的能力） 

検知手段＜緊急時対策所＞ 
• 通信連絡設備による連絡（技術

的能力）* 
• 可搬型窒素酸化物濃度計（第

46条，技術的能力） 

大気の汚染事象 

設備への 

影響防止 

共通要因及び環境条件として考慮している事象（第 33条）を，重大事故等対処の活動場所に応じて考慮 

＜屋外のアクセスルート＞ 
① 外部火災の二次的影響によるばい煙（設計基準事象の①） 
② 降下火砕物による大気汚染（設計基準事象の③） 
③ 有毒ガス（設計基準事象の②，⑤～⑧，予期せず発生する有毒ガス

＊
も包絡される） 

＜屋内のアクセスルート＞ 
① 化学薬品の漏えい（設計基準事象の⑩） 

＜制御室，緊急時対策所＞ 
① 屋外のアクセスルートと同じ 

人体への 

影響防止 

防護対策 

• 外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた

建屋等内への保管 

• 位置的分散 

• 没液・被液防止 等 

防護対策＜アクセスルート＞ 
• 複数のアクセスルートの確保（

第 33条） 
• 防護具の着用（第 33条，技術的

能力）* 

防護対策＜制御室＞ 
• 外気の取入れ停止（第 44条，技

術的能力）* 
• 防護具の着用（第 44条，技術的

能力） 

防護対策＜緊急時対策所＞ 
• 換気設備の隔離（再循環）（第 46

条，技術的能力）* 

：影響評価ガイドで考慮している範囲 

赤字 ：規則改正に係る追加要求事項に関わる対応（*は既許可に反映済みの事項） 
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整理資料への反映方針 

 

1. 有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置の設置についての要求事項に対する

確認結果の反映について 

有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置の設置についての要求事項に対する

確認結果について，以下の考え方に従い，第９条，第 20条，第 26条にそれぞれ追加

する。 

有毒ガスについては，制御室等の居住性を損なうおそれのある大気の汚染事象の１

つとして，安全機能を有する施設の安全機能が損なわれないよう第９条で要求されて

おり，第９条（その他外部衝撃）整理資料において，想定される事象の選定，設計方

針，手順等が纏められている。また，第 20条及び第 26条では，想定される大気の汚

染事象に対し，制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するために必要な設備を設け

る要求があり，第 20 条 整理資料及び第 26 条 整理資料において，設備の設計方針，

概要，仕様及び評価が纏められている。 

第 20条及び第 26条で要求されている制御室等の居住性を確保するために必要な設

備のうち，外気の遮断が可能な換気設備については，既許可に反映済みである。一方，

有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置については，追加要求事項であり，適合

性確認のための説明資料が必要である。 

第 20条 整理資料及び第 26条 整理資料において有毒ガスの発生を検出する装置及

び警報装置に係る設計方針等を定めるためには，具体的な有毒ガスの種類や，それが

人体に影響を与える判断基準を定める必要がある。既許可の体系では，第９条（その

他外部衝撃）整理資料で想定される事象を選定し，第 20条 整理資料及び第 26条 整

理資料で評価して設備の仕様を定めていることから，今回の整理でもそれを踏襲する。

ただし，第９条（その他外部衝撃）整理資料では，予想される最も過酷と考えられる
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条件を適切に考慮する上で，敷地内の固定施設は漏えいし難い設計とすることにより

有毒ガスの発生を明示的には想定していない。これに対し，影響評価ガイドでは敷地

内外の固定源及び可動源について網羅的に調査した上で，全量漏えいを想定して制御

室等における有毒ガス濃度評価を行うことが求められている。このことから，有毒ガ

スの発生を検出する装置及び警報装置の追加要求事項については，以下のとおり各整

理資料に反映することとする。 

・ 人体に影響を与える有毒ガスの定義及び敷地内外において有毒ガスの発生源とな

るおそれのある固定源及び可動源の抽出は，第９条（その他外部衝撃）整理資料

で整理し，整理資料の補足説明資料を新規に作成する。 

・ 第９条（その他外部衝撃）整理資料で整理した固定源及び可動源に対し，影響評

価ガイドに従って行う制御室等の居住性に影響を与えるか否かの評価，有毒ガス

の発生を検出する装置及び警報装置の必要性の評価は，第 20 条 整理資料及び第

26 条 整理資料で整理し，整理資料の本文を修正するとともに，整理資料の補足

説明資料を新規に作成する。 

 

なお，敷地内における化学物質の漏えいは，第 12 条（化学薬品の漏えいによる損

傷の防止）の要求として第 12条 整理資料で纏めているが，既許可の体系では，化学

物質の漏えいに伴う有毒ガスの影響については第９条（その他外部衝撃）整理資料で

纏めていることに加え，影響評価ガイドでは敷地や建物の内外を問わず固定源及び可

動源として考慮することを要求していることから，有毒ガスの観点で実施した固定源

及び可動源の抽出結果も，第９条（その他外部衝撃）整理資料に纏めることとする。 

また，敷地内可動源及び敷地外固定源からの有毒ガスに対し通信連絡設備により検

知し，換気設備の隔離により運転員等を防護するための体制及び手順は，既許可にお

いて織り込み済みであるが，対応のための体制及び手順を明確にするため，整理資料

の補足説明資料を新規に作成する。 
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2. 有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護に関する確認結果の反映につ

いて 

重大事故等対処時の有毒ガス影響については，既許可に織り込み済みであり，第 33

条 整理資料において重大事故等対処時の作業環境として第９条（その他外部衝撃）

整理資料で整理している有毒ガスを挙げている。また，有毒ガスに対する制御室等の

居住性確保のために必要な設備に係る要求は第 44条 整理資料及び第 46条 整理資料

に，体制及び手順については技術的能力整理資料（屋外アクセスルート及び屋内アク

セスルートについては技術的能力 1.0，制御室等の居住性については技術的能力 1.11

及び技術的能力 1.13）に纏められている。 

しかし，重大事故等対処時の有毒ガス影響は審査基準（技術的能力 1.0）の追加要

求事項として明示されたことから，技術的能力 整理資料の本文に審査基準の追加要

求事項を明記する。 

また，追加要求事項のうち，有毒ガスに対し適切な薬品防護具により防護すること

については，既許可に織り込み済みであるが，有毒ガスの発生を検出する装置及び警

報装置に係る評価に伴い，具体的な有毒ガスの種類及び人体に影響を与える判断基準

が明確になったことから，非常時対策組織要員の作業時における装備が纏められてい

る補足説明資料 1.0－６「非常時対策組織要員の作業時における装備について」に，

薬品防護具による防護の妥当性及び影響評価ガイドで求められている薬品防護具の

バックアップ供給体制に係る記載を追加する。 

 

3. その他の影響評価ガイドにより確認した事項の反映について 

 影響評価ガイドを参考とし，既許可の防護対策に対し改めて考慮すべき事項の有無

を確認した「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」は，既許可において有毒ガス

防護に係る要求が適切に反映されていることを示す説明資料となることから，各条文
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の整理資料に補足説明資料として添付する。 

また，影響評価ガイドで求められている敷地内可動源からの有毒ガスの終息活動は，

第 12 条 整理資料に示す化学薬品の漏えい発生後の回収等に関する手順に包絡され

ることから，第 12条 整理資料で整理し，敷地内可動源からの漏えいによる影響を評

価している補足説明資料 5-3「その他の漏えい事象に対する確認について」に，終息

活動の具体的な手順を追加する。 
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